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特集：「広がるテレビ・アーカイブ活用の可能性 研究・教育の実践例・先行例から考える」
特集解題

米 倉　　 律*

本学新聞学研究所では、去年（2020年）３月７日にシンポジウム「拡がるテレビ・アーカイブ活用
の可能性 研究・教育の実践例・先行例から考える」の開催を予定していた。しかし、同シンポジ
ウムは、同年１月以降のコロナウィルス感染拡大に伴って開催が困難となり、最終的に中止を余儀
なくされた。そこで本誌では、シンポジウムに登壇予定であった方々に、発表・報告する予定だっ
た内容・テーマについての原稿執筆を依頼し、特集として掲載することとした。

シンポジウムの開催趣旨は、次のようなものであった。

近年、映像アーカイブ、放送アーカイブ、関連の各種アーカイブの整備が進むとともに、研
究・教育機関や関連組織相互の連携等も進んでいる。そしてそれらのアーカイブを活用した研
究・教育が活発化するなかで、さまざまな可能性が広がりつつある。日本大学法学部新聞学研
究所でも東日本大震災を機に、震災関連の映像、その他のテレビ番組映像のアーカイブを構築
しつつ、その研究利用・教育利用の両面において試行錯誤を続けてきた。本シンポジウムで
は、研究教育の各分野における実践例、先行事例に学びながら、テレビ・アーカイブ活用の可
能性と課題を考えたい。

（1）

同シンポジウムには、小林直毅（法政大学社会学教授）、水島久光（東海大学文化社会学部教
授）、西田善行（流通経済大学社会学部准教授）、鳥羽耕史（早稲田大学文学学術院教授）、鈴木貴
尚（放送番組センター アーカイブ・事業 G 副主幹）の各氏（敬称略）に登壇いただく予定であっ
た。このうちの鳥羽耕二教授を除く４氏から、本特集に御協力・御寄稿いただいた。

以上のような経緯もあり、本特集の意図は、上記シンポジウムの開催意図とほぼ同じである。
従って、ここでは、本学新聞学研究所で整備を進めてきたテレビ・アーカイブについて簡単に説明
しておくに留めたい。このアーカイブを研究・教育にどう活用するかを議論し考えることがシンポ
ジウムの目的だったからである。

本学新聞学研究所では、20１１年３月１１日の東日本大震災を契機として、テレビ番組の研究利用を
目的としたアーカイブの構築を進めてきた。

（2）
このアーカイブは、株式会社 JCC のシステム（MAX 

Channel Digital）を利用したもので、20１１年３月１１日に全国放送された NHK・民放のすべての番組
を収録している。一義的には震災関連のテレビ報道を収集・保存し、研究に用いることを目的とし
たものであるが、研究利用においては震災報道に限定する必要はなく、研究および教育における幅
広い利用の可能性がある。実際、本アーカイブを利用することで、東日本大震災から５年間のテレ

*よねくら　りつ　日本大学法学部新聞学科　教授
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ビ報道を検証した共同研究を
（3）

はじめ、個々の研究者による多くの研究がすでに生み出されている。
また、大学院生や学部生のあいだでも研究利用が進んでいる。

本特集は、水島久光と小林直毅による対談、西田善行、鈴木貴尚の論文で構成されている。水
島・小林対談では、テレビ・アーカイブ研究のパイオニアとして先導的役割を果たしてきた両氏
に、テレビがアーカイブ化されることの意味とは何か、またそうした時代に「放送」や「放送研
究」の何がどう変わろうとしているのか、さらに今課題となっていること、考えておかなければな
らない論点は何か等について語っていただいた。西田論文は、本学新聞学研究科におけるテレビ・
アーカイブを用いた教育の実践例を紹介しながら、NIE（News In Education）のコンテクストに
おいてテレビ・アーカイブの可能性や課題を論じている。また、鈴木論文は、公益財団法人放送番
組センターが提供してきたテレビ・アーカイブの教育利用サービスの仕組みや成果の具体例に即し
て、テレビ・アーカイブが大学等での教育実践の可能性の幅をどう広げようとしているかについて
検討している。

テレビ・アーカイブ研究については、著作権等の制約もあって当初期待されたほどには進展して
いない現状もある。しかし、法整備および環境整備が徐々に進むなかで、今後、より本格的に展開
されていくことが見込まれる。本特集が、そうした方向性を推し進めるための議論にいささかでも
貢献することを願っている。

注

（ １ ）　当該シンポジウムのポスターより

（ 2 ）　同アーカイブ構築の経緯等の詳細については、「座談会 『映像情報のカテゴリー化をめぐる共同研究』

プロジェクトについて」『ジャーナリズム＆メディア』第１５号、2020年１0月参照

（ ３ ）　同協同研究については、本誌『ジャーナリズム＆メディア』第１0号、20１７年での特集「特集 : 震災映像

アーカイブを用いた研究の可能性と課題」参照



対談

アーカイブは「放送」と「放送研究」の
何を変えようとしているのか？

水島久光（東海大学）×小林直毅（法政大学）

デジタルアーカイブの時代と「記憶」研究
水島　2005年前後、今から15年前くらいに、小林先生とは放送とアーカイブに関してかなり議論を

しました。2003年に地上デジタル放送が始まって、デジタル化するというのは放送にとって一
体どういうことなのかという文脈です。垂直型の産業構造ではなく、デジタルというプラット
フォームに徐々にのっていくと、放送に止まらず、様々なメディアが繋がっていくイメージが
ありました。その横の世界の広がりが一つあると思います。それに、今まで放送という言葉に
絡みついていた、送りっ放しというか、消えてしまうというか、放送番組自体 “ 消えもの ” と
いっていた時代もあったわけですが、そういう状態が変化し、すべてのものが基本的にはデジ
タル的に記録されていくイメージも付加されます。その先にアーカイブの問題がある。つまり
空間的な広がりと歴史的な広がりの扉を、2003年に地上デジタル放送が開いた。その点に関心
を抱いていました。

私は、2003年に東海大学に入って研究者の端くれの仕事をすることになったのですけれど
も、まずは「放送のデジタル化」を考えることが僕のミッションでした。その時に、目の前に
たまたま大きな実証事例として「2005年＝戦後60年」があった。そのようなメモリアルの年に
は色々な番組、コンテンツが作られます。戦争という点から言うと、「戦後50年」は当然一つ
の大きな節目だったと一般的には思われますが、ただその段階ではまだアメリカの公文書館の
機密文書の公開が進んでいなかったりして、量的には決して多くなかった。もう一つ、時の経
過が大きな原動力になります。60年経つと終戦時に20歳だった人が80歳になるので、このまま
自分の中に記憶を抱えたままあっちの世界に行くわけにはいかないと考えた人たちから、証言
が数多く集められるようになった。そのようにして「戦後60年」がアーカイブについて考える
きっかけになりました。

水島久光
東海大学文化社会学部教授
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放送の仕組みというか、制度、つまり放送の形がどう変化していくかという関心と、放送が
何を語ってきたのかという関心が、戦争という課題で一点に交わったわけです。その後「戦後
60年」だけでは終わらずに、その後も追いかけ続けて「戦後70年」を迎えました。しかしなか
なか取りまとめる仕事をする機会が得られず、「75年」というタイミングで、さすがにこれ以
上先延ばしにしてしまうともう書けないかなっていう気もして本にしました。後でも触れます
が「戦後70年」前後にアーカイブの状況がかなり変わったということもあります。加えて大切
なことがもう一つ。本来であれば2020年はオリンピックが開かれる予定でしたので、このオリ
ンピックで「戦後75年」という大切なメモリアルが消されてしまうことを危惧していました。
そういうタイミングだったからこそ、『戦争をいかに語り継ぐか：「映像」と「証言」から考え
る戦後史』を出版できたと思っています。

2005年のころは、私もアーカイブといえば放送アーカイブというフレームで物事を考えてい
た。ところが次第に放送に閉じて考えられなくなってきた。つまり一般的なデジタルアーカイ
ブの広がりの中で、放送が今まで何を記録してきたのかということを逆照射する必要性を感じ
るようになった。そこで私はデジタルアーカイブの研究者のグループに入り、今までの放送研
究とかメディア研究というスタンスから越境して、歴史学とか資料学みたいな分野に足を踏み
入れながら研究をするようになって、現在に至ります。

水島久光『戦争をいかに語り継ぐか 「映像」と「証言」
から考える戦後史』（NHK ブックス、2020）

デジタルアーカイブという大きなフレームでみたとき、我々はそれを活用するという立場に
止まらず、構築しながら活用し、成果をフィードバックしていくという循環的な発想をいかに
持つかが重要になります。その点で言えば放送には、活用公開という時に、もともとの制度的
なフレームの中にかなり制約があって、非常に豊かな素材であるにもかかわらずそれがうまく
社会に還元できていない。でもその点についても、ずっとその状態で止まっているかというと
そうではなくて、徐々に徐々に良くなってきているということもあるんですね。
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そのあたりについては、『戦争をいかに語り継ぐか』ではあまり深堀してはいません。でも先日、
『図書新聞』で鳥羽耕史先生（早稲田大学）に書評を書いていただいたのですが、鳥羽先生が、私
が過去にマスコミ学会あたりで書いたことなどもよく読んでくださっていて、問題提起をして下
さった。そこで今日の対談ではそれを踏まえて、放送とアーカイブというフレームを超えて、様々
なものがアーカイブ化される環境の中で、放送を逆照射して捉えるスタンスでお話をしようと考え
ています。

「技術論」から考える「放送」と「アーカイブ」
小林　今水島先生がお話してくださった内容については、私もほとんどの部分で共有できるところ

です。私からは、まずは大きな話からさせていただきます。技術ということを一つ考えてみる
と、放送の技術がラジオ放送以来ずっと続いて様々な形で変容を遂げ、発展してきているわけ
なんですけれども、かつては放送の技術は、送りっ放しという言葉で象徴されるように、大量
の人々、マスに対して大量に同時に同じ言葉なり、同じ語りなり、あるいは同じ映像なりを送
出するということが前面に出てきていただろうと思います。同時に聴かれる、同時に読まれ
る、同時に見られることが技術として前面に出てきたし、それが評価されていた、期待されて
いたところだろうと思います。ただ、放送の技術を考えてみると、確かにラジオ放送初期の段
階には、そのようなものが非常に多かったわけなんですけれども、番組を制作する過程で録音
という技術も不可欠だったはずなんです。それがこの国の放送史の中で極めて象徴的、集約的
に現れたのは玉音放送だったと思います。玉音放送というのは昭和天皇が1945年の8月14日の
深夜にマイクの前で泣きそうな声で終戦の詔書を読んだ。その録音が翌8月15日の正午に放送
され、そして昭和天皇の声を膨大な人々が同時に聞き、それによって日本の敗戦を同時に経験
し、そして記憶したという出来事です。

小林直毅
法政大学社会学部教授

たった二日間の出来事ですけれど、これは放送メディアと呼ばれるメディアの技術を、ごく
短期間の中で、しかもポリティカルな意味においても集約した出来事だったと思います。テレ
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ビ放送になってもおそらく同じような状態が、グラデーションがあるにしろ続いていたのでは
かと思う。

初期はビデオの価格が高かったということもあって、ドラマに至るまで生放送でした。単純
にそれはビデオが高かったことと、収録技術がまだ稚拙であったというがあるわけですが、逆
に生放送の威力があって、スポーツがキラーコンテンツだって言われるのはそこですよね。生
であるということ、ゲームの進行と同時にそれが見聞きされるということで生であること、
今、ここの共有ということが放送の技術として前面に出ていました。よくよく考えてみると、
テレビになっても記録技術というのは放送を支えるもう一つの大きな技術だったはずで、それ
がやはりさまざまな媒体のコストが低廉になっていくということと、それから記録技術が高度
化していくということによって、ニュース番組などでも80年代以降には、よく言われるように

「完パケ」が増えて、ニュースといっても生の部分はスタジオだけになっていく。速さを競っ
ているはずなんですけれど、放送の速報性ということを言われているんだけど、生の部分とい
うのは実はスタジオだけであとは全部資料映像ばかりというニュースも登場してくるわけで
す。実はその頃にもう少し放送の技術というのが記録技術として成立しているんだというこ
と、これに注目しても良かったのかなという、そういう時期だったような気もするわけです。

それと放送の受容過程の方を考えてみても80年代に入ると、ホームビデオがどんと普及しま
した。当時僕がマスメディア研究というものに手を染めた頃だったわけですが、みなさん本気
になってタイムシフト効果ということを、これで放送が相当変わるといって、編成も今までの
ようなことをやってられないんだということを皆で一所懸命考えたりしていました。でも実
は、そういうタイムシフト効果って呼ばれているような状況も放送の記録技術というものがか
なり広く共有されることで認識されるはずの事態だったように思います。

それがおそらく先程の水島先生のお話だと放送のデジタル化というところで、技術というと
ころで見ていくと、もはや放送メディアも、メディアという捉え方では立ち行かないという
か、不十分というか、デジタル化された映像や音声の一つのプラットフォームとして放送が様
変わりをしていく。そういうひとつの画期、エポックがその辺りに訪れていたのだろうと思い
ます。僕自身、振り返ってみてそのことを明示的に意識してアーカイブのことを考えていたか
どうかというと、そこは若干心もとないものがあります。

では、なぜそのアーカイブということに大きく踏み出していったかというと、僕自身の研究
で考え、振り返ってみると、やっぱり何といっても水俣病事件報道研究に着手した段階だった
と思います。それが否応なくアーカイブの問題を考えさせられる大きな転換点になったんだろ
うと思います。一つは新聞で、水俣病報道事件研究では死活的に重要な地方紙、具体的にいう
と熊本日日新聞のあたりでは縮刷版すらない状態の中で、関連の新聞記事をどうやって収集し
アプローチしていくのがよいのかということが難しかったことがあります。それからもう一つ
は、テレビドキュメンタリーです。これがなかなかうまくアプローチできないということ。地
方紙に比べるとまだテレビドキュメンタリーの方が収集はしやすかったんですけれど、ただそ
こであまりにも多くの制度的な制約があることに直面して、これはなんとかならないのかとい
うことがアーカイブに対する初発の問題意識だったわけです。

そのようなことを自分自身の研究史の中で経験しながら段々アーカイブの深みにハマって
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いったというところで、戦後60年も然りですし、戦後70年も然りで、とりわけそういう10年刻
みで戦争が考えられる。その考えられる記憶と記録がフィーチャーされる。そのような状況で
特にテレビ放送、ドキュメンタリーを中心としたテレビ放送というものに注視すると、たしか
に放送はしてるんだけれどそこで見聞きしている映像はほとんどが記録映像だということです
から、そういう意味ではやはり放送も多くの部分を記録技術に依存していることが、この戦争
とテレビということで分かるだろうと思います。この先話題が展開していく中でこういう問題
状況の中で、放送アーカイブでどう考えればいいのかという視点の取り方というのは幾つかあ
り得るだろうなと思います。

水島　小林先生の今のお話の中には三つほど刺激的な指摘があったと思います。一つ目は、技術論
として考えた時の放送というメディアの記録性について。僕は先ほどある種の転機としての地
上デジタル放送ということを言いましたが、実は初発からあったという指摘、これは非常に重
要だと思います。その後のドキュメンタリー研究を見ていてもやっぱりラジオの録音構成から
テレビのドキュメンタリーに移行していくというのが一種我々のセオリーにもなっていたわけ
ですし、そういう点から考えると、先ほど申した、デジタル化で横に広がる、縦に広がるとい
うその認識は、この縦と横で一つの社会空間みたいなものを作っていくというもので、これに
関する意識も初発からあったということになります。

だからこそ玉音放送問題というのは、これは佐藤卓己さんの『八月十五日の神話 終戦記念
日のメディア学』も含めてなんですけれど、やっぱりそこで生じた時間差が気になる。むしろ
そういったことを逆にいうときちんと織り込んで考えれば、我々の生きている空間の立体感を
考える一つの大きなきっかけにはなるだろうと思います。ただ、小林先生がおっしゃるよう
に、どちらかというとかつての放送史は、公共性を横のイメージ、すなわちあまねく偏らない
というところにウェイトを置いて議論し続けてきたので、やっぱりその部分が放送自体の機能
の理解を縛ってきた部分もあるだろうと思うんですね。

その点でいうと二つ目に指摘された地方紙の話、水俣病にからめて記録自体の入手のし辛さ
というのがありましたけれど、実は新聞もそうですし、テレビもそうですけれども、その記録
としての要素を我々が振り返るときの制度的、あるいは事業的な制約はありますよね。NHK
を除けば放送業界も私企業として経営しなくてはいけないわけですし、それから地方紙を含め
新聞業界も業界という冠があるわけなので、そういったところを考えると、やはり過去を振り
返ることの難しさがある。資料はどんどん溜まっていきますから、それを誰がどう整理してど
うやって掘り返すのか、コストはどうするのかって話ですよね。

小林　そうですよね。権利処理にかかるコストですよね。
水島　はい、そこの部分がやっぱり非常に問題だと思うし、特に放送に関していうならば著作権や

肖像権の問題という、そこの権利的な視点がアーカイブを構築していくときの非常に大きな
ハードルになった。これも煎じ詰めて言えばお金ですよ。

アーカイブにおける技術論と制度・事業論
水島　だからそこは実は最初に言ったように、記録性ということよりも情報の届く範囲を広げるこ

とにウェイトをおいて発展したツケが回ってきているよな、と今の小林先生のお話から感じま
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した。それから、記録性というところと関わるんですけれど、水俣病の問題でよく小林先生が
使われる『埋もれた報告』

（1）
などの映像を見ていくと、記録というものの本質がわかる。記事を

書いた記者の解釈が施された記録ではなくストレートな記録、つまり調査報道というのが何た
るものかみたいなことも含めて、そういった記録されてしまう、記録するというよりも記録さ
れてしまう瞬間自体を記録しているということ。歴史資料の我々にとっての新しい可能性をテ
レビが生み出したとさえ思います。今日のドキュメンタリー映画なんかで色々言われているこ
との原点が、実はテレビのドキュメンタリーの取材映像にあったりする。

最近、元 NHK の桜井均さんと話す機会があったのですが、彼は調査報道の中に、調査ド
キュメンタリーというカテゴリーがあるのだと言います。それがまさに自分がやった仕事だと
仰っているのですけれど、そういったメタなプロセス自体も映像の豊かさが担保しているとい
うことは確かに言える。そして我々は、時間が経ってその映像を歴史資料として見るのだけれ
ども、見ている対象が同時的にアクチュアルに変化していく過程を、映像から我々が拾えると
いう可能性を開いたという点は言えると思うのですね。

ですから小林先生の話に関連させていうと、やっぱり記録技術としての側面、とそれと制度
的事業的な制約もありながら、我々が事後に拾える新しい時間や歴史の可能性をテレビ映像、
特にドキュメンタリーというものが気づかせてくれたという点は重要。この三つが、トライア
ングルになって2003年、地上デジタル放送以降、戦争についてもこの15年間で、新しい知見が
開かれてきたのではないかなと思うのです。だからこそ僕はこの本では、「戦後60年」段階の
戦争番組で、戦争を語る人とそれを受け取る人の非対称性に注目したということなんです。

小林　そうですね。
水島　戦後60年以降、語れる人が次々証言を繰り出すようになったり、色々なメッセージを発する

ようになってきた。ところが受け取る側が受け取りきれないというのが、あの当時の映像の中
にメタに映し出されている。それが実は『戦争をいかに語り継ぐか』の各章を結ぶ通奏低音に
なっています。それはやはり放送アーカイブだからこそ、気づかせてくれた部分だと思う。そ
の辺のポジティブな意味というのはもっと強調していいんじゃないかなって僕は思っていま
す。

小林　放送の技術、実は記録技術に多くを負っているという問題を立てて、今少し議論が進んでき
ました。ここでいきなり手のひらを返すようだけど（笑）、だからといって放送の技術ってい
うのは背景化するものではないだろうとも思うんですよね。それはしばしば不用意に僕たちは
コンテクスチュアリティ、文脈性ということをいうわけです。もちろん映画にも制作され公開
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いくものだろうと思いますね。それは同じ映像が繰り返し、引用され、登場するのは多いわけ
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これはやはりテレビドキュメンタリー
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谷口稜曄が、同じ映像で出てくるというわけで、それはやはり放送であるからこそだと思う。
そして谷口稜曄の語りに多くを頼るわけにはいかなくなる、いかなくなったわけですよね、亡
くなられたわけですから。そうなってくるとまたここで谷口稜曄の映像がどんな形であれ登場
するということになると、それはもうこの人の体験、凄惨な被爆体験と記憶がいったいどのよ
うに継承されるのかというそういう文脈で登場することになるだろう。

僕は文脈、コンテクストというのはテクストと相互的な関係に立っていると思います。です
から、テレビドキュメンタリーというテクストに対して一定の歴史的コンテクストというのは
当然あるわけなんですけれども、逆にテレビドキュメンタリーを一つのコンテクストとして、
そしてそれぞれの歴史をテクストとしてみていくことも当然なされなければならないだろうと
思います。今たまたま谷口稜曄のことを参照していますけれども、谷口稜曄が何度かテレビド
キュメンタリーで取り上げられた、それをコンテクストとして長崎の被爆の体験と記憶という
のはいったいどのように継承され、語り継がれていくのかというところ、こちらを今度はテク
ストとして考えていくこともまた可能なのだろうと思います。

テクストとコンテクストの関係性
水島　先ほど僕は放送アーカイブ自体がもつ歴史資料としての豊かさについて話をして、それを小

林先生は引き受けて、時代時代をきちんと表していく、文脈性みたいな点の重要さをお話しい
ただいたと思うんですけれども、これはやっぱり放送アーカイブの進化として捉えるべきでは
ないでしょうか。いや、アーカイブそのものはあまり進化していないんだけど、見る側が進化
してきたというか…。

小林　こっちが進化してきたんだよ（笑）。
水島　やっぱりそこの一つの大きなポイントは、僕とか小林先生とかが最初に「放送アーカイブが

大事」だって吠えていた時代というのは、まだやっぱり一つ一つの番組に対して、作品として
完結したものとして扱う見方が主流だったと思う。今もまだそうかもしれない。だから作品研
究になってしまう。でももともと考えてみれば、放送という世界自体が、作家性が非常に乏し
いというか、ドキュメンタリーに関して言えば『日本の素顔』

（3）
以降、例えば「吉田直哉とか工

藤敏樹というスターがいて…」みたいな話になってくるんだけど、でもそういう「作家」「作
品」としてそれを見るのではなく、やっぱり放送は集団的な制作行為の結果としてあるわけな
ので、どういう風にその集団自体が社会の中に埋め込まれているのかということを表わさずに
はいられないのです。だから小林先生が言われるように、一つ一つのテクストがどういうコン
テクストとの対照関係の中にあるのかを我々は議論しなくてはいけない。テクストとコンテク
ストの関係というのは、決して単純じゃないんですよね。

小林　そうですね。
水島　谷口稜曄というキーワードで拾い上げて編年的に研究するということを、ちょっとやりかけ

たこともあるんですけれど、彼と奥様との象徴的な物語が彼と若い世代との関係にシフトして
いくという。その辺をテレビカメラが非常にきちんと捉えているのでそれはそれで素晴らしい
なと思うんですけれど、僕が小林先生の論稿でいいなと思ったのはそれが例えば、長崎全般の
話に展開できる、あるいはそれがチェルノブイリから福島という問題に展開できる、その展開
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性というものを我々は番組の中に見通していくことができる。そうすると我々の眼差し自体
も、作品の殻を破って横断的な検証に向かうことができる。逆に言えばそれができないと、
アーカイブ研究というのは面白くない。というか、アーカイブがアーカイブとして、たくさん
の映像群というものを資料として保管していくことの意味が無いと思う。その一つひとつの作
品の殻をどうやって打ち破っていくのかということ、そこが徐々に議論できるようになってき
たというところが大きいんじゃないでしょうか。

小林　それはとても大きいと思う。挑発的な言い方をしちゃうと、今の水島さんのお話に激しく同
意しているのは、やっぱりテレビというのは番組なんですよね。作品と言いたいところもある
んですけれども、これは桜井均さんが言ってましたよね、やっぱり作品ではない、放送されて
なんぼだと。だからそういった意味では、どこまでいっても番組だと思いますし、それに作品
ということにあまり執着しすぎると結局テレビ番組というのは映画のエピゴーネンの域を出な
くなってしまうと思います。だからやっぱり先ほどから僕が気にしているコンテクスチュアリ
ティ、文脈性というのはそのような意味でしっかり考えられるべき一つの視点だろうと思いま
すよね。

例えば水俣のことでお話ししますと、しばしば現代史を考える時に60年代後半から70年代初
頭までは異議申し立ての時代、コンテスタシオンの時代だというようなことを言われてそれか
ら半世紀近く経っているわけです。そこを歴史的に検証するというような試みもなされるわけ
なんです。例えば日本における60年代後半から70年代初頭までの異議申し立てって具体的にど
のような表れをしたのかということはどうしても考える必要があるわけですよね。それで顕在
的に取り沙汰たされたものはベトナム反戦運動であるとか、あるいは大学紛争というような形
で、ちょうど今年は三島由紀夫が市ヶ谷で自決してから50年ということもあって、その時期の
新左翼系の運動であるとかあるいは三島たちが何を考えていたのかということはまさしくテレ
ビ映像というような形で今改めて見るということが進むわけですよね。

でも異議申し立ての時代ということで考えると、ちょうど68年に水俣病の原因がチッソ水俣
工場の排水に含まれるメチル水銀であるという政府公式見解がでるのと同時に、「水俣の闘い」
のような運動も立ち上がってくるわけです。それでもって70年に「チッソ一株運動」が展開し
て、そして NHK でも『チッソ株主総会』（1970年12月4日放送）のようなドキュメンタリー番
組が制作され、そしてそれは「現代の映像」というシリーズで金曜日の夜の7時半という今で
は信じられないような時間に放送される。そしてそれが多くの家庭でリビングルームで見られ
るというそのようなコンテクストがあったということです。そこでやはりこの国における異議
申し立ての時代と呼ばれる様々な運動の中で反公害であるとか、今日の環境問題につながって
いくような一つの運動というかその原型というのがそこに形作られたと見ることもできるで
しょう。そうなってくると今度は、そういうテレビドキュメンタリーの流れが一つの文脈と
なって60年代後半からの異議申し立ての時代というのが一体どのような出来事となって展開し
ていったのかというのが具体的に見えてきます。

水島　その通りで、テレビ番組のテクストとしての存在も重要ですが、むしろ戦争が終わってから
75年ということになると、それに対する歴史的な言説も既にテクスト化されているわけです
よ。その言説が、今度はもう一往復してそこから個々のメディアテクストに向かっていく逆流



15アーカイブは「放送」と「放送研究」の何を変えようとしているのか？

が既に生じている。僕があの本でトライしたのもまさにそれを確認することで、だから2005年
の映像の中からコミュニケーション、記憶の継承に関する非対称性という問題を提出したので
す。その非対称性を映像の中で体現しているのは実は子供たちだったわけですよ。そこでその
子どもたちが戦争を受け入れられないという現実がいつから始まったのかということの探求を
始めていきました。いま、小林先生から1960年代後半から70年代は異議申し立ての時代という
お話がありましたが、それは言い換えれば、いわゆる「戦争を知らない子供達」の時代の始ま
りだと思います。

小林　そうですね。
水島　だからこそベトナム戦争や万博や沖縄返還、そのちょっと前から言うと学生運動もあるわけ

ですけれど、そういういろいろなものを交差させて考えていく必要がある。その時に僕が採っ
た方法というのは、テレビ以外のメディアに目を向けること。多分そのころのテレビは異議申
し立てにかなり大上段に向き合っていたので、あまり民衆的な、若者や子どもに見えている世
界は捉えられていないですよね。

そこで僕がアプローチしたのは、音楽であり、漫画でした。これもほんの「触り」を示した
だけで、本当はその分野の研究のプロからするともっと言いたいことはたくさんあるんだろう
と思うけど、それぞれのテクストに対象化できる要素があって、歴史として我々が何を語って
いくのかということと、一次資料としてそれがどういうふうに表され体現しているのかという
往還みたいなものがかなりできるようになってきた。それが僕の実感なんですね。そこからわ
かったのは「戦争を語ることは戦後を語ること」ということで、「戦後を語る」となると、そ
こには例えば水俣病の問題、公害の問題とか、戦後の外交だとかいろんな問題が交錯してくる
ので、ある種どこから入ってもネットワーク的に色んなコンテクスチュアリティが現れる。そ
こでは「自分はこういう足場で見ているんです」っていうことを、アーカイブを支えにして議
論することができる。これはかなり新しい状況になってきているんじゃないかという気がしま
す。

アーカイブとデジタル技術
小林　そうですね。そこはね、やっぱり水島さんの最初の論点に立ち返って考える必要があるかな

と思うんですけれども、非常に大きかったのはデジタル化だと思います。先ほど僕が少し触れ
た家庭用のビデオの普及で、タイムシフト効果でちょっとひと騒ぎしちゃったというところな
んですけれども、あれやっぱりアナログなんですよね。それで今も研究室にも自宅にも山のよ
うに VHS カセットがあるんだけど、これってアーカイブなのか、これ、こいつら決定的にデ
ジタルじゃないよなと思っていて（笑）、これ要するにアーカイブ研究って力瘤入れなければ
いけないのは、この問題を一つ解決しないといけないって思うんですよね。これはもうほんと
に力仕事で、テレビの場合って膨大な VHS カセット抱え込むことになっていて、これをどう
やってデジタル化して、ハードディスクに載せて、デジタルの地平に置いてやるかという、す
ごい力仕事をしなきゃいけないわけですよね。

ただ、そういう大きな課題があることはあるんですけれど、いくばくかでもデジタルアーカ
イブになったっていうことは、僕はとっても大きな転換点だと思います。放送がそういうとこ
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ろに乗ってきた、ようやく乗ることができた。そのことによってまた他の史資料に関してもデ
ジタル化って大きな課題ではあるんですけれども、やはりデジタルというところで相互の接続
が可能になったということが、一つは技術的な基盤として大きな転換点になり得ただろうと思
います。それは僕たち研究者としての視点が開けたっていうことと、どっちがどっちっていう
問題じゃない、相互的にそうなっていたのかなと思います。

水島　それはしかし、力仕事なんですよ（笑）。でも僕らはこの動きを止めてはいけない。それを
推し進めていくために、研究者は応援というかエールを送らなくちゃいけないなと思っていま
す。というのは、かつて我々が色々放送アーカイブの議論をしていた頃は、ちょうど NHK
アーカイブスが立ち上がった時期ですから、巨大組織が巨大なアーカイブを作る夢に囚われて
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（4）
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小林　そうですね。
水島　それだけじゃなくて、例えば僕が関わったことの中で言うならば、沖縄戦の映像アーカイブ

の環境が随分整った。2013年に1フィート運動の会が解散しましたが、これも実は放送アーカ
イブとは無縁じゃなくて、その元テープの DVD 化は琉球朝日放送がやっていたんですよ。そ
れが寄託されたことによって、沖縄県公文書館で2015年に公開できるようになった。

だからやっぱり、そういう小さな単位でいいので、「これはやりまっせ」というそれこそコ
ツコツとした活動が重なっていていくことが重要だと思います。ここにもデジタル化のご利益
があって。つまりデジタルデータって、みんなが PC を持っていれば作業を手分けできるわけ
ですよ。それが分散型のアーカイブが色々立ち上がってくるきっかけになった。あとはそれを
どうやって結ぶかが、次の課題になってくるわけですよ。

小林　だから愚痴を言っててもしょうがない。言っているうちはダメだよね（笑）。ただ水島先生、
そういう小さなアーカイブみたいなもののネットワーク化という話は、実はこれ10年前くらい
にも言ってたよね？

水島　はい、言っていました。
小林　言ってたよね、だから別に目新しい話じゃないような気がするんだけど。
水島　やっと、ようやくその兆しが出てきたってくらいかな。

大学教育におけるアーカイブのポテンシャル
小林　そうですね。ただね、それは僕も今特に学部の授業でそういうことをやってるわけです。カ

テゴリー化して勝手に「『水俣』のテレビドキュメンタリーアーカイブ」などと名前つけてね。
それで、これまで僕がパーソナルに収集したものと、それから法政大学が「環境アーカイブ
ズ」というのを大原社会問題研究所に立ち上げて、その中に僕が水俣のテレビドキュメンタ
リーアーカイブみたいなのを潜り込ませていた。その経緯で勝手にそういうことを名乗って大
学でも授業で使ったりしちゃってるんですよね、

コンテンツが75点ぐらいあるんです。色々事情があって、まだ DVD に入った状態のものも
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あって、それで学生にいくつか授業で必ず使わせるというものがあるんだけれど、それを見な
がら他に見たいものがあったら使ったほうがいいよ、という感じでリクエストがくると、これ
は法政大学のアーカイブにあるから、それで「それを見れば？ 手に入れてみれば？」という
感じで使っている。

だからそういうことをしつつ、他のアーカイブとネットワークができていけばいいかなとは
思っているんです。一つそこで大きな課題は「『水俣』のテレビドキュメンタリーアーカイ
ブ」っていうカテゴリーめいたものを設定することはできなくはないし、やるわけなんだけれ
ど、問題はそれとどういうレファレンスを作るのかというのが重要です。一方ではこういうテ
レビドキュメンタリーをずっと見ていくとね、その中から見えてくることってすごく多いんで
す。けれども、ただそれだけでは済まないよって部分が非常に大きいんですよね。だから例え
ば「水俣の苦難」の歴史みたいなのをいろいろ考えていくと、それはチェルノブイリのあの原
発事故によって、ウクライナやベラルーシで経験されている苦難とどこかひと続きになってい
くようなそういうところって実はあるはずなんです。そことどう結びつけるのかということを
考えていく視点をどのように形成するのかという問題ですよね。

それから水俣病事件史ということを考えていくと、一般的な了解の仕方としては戦後史とい
う中で考えられることが多いわけなんですけれど、でもチッソの歴史を見ていくと戦前～戦中
と、あの企業はやはり国策会社としての歴史を根深く刻み続けている。とくに戦前～戦中にか
けて朝鮮の江南にでかいダムと工場を作って、それで朝鮮窒素肥料株式会社として外地で一大
展開をしていたんですね。それが敗戦によって、海外資産を全面的に失い、そして発祥の地で
ある水俣に戻ってきて再起を図るというような歴史もあることを考えると戦前、戦中の歴史と
水俣病事件史というのはやはり切り離し難い結びつきがあるということまで考えていく。そう
すると水俣のテレビドキュメンタリーアーカイブというような括り方をし過ぎるとまずいぞっ
て考え始める時もあります。そういう部分をどうしていくのかというのが研究上の次の課題と
して僕は強く意識し始めてるところです。

水島　なるほど。それはすごく良くわかります。それでいうと水俣の問題が水俣という殻を破って
色んなものと結びつく。これはさっきのテクストとコンテクストの話の延長線上にある問題だ
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と思うのですけれど、どういうコンテクスト発見していくのかということが課題なのだと思い
ます。『戦争をいかに語り継ぐか』までは「映像と証言から考える戦後史」だったのだけど、
戦後75年になってみると、今年のテレビ番組は「いやいや証言どころじゃないよと、証言をい
う人はとっくにほとんどいなくなっている」と言っている。そして戦争に関わる資料自体が散
逸・処分の危機にあると。特に今年コロナもあったのでいわゆる平和教育の実践がほとんど行
われなくなっていて、そのことも相俟って、全国の資料館とかが存続の危機になってきている
という話が多く聞かれました。

僕は本を出した6月頃からガチャっとスイッチが切り替わって、その一次資料の保全をどう
やって考えるかっていうところに関わり始め、動くようになってきました。それでだいぶ分
かってきたのは、戦後75年経っても相変わらず薄っぺらなイデオロギー対立のもとに戦争資料
がある。むしろその非常に大きな鏡としてある。これはデジタルアーカイブも一般的な博物館
資料と両方とも共通している話ですけれど、資料にどうやってアノテーションしていくのか、
どういう風にそこに言葉を添えていくのか、その方法が全く体系化されていないという現実が
突きつけられています。

これ皆さんよくご存知だと思いますけれど、東京都には戦争というものを総合的に捉える博
物館・資料館が存在していないんですよ。例えば昭和館というのは1999年に九段に開館してい
るけれど、そこに至るまでにいろんな政治的な絡みがあって、いわゆる銃後の生活しか展示さ
れていない。だから空襲のコーナーはあるんだけど空襲の実相に関する展示がないんです。お
かしいじゃないですか。そのすぐそばに「しょうけい館」という施設がありますが、いわゆる
傷痍軍人戦傷病者関連の展示だけなんです。また新宿には「平和祈念展示資料館」というのが
ありますが、これは抑留者、帰還者にフォーカスした話だけ。なんでこんなバラバラになって
いるのか。でもその大きな文脈を外して一個一個の展示品のアノテーションをみていくと、共
有できる言葉をたくさん発見できるんですよ。そこをミクロに見ていくことによって資料を結
び合わせていく可能性というのがあるんじゃないかって思っています。そうしたメタデータ自
体の作り方、つまりあるイデオロギーから、ある視点から、ある特定の立場からトップダウン
で落としていった分類には縛られない、意味をつないでいく可能性があるんじゃないかと思い
ます。立命館大学の国際平和ミュージアムにあるものも遊就館に展示されているものも軍服は
軍服ですよね。モノをモノとして見て、丁寧に情報とつなげていく。

小林　なるほど、それいいね。
水島　そういういろんなものが、コンテクストの違いを飛び越えて結びつくきっかけをつくるのが

アーカイブだと。さっきの水俣とベラルーシをどうやって結びつけていくのかという話も、そ
こに残された記憶にどういうアノテーションを我々はしていくのか、それはできるだけ一次資
料に近いところから見ていくことによって結びつく目が見つかる可能性がすごくあると思うん
ですね。もしかすると VHS テープをデジタル化するよりも、もっと腰を据えてやらなきゃい
けない仕事なのかもしれないんだけども、やっぱり最も一次資料に近いところでネットワーク
を作っていく、言葉探しをするというところに我々研究者の果たすべき役割があるんじゃない
かなというふうに思っています。
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「研究領域」の解体と再構成
小林　そうなってくると小林お前は何が専門なんだって簡単に答えられなくなってくるんだけど

（笑）、もうどの領域からもインチキになって、歴史学からみてもインチキだし、メディア研究
からしてもどんどんメディアの外へ出ていくよなって言われるし、社会学って言われても、

「お前、歴史社会学なの？」とかちょっと居心地が悪くなるんです。でも水島さんがおっしゃ
ることは非常によく分かって、僕が今大学の授業でやっているのは、例えば水俣のドキュメン
タリー番組に出てくる人の名前をきちんと正確に特定しましょうね、というようなことなんで
すよね。せっかくやっとの思いでテレビカメラの前で顔出しで名前まで出して取材に応じてい
る人たちに対するリスペクトが必要なんだけれど、そのリスペクトをどう具体化するのかって
いうことでいけば、それぞれの患者さんでも、あるいは官僚でも、組合の指導者でもいいんで
すよ。きちんと名前を特定することによって、それぞれの番組の中に登場している人が他の番
組でまた登場してくることも分かるし、なおかつ他の水俣病事件史研究の中でも必ずそういう
人たちの名前って出てきますから、そういうところとの結びつきがとても重要だということを
学生には話してるんですよね。

でもそれは、何も学生に必要なことというだけではなくて、やはり得体の知れない歴史研究
だか、歴史社会学だか社会学だかメディア研究だか分からない、そういう研究領域ではあるん
ですけれど、そこでなされるべき作業の最もベーシックなところなんじゃないかなと思いま
す。人の名前だけに限りませんけど、出来事だって名前ついてること多いわけですし、地名も
そうですし、そういったことをきちんと特定することによって水島さんがおっしゃっているよ
うな、フォーマッティングされていないけれどもメタデータの原型と言いますか、エレメント
みたいなものがそういう形で出てくるかなと思っています。あと年月日などもアーカイブ作業
では基本ですよね。

水島　基本ですね。
小林　メタデータというのをきちんとそういう形でつけていくということですよね。
水島　今小林先生が授業の話をされたので、僕もちょっと重ねると、ご存知だと思いますが、

NHK の「E テキスト」のプロジェクトの時代からずっと愚直にやっていることがあります。
これは、今年やったことですが、僕のハードディスクの中に2005年の TBS の「ヒロシマ」と
いう大型番組の映像が眠っていたので、3時間にわたる映像を40人の履修者で分担して書き出
す作業をしました。いきなり学生に「やれっ」て言っても難しいから、僕がまず最初の10分や
るよって言ってスプレッドシートを作ってみせました。ナレーションとか登場人物の発話の書
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基礎資料としてのアーカイブとメタデータ
水島　映像というものの資料的な価値を考えたときに、やっぱり資料として使えるようにするため

の教育というか、トレーニングというのは絶対欠かせないと思い、ずっと続けています。
小林　僕もほとんど同じような作業を僕自身もするし、学生にもさせています。あまりフォーマッ

ティングというのをギリギリやると、こちらも辛いということがあって、だから必要最低限
ラップと何が写っているとか名前がわかったら名前書きなさい、ナレーション起こしてね、発
話を起こしてねって、そんな感じでエクセル作ろうねっていうことはやってますね。

やっぱり何が大事かというと、先ほどお話しした名づけられた出来事とか、「いつ、どこ」
問題ですよね。いつどこが撮影され、記録されているのか、誰が何を言っているのかというこ
とで事件史というか、そういう出来事の歴史に直結していくようなメタデータがつけられる
シーン、あるいは番組であれば、そういったものもあわせて参考とかいうような形で入力して
おけばいいんじゃないかな、という作業を学生にはやらせています。

そういうものが出来上がってくると、石牟礼道子の作品なんていうのは読み方が変わってく
るんですよ。よく読めるようになることと、作品から単なる想像ではない一定のリアリティを
担保した映像が浮かびあがってくるっていうようなこともできるようになってきます。ドキュ
メンタリー番組をずっと見ていてもそれに直結していく別のシーンというか、別のシーンが思
い浮かべられるようになり、それをメタデータを手がかりにして番組横断的に接続して怪しげ
なビデオクリップを作ってみるとかね。

そんなものを作って何になるのかねって、番組になるわけでもなし、でもそれは一つのオー
ディオビジュアルな資料になり得るということですから、そんな試みもできるはずですよね。
そうなってくるとどんなメタデータも必要で、メタデータをどうやって作っていくのか、増や
していくのかというのが次の課題になる。これもテレビアーカイブやってる時からずっと考え
続けていたことなんだけれども、それを実践的な形で考えることができるようになり始めたの
が昨今かなという感じはしてます。

水島　そうですね。今までドキュメンタリーの話が多かったのですが、ドキュメンタリーって学生
にはややハードルが高い、やっぱり問題自体が非常にハイコンテクストなわけですね。今年僕
のゼミには、エンタメ研究をやたらやる学生が集まっちゃったので、みんなエンタメ研究だと
好きな領域ばかりやりたがるんだけど、共有する一つのテクストを持とうよということで、今

『鬼滅の刃』をやっているんですよ。
小林　ご苦労様です（笑）。
水島　いいですよ『鬼滅』研究は。これはやっぱり、漫画から始まってテレビアニメになって映画

に発展していくというメディア論的に表現媒体をどんどん移していくという面白さももちろん
あるんですけれど、先程小林先生がおっしゃってた “ 自分はなんの専門家だか分からなくなっ
ちゃった問題 ” は実は僕にもありまして。最近開き直って、そっちの世界に投げる球を作って
いるみたいなところがあるんですよね。『鬼滅の刃』でいうと一番大きな問題は、近現代史研
究の素材としてどう捉えられるか、つまり大正時代をモチーフにしていること。漫画だから、
そのあたりは最初はいい加減に設定しているのかと思ったら、原作者の人は元々「大正イマ
ジュリィ」とかあの辺の知識もあるみたいで、意外に時代感覚がある。特に舞台が中山間地域
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である点に興味をもった。大正時代の都市の風景って我々結構メディアでも見てたんだけど、
中山間地域の歴史物語って意外に少ないんですよね。その辺りのところを掘っていけるような
気がします。もちろん考証的には甘々なんだけど、でもやっぱり大正時代というものを近現代
の入り口として見た時にどういうふうに表象されているのかは十分議論できる。あるいは物語
論的にいうと、いわゆるある使命に則っていろんな人間が集められる物語には色々なパターン
があって、僕は南総里見八犬伝を重ねるアプローチをとってみようと思ってるんです。僕らの
子供の頃に NHK がやっていた『新八犬伝』が『鬼滅の刃』だったんではないかという仮定
で、物語論的な構成の類似性というものを問うてみたりとか。

それから3番目にやっているのはフロイトなんですよね。「精神の核」とか「全集中」だとか
いう言葉が気になる。基本的に自我に関する物語で、夢がたくさん出てきてトラウマの解決も
なされているので、その辺のところがロジカルにどう折り込まれているのかとか、そういうこ
とが語れそうです。それこそエンターテイメントコンテンツというのは、それこそいろんな解
釈の橋渡しをしている機能があるので、そういった主題を、それぞれの本格的な元々カチッと
したディシプリンがある人たちに対して投げる球としてメディアコンテンツを使えるってこと
をやりたくて。それが練習できる場だというのも、これもまたデジタルアーカイブの役割だと
思っています。

研究資源としてのアーカイブをどう位置づけるか
小林　しかし、アーカイブの問題というのは、学術史的に考えるとそれほど目新しい話じゃないと

思います。今直面している課題というのは。歴史学の思想ということを考えると、20世紀初頭
くらいのフランスを中心とした歴史学の一大転換というのがあった時に、実証史学が最も強く
依拠してきた公文書の類だけで歴史を考え、立論していくことに対するそれこそ異議申し立て
のようにして、いわゆるアナール派と呼ばれるような民衆史学の試みの中で提起されてきたこ
とです。

それから社会学でいけば、やはり民衆の生活に焦点化した社会学がアメリカでも試みられて
いて、有名なトマス＆ズナニエツキのポーランド農民の口述や手記や日記なんかを基礎資料に
した社会学的な研究も行われていたわけですから、少し視点を変えて、広げていけば何も決し
て目新しい話ではないですよね。日本の研究の歴史を考えても古くは柳田國男の民俗学もあっ
たわけですし、民衆史あるいは民衆意識の研究というところでは資料体そのものをいわゆる公
式のものだけに依拠しない、むしろそれを排除していくというようなところがあったわけです
から、その大きな流れの中に放送アーカイブをワン・オブ・ゼムとして位置付けていくことも
あって然るべきだと思います。

それから大学の研究領域を考えた時に、大学の研究資源というのが、よくそれぞれの大学で
そういったものをあらためて研究してみると何も図書館だけではなかっただろうと思いますよ
ね。図書館だけではなくて様々な資料が集積されていたり、それぞれの大学の研究者が収集し
たり、あるいは使ったりという形でそれぞれの大学で研究が進められてきたわけですから、そ
の中に放送アーカイブと呼ばれるような新たな資料体というのが参入していくということを考
えてもいいのかな。ただ、一番厄介なのは同じ話題に戻ってしまってあまり僕は良くないと思
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うんだけれども、放送アーカイブの法制度的な使い勝手の悪さというところに否応なくぶつか
らざるを得ない。そこはなんとかしなきゃどうしようもない。ただ、僕はこれをもう言わない
ことにしていて、これを言い出すと結局使えなくなるので、それはもう何とかせざるを得ませ
んねっていうことで、できることはやるということで腹据えてやっています。数年前からそれ
で手が後ろに回ったら困るなと思いつつ（笑）、でもできることはやります。できない理由を
言ってても仕方がないなと考えています。

それとあと一つは、メディア研究の領域のなかでもう一度きちんとビルトインしなければな
らないのは図書館情報学とアーカイブ学と博物館学だと思います。最近学内の会議で思わず口
走ったんだけど図書館情報学はメディア研究の玉座に座るべきものなのではないかと考え始め
ている。基本的にアーカイブの使命というのは史資料の収集と供用だと思いますね。これが使
命だと思います。だから図書館というのは書物というような形態を備えた史資料の収集保存と
分類だと思います。閲覧という重要な機能もあります。博物館というのは収集するものはアー
カイブに非常に似通っているんですけれども大きな使命は展示だと思います。そういう点で
アーカイブと図書館、つまりライブラリーとミュージアムを位置付けて、大学は制度や施設を
再構築していく段階にきているのかなと。大き目の議論をすると、そういう中で放送アーカイ
ブというのが成り立ちうるのであれば、大学がそういったものをどう位置づけ活用していくの
か、ということは個々の研究者というよりも制度的に考えた方がいいのかなという問題意識で
います。

アーカイブの公共性
水島　歴史研究とか資料学から言うと、それは昔から言われている話ですよね。要するに資料の拡

張という世界観の中で、その中に位置づけられるものとして映像はかなり豊かな存在とみなさ
れるべきだというのは、全くその通りなんですね。拡張論から言うと、後者の図書館情報学問
題も拡張論だと思うんですよ。図書館情報学とか博物館学の世界でこの10年ずっと言われてい
るのは、MALUI とか MLA 連携問題。元々素材によって施設や組織の機能が分けられてきた
ものをどうやって連携するかって議論で、それはやはりデジタル化がエンジンをかけてくれた
というのは間違いない話。MLA あるいは MALUI の場合はそこにユニバーシティ（U）が
入っているのだけれども、その点で重要なコンテクストとして公共性の問題があると思いま
す。

公共性というテーマを掲げると、メディアの使命と、地域社会にいろんな資料を公開されて
いる文化施設との関係を同列に論じることができるようになる。このところ図書館情報学の中
で話題の「ニューヨーク公共図書館」の映画なんかがそうなんですけれども、施設の公共性と
放送などのメディアの公共性というところが結び合っていく点が大事です。先ほども出た資料
の制約のような問題も、例えばそれは図書館の中に開架と閉架があるように権利的に難しいも
のに関しては閉架のなかで許諾を取りながら見せていくような方法はないだろうかとか、そう
いう形にも広がっていける可能性があるので。最初の話に戻りますけれど、縦の軸と横の軸が
ともに広がるという視点が大事。特に横の軸に関して学問的な分野から言えば、公共性論が
アーカイブの問題とともに議論されるのにあわせて、大学教育とか研究とか、さらには社会教
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育の制度にも敷衍されていくことに期待したいなと思っているところです。
小林　僕はね、博物館学と図書館情報学とアーカイブズ学という風に設定してみた時に、一番の基

礎領域としてはアーカイブズなんじゃないかなって考えているんですよね。そのうちの、先ほ
どお話ししたみたいに書物という形態を持ち、そして分類と保管と閲覧、供用ではなくて閲覧
に供するものというのがライブラリーを構成していくだろうし、それから物質的にもマテリア
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に僕なりに解釈するとベースは「メタデータスキーマだろう」、ということではないかなと思
います。
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うことですからね。デジタルの状態だとさっぱりわけわからない。見ることも読むことも聞く
こともできないわけですから、そういった資料というかデータをどういう形でリサーチしてい
くか、まさにセミオシスに乗っけてやらないと何もできないということですから、そういう意
味ではメタデータのところはとても大事。ただフォーマッティングは面倒くさいし、面倒くさ
いからやらないのか…。

水島　それは VHS テープのコピーが面倒くさいのと同じ次元なんだと思います（笑）。どこかで
腹括ってみんなで手分けしてやるという。ちっちゃくても価値が出るというのが分かってきま
したから。

小林　自戒を込めていうと、アーカイブについて考えていくと研究の質、研究者の資質がかなり問
われるし、鍛えられるというところはあると思います。サボっちゃいけないのは当たり前で、
ただそういう小さな史資料の断片というのをどこまで読み解けるのかというのが問われること



25アーカイブは「放送」と「放送研究」の何を変えようとしているのか？

になるだろうし、教育というのはその点で何となく見ておいてねって VHS カセットをテープ
デッキにぶちこんでいいでしょっていうような教育はもう駄目だよね、というところに来てい
ますので、研究と教育は改めて鍛えられるよなって感じはしています。

水島　もう僕らついていけないっていっちゃダメだなって最近。
小林　やんなきゃだめだよ（笑）。
水島　ジャパンサーチの公式版が公開されましたが、あれサイトの中で、グループワークできるん

ですよね。デモを見たのですけど、あのサイトの中で資料をピックアップして、グループで読
み合うワークショップがウェブサイト上でできるように設計してあるのがすごいなと思って。
そういう時代なんだからサボっていられないというか、コツコツとやらなきゃなって感じです
ね。

小林　アーカイブの基本は、文書アーカイブの話なんですけれど、文書のサイクルが基本に置かれ
ているんですよね。現用文書がアーカイブに収集、保管されると現用文書ではなくて史料に変
わるわけなんだけれども、それは研究で検証をすることによって史料的に価値が上がり、そし
てそれが再び供用され直すというサイクルを作らないとアーカイブは成立しないんだと強調さ
れていた点が印象に残っています。これは結局何を言っているのかっていうと、アーカイブは
供用しなければ話にならないということが一点と、それから史料の検証が必要とされていると
いうことだから、研究者がサボっちゃいけないと理解しています。

※本対談は、2020年12月7日に Zoom を使ってオンラインで実施したものである。

注）

（ 1 ） 『「ドキュメンタリー」 埋もれた報告～熊本県公文書の語る水俣病～』（NHK、1976年12月18日放送）

（ 2 ） 『NHK スペシャル 赤い背中 ～原爆を背負い続けた60年～』（NHK、2005年8月9日放送）

（ 3 ） 『日本の素顔』（NHK、1957～1964年）

（ 4 ） 『NNN ドキュメント』（日本テレビ、1970年～）
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テレビニュースの大学教育利用の実践─NIE との比較から

西 田　善 行*
１ ．はじめに
周知のとおり、新聞を用いてリテラシーの形成や、社会問題等への関心の醸成を行う「NIE

（Newspaper in Education）」は、小学生から高校生まで幅広く行われている。また、大学教育の場
でも諸々の知識・情報源として新聞を収集・活用させることは以前から行われている。これは紙媒
体である新聞が容易に収集・蓄積でき、しかも縮刷版も多くあること、またデジタル化によりデー
タベースが拡充したことで、検索しての情報収集が簡単になったことなどが要因として考えられる。

それではこうした教育の場にテレビニュースはどれほど活用されているだろうか。新聞が教育現
場で用いられている用途を考えてみればテレビニュースがその役割を代替しても良いはずである。

本稿では筆者がこれまで大学生や大学院生を対象としてテレビニュースやドキュメンタリー、そ
してテレビアーカイブを利用した授業での取り組みを紹介することで、テレビニュースの教育利用
の可能性や意義について、NIE との比較から検討することとしたい。

２ ．「テレビ」ニュース・イン・エデュケーション？
NIE の目的と内容
NIE は様々な目的で授業に組み込まれている。現在 NIE を推進している日本新聞協会によれば、

NIE は世界80か国を超える国で実施され、日本でも1989年の試験的実施から現在全国の500校を超
える小・中・高校で実施されている。その用途は国語教育や社会科教育だけでなく、英語教育や情
報教育など多彩である。2020年度からは全ての校種の学習指導要領の総則に新聞活用が明記される
など、積極的な新聞活用が促されている（日本新聞協会　2020）。学校教育において新聞は情報を
収集・比較・検討・考察、あるいは自ら作成・報告することで学生の理解力・表現力を高め、社会
的な知見を得ることができるツールと考えられている。日本新聞協会が運営する NIE に関する
ページでは、指定校の実践例として、「新聞に載っている写真から物語をつくる（小学校低学年）」

「新聞で報道された「人」から、人間としての生き方や努力を学ぶ（小学校中学年）」「テーマを決
めて新聞記事を集め、見出しや感想をつけて「スクラップ新聞」を制作する（小学校高学年）」「新
聞記事からディベートのテーマや主張の素材を探す（中学校）」「新聞報道の中から賛否の分かれる
話題を選び、自分の意見を書いて投書する（中・高校）」「選挙に際し、政党や候補者の主張と問題
点を新聞などのメディアから集めてまとめ、模擬投票をする（高校）」といった例があがっている

（日本新聞協会　2020）。
もちろんこうした教育現場における新聞の利用は、教育のみを目的としたものではない。「若者

の新聞離れ」が深刻ななかで学生に新聞に触れさせ、次世代の読者を獲得するという狙いも新聞業
界の視点からは見て取れる。

* にしだ　よしゆき　流通経済大学　准教授
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新聞の活用は大学でも複数の大学で授業プログラムに組み込まれている。例えば東洋大学の社会
学部メディアコミュニケーション学科では2018年度から「新聞活用プロジェクト」が行われ、1年
生への新聞の宅配や授業カリキュラムの一環としての新聞活用がなされている（東洋大学　2020）。
こうした規模の大きな取り組みでなくとも、大学教育のなかで新聞の活用は一般的である。特に1
年生向けの授業のなかで新聞を活用した演習を行うことはよくある。筆者自身、2020年度の流通経
済大学の1年生向けの演習において、気になる新聞記事の内容を要約し、そこからどのような社会
状況が見えてくるのか、またそれについての意見を報告するような課題を課した。ただしそれは紙
としての新聞ではなく、朝日新聞社のデータベースである「聞蔵Ⅱ」を利用して、気になるキー
ワードを検索して記事を探すというものであった。

テレビの教育利用
一方テレビの教育利用はどうだろうか。「生きる力」を養うことをうたった2020年度以降順次実

施される学習指導要領には、総則として情報活用能力育成のため、新聞と並ぶ形で視聴覚機材の活
用についても記されている（文部科学省 2020a）。

周知のとおり、放送番組の教育利用は、主に開局から60年以上が経過した NHK 教育テレビを活
用する形で行なわれてきた。1950年から2012年まで NHK 放送文化研究所で行われていた「学校放
送利用状況調査」をみると、1970年代から2000年頃まで小学校では90％を超える NHK テレビの学
校放送の利用率があり、中学や高校でも80年代に60％を超える利用率があるなど、多くの学校で放
送番組が利用されてきたことがわかる（小平　2014）。90年代以降、ビデオ教材利用の拡大やイン
ターネットの普及などにより、視聴覚機材の活用は多角化した。NHK の番組もビデオ教材や録画
での利用が進み、現在では「NHK for School」として学校放送番組やそれを短くまとめた動画ク
リップをウェブサイトで利用できるようになっている。「学校放送利用状況調査」後に放送文化研
究所が行っている「教師のメディア利用と意識に関する調査」によると、デジタル教材を含めた
NHK の番組の教師利用率は小学校で67％（2018年）であり、中学校で38％（2019年、科目別では
理科が63％、社会が56％）となっていて、いまだに多くの場で利用されていることがわかる（宇治
橋・渡辺　2019、2020）。そしてコロナ禍に見舞われ学校の休校を余儀なくされた2020年は、これ
らの教材の積極的な活用が推奨された（文部科学省　2020b）。その意味では放送番組は新聞以上
に教育現場で用いられてきたし、現在も用いられているといえる。

異なる「用途」と「内容」
しかし、従来から行われてきた NHK 教育テレビを中心とする放送番組の教育利用と、現在 NIE

として行われている新聞を活用した授業展開とでは、その基本的な「用途」が異なっている。もち
ろん個々の活用場面において、授業内容や教員の活用方法により多様な用途がありうるが、放送番
組の利用はその多くは授業の代替、補足が目的となっている。対面での授業と同様、基本的に生徒
が教育を目的とした放送内容に疑いをはさむことはなく、放送（上映）後に教員の解説や、その内
容についての話し合いなどはあっても、受動的な形で放送を視聴するのが一般的な放送番組の利用
といえる。

これに対し、NIE として行われている新聞を活用した授業では、単純に教員が指示した記事内
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容を読み、その内容について理解を深めることもあるが、生徒に自ら記事を収集させ、比較検討を
促すことも多く、より能動的な活用が前提になっている。上述の通り新聞では「テーマを決めて新
聞記事を集め、見出しや感想をつけて「スクラップ新聞」を制作する」といったことは一般的に行
われるが、放送番組をそのような目的で利用することは一般的とはいえないのである。

また用いられている内容にも違いがある。NIE として読まれる新聞の内容は、必ずしも教育を
目的に書かれた記事ではなく、多くは事実の報道や解説、論説などの「ニュース」である。これに
対して学校で放送番組を視聴する際に対象とされるのは、明確に教育を目的とした学校放送番組
や、教養番組が中心である。例えば『NHK スペシャル』や『クローズアップ現代』のような特別
番組や解説番組を利用することはあっても、日常的に報じられる『NHK ニュース7』のような
ニュース番組を見る機会は少ない（宇治橋・渡辺　2020）。その意味で放送番組の教育利用は「テ
レビニュース・イン・エデュケーション」ではないのである。

これには新聞と放送のメディアとしての特性の差異が関わっている。紙媒体である新聞はコピー
や切り貼り、収集が容易であり、蓄積することも低いコストで可能である。これに対し放送番組は
新聞ほど蓄積が容易ではなく、また簡単にコピーや切り貼り、スクラップ（収集）ができるわけで
はない。そのため過去の放送内容に容易にアクセスができず、しかも誌面のように一覧しながら記
事を探すことも難しい。またデータベースの整備という点でも大きな差がある。筆者は以前研究利
用という観点から新聞とテレビの利用環境の差異を指摘したが（西田　2016）、教育という観点で
も同様の指摘が可能である。

また映像メディアと文字メディアに対する教育の場での「思い込み」の差も指摘できる。小林直
毅は教育現場において映像が「分かり易さ」を提示するものとして受け止められ、出来事に関心を
持たせるきっかけという「二次的な資料体にすぎないとする、ある種の「映像格下論」が透けて見
える」とし、大学教育の場における映像への偏見を批判している（小林　2011：34）。テレビ番組
の映像は分かり易く構成されているため、特段リテラシーを要請するものではなく、また社会的関
心の導入以上の意味を持たないという認識を持たれていることにより、教育コンテンツとしてのテ
レビの受け身の受容と、リテラシーを高め社会的問題を深めることのできる新聞の能動的な利用と
いう区分けが、小学校から大学まで広く教育の場で共有されているように思える。

それでは NIE で行われているような情報を収集・比較・検討・考察、あるいは自ら作成・報告
することで学生の理解力・表現力を高め、社会的な知見を得ることができるツールとしてテレビ、
とりわけテレビニュースは不適当なものなのだろうか。以下では筆者が大学の授業などで行ってい
るテレビニュースやドキュメンタリーの利用実践を紹介し、その可能性について検討していこう。

３ ．大学教育におけるテレビニュースの利用実践
ニュース・ドキュメンタリーから「歴史」を浮上させる
1953年の放送開始以来、テレビは戦後史の伴走者であった。またそれらの映像を介して繰り返し

「戦後史」という集合的記憶の形成にも寄与してきたのである（西田　2016）。これはテレビ映像が集
積されれば、テレビを介した出来事の歴史性を浮上させることができることを示唆するものである。

筆者は日本大学法学部・新聞学研究所の研究指導部門の企画として「映像分析の手法を学ぶ」と
題し、2018年と2019年に大学院生向けの講義を行った。そこでは映像を分析することの意義とし
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容を読み、その内容について理解を深めることもあるが、生徒に自ら記事を収集させ、比較検討を
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て、テレビ映像の歴史性とその資料的価値について説明した。また具体的な事例として筆者が行っ
た、2011年から6年間の「震災」と「原発」に関するテレビでの報道の特徴や変化の分析を紹介し

（西田 2018）、テレビアーカイブが浮上させる原発震災後の地域や空間、言説の歴史性について解
説した。同様の授業は、法政大学社会学部の「映像ジャーナリズム論」でも行っている。

こうした授業では2011年3月11日の東日本大震災の発災直後の映像を見せることが多い。例えば
NHK では国会中継を打ち切り、地震と津波に関する情報を伝える特別番組に移行した。この番組
では仙台など東北の屋外映像を映しつつ、アナウンサーが「今、東京渋谷のスタジオが大きく揺れ
ています」と落ち着いたトーンで伝える一方、「揺れてるよ！東京揺れてるよ！東京撮って！」と
混乱した様子で話すディレクターと思われる人物の声もそのまま入っている。通常のニュースでは
入り込むことのないディレクターの怒声と、落ち着いたトーンのアナウンサーの声のギャップが、
その状況の混乱を伝え、視聴している者に緊迫感を与える。石田英敬はテレビ記号の特性として

「刻々と更新される＜いま＞の指標性」への従属性を指摘している。被写体の＜いま・ここ＞の画
像を視ることを求められつづけるがゆえに、つねにアドホックな（間に合わせの）映像という性格
を持つのである（石田　2003：291）。この初報におけるスタジオの混乱は、時を隔て、テレビを再
視聴している教室の＜いま・ここ＞に再び緊張感を浮上させ、これから起こることが予期された津
波への不安から、そこにある間に合わせの屋外映像に目を釘付けさせる。そのため視聴した学生の
少なくない反応として、その映像への恐怖感、臨場感が語られるのである。こうした「2011年3月
11日午後2時46分」を＜いま・ここ＞へと再現させることによる恐怖感、臨場感は、その時の放送
を視聴することによってこそ現れるものといえる。

日本大学の講義では、受講した学生に東日本大震災と福島第一原発事故に関連するテレビニュー
スやドキュメンタリー番組を複数収集・視聴してもらい、その特性を分析してもらった。日本大学
法学部新聞学研究所では、JCC 株式会社のマックスチャンネルを利用して2011年3月11日の発災以
来の東京キー局の震災に関わるテレビ映像の記録・保存を進めている。授業ではこの収集した映像
アーカイブを使用して分析を行ってもらった。学生が分析の対象としたのは過去数年間の3月11日
のニュースやドキュメンタリー、報道特別番組などであった。2012年以降、3月11日には毎年東日
本大震災の関連番組が作られ、追悼式の模様や被災地の姿、とりわけ午後2時46分に各地で行われ
る黙祷の様子が映し出されている。この2011年以降、特別な意味を持つことになった3月11日に、
ニュースやドキュメンタリーで何が描かれてきたのかを分析することは、震災をめぐる歴史性を浮
上させることにもなるだろう。

この学生による分析のなかに、2015年から2018年までの4年間、『NHK スペシャル』が3月11日
に放送した内容についての分析があった。『NHK スペシャル』では東日本大震災をテーマとした
ものを数多く放送しているが、毎年3月11日に放送されているものはその時々の震災をめぐる認識
が端的に表れたものと学生たちは捉えた。

実際2015年から2018年までの内容を比べてみると、2011年からの隔たりを年々感じずにはいられ
ないものとなっている。2015年、『NHK スペシャル』では「“ あの日の映像 ” と生きる」と題して
被災者自らがカメラで撮影した津波の映像と、そこに映った人々の軌跡が描かれている。翌2016年
の「私を襲った津波～その時 何が起きたのか～」では、CG や VFX などを用いて映像に残されな
かったものを映像化して津波の様子を再現している。学生はこの2年は被災者が津波の恐怖や後悔
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を語っている点で共通しているが、実際の映像から CG への「再現」へと変化したことは震災の時
間的変化のなかで現れたものと考察していた。

2017年と2018年には、それまでの「2011年3月11日」に何が起きたのか、その震災当時の様子や
記憶を描いたものから、＜いま＞被災者がどのような状況下に置かれているのか、被災者の暮らし
や援助の現状を伝えるものへと番組の内容が変化している。2017年は「シリーズ東日本大震災 “ 仮
設6年 ” は問いかける～巨大災害に備えるために～」と題して、6年を過ぎてもなお応急的に設置さ
れた仮設住宅に3万人以上が暮らしているその実態と要因を取材し、首都直下地震時のシミュレー
ションなどを行っている。そして「シリーズ東日本大震災　めざした “ 復興 ” はいま・・・～震災
7年 被災地からの問いかけ～」と題した2018年は、その仮設住宅から「終のすみか」として移り住
んだ災害公営住宅での住民や街が抱える問題を取り上げ、「復興の総仕上げ」の段階で起きている
理想と現実のズレを描くのである。

このように震災をめぐる＜いま＞の認識の変化を番組の再視聴から浮かび上がらせることは、過
去の映像の蓄積さえあれば学生にも可能である。現在でも利用可能な放送ライブラリーや NHK
アーカイブスを用いての放送番組の研究に加えて、手続きや一定の利用料の支払いにより学校内で
もこうした番組が視聴可能となれば、NIE に類似した放送番組の学生による歴史的研究は広く可
能になるだろう。

「作られたニュース」を読み解く
言うまでもなくテレビニュースやドキュメンタリーは作り手の意図や制作慣習のなかで作られた

構築物である。しばしば情報系科目などでテレビの作為性が指摘され、メディアリテラシーの養成
が語られるが、どのようにニュースを読み解くべきかは、実際のニュースを見ていくなかで理解さ
れるべきものであろう。

筆者が授業のなかでニュースを取り上げる際、必ずといっていいほど取り上げるニュースがあ
る。それは2010年1月21日に放送された、テレビ朝日『報道ステーション』での「政治とカネ」に
まつわる、合わせて20分ほどのニュースである。当時の首相、鳩山由紀夫と自民党総裁の谷垣禎一
との国会党首討論と、民主党幹事長小沢一郎の事務所での土地取引に関するニュースを取り上げた
この日の『報道ステーション』は、テレビニュースがいかに映像や音声、BGM を巧みに用いるこ
とで意味構成をしているかを考える格好の材料となっている。

まず冒頭で取り上げられた党首討論。そこでは鳩山自身の偽装献金に関わる疑惑に加え、小沢事
務所の土地取引に関わる疑惑を追及する谷垣の姿がバックショットで、それに答える鳩山の表情は
クローズアップで映し出される。カメラが「政治とカネ」を追求する側の視点を視聴者の視点とし
て示すだけでなく、それを追求する谷垣の力のなさをも構図化されていることを学生は発見する。

この日のニュースの中心は小沢の資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐる疑惑に関して、小
沢が後日事情聴取を受けることに関するものであった。2004年に取得した土地の購入原資4億円が
政治資金収支報告書に記載されていなかったことで、前の週の15日に小沢の秘書であった衆議院議
員の石川知裕らが政治資金規正法違反で逮捕された。これを受けて小沢が放送の2日後の1月23日に
検察の事情聴取を受けることが報じられた。ちなみにこの事件はその後石川らの有罪が確定した一
方で、小沢は無罪が確定している。
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授業ではこの小沢事務所の土地取引をめぐり、小沢がいかに「疑いの人物」として表象されてい
るかを学生の考えを聞きながら読み解いていく。例えば国会の通路を歩くダーク系のコートを着た
小沢を、足元に置かれたカメラでローアングルに映し出すことで、その権力の強大さを明示する。
その直後にカメラに映る小沢のバストショットは斜めに映し出され、カメラマンの手のようなもの
が映りこみ、ぼやけたものとなっている。この一見すると「失敗」に見えるショットはその後も利
用され、この小沢をめぐる事件の不透明さ、疑わしさを象徴するものとして使われている。

その後の小沢をめぐる映像では、土地購入の原資の4億円が入っていた口座が、1992年に開設さ
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４ ．終わりに─複合的な「News in Education」に向けて
このように、学生は分析方法と分析の仕方を教え、それを分析できる環境さえあれば NIE と同

様に自ら課題を考えて社会的問題の多角的、歴史的に検討することも、その番組構成の作為性に気
が付くこともできる。もちろん新聞ほど授業展開は容易ではなく、著作権の問題をクリアにしたう
えでのアーカイブの整備の問題や、視聴環境の問題、そして何より受け身の教育に偏重したテレビ
利用への認識を変えていく必要がある。しかしこうした環境さえ整えば「テレビニュース・イン・
エデュケーション」は小学生から大学生までどの段階でも可能なものなのではないだろうか。そも
そも NIE の「N」が新聞、あるいはテレビニュースだけを対象としたものである必要はない。現
在の学生が取り巻かれているメディア環境に偏在している様々なニュースを素材とし、かつ相対化
するような学習機会を作っていくことこそ「NIE」として必要とされているものではないだろう
か。筆者自身、今後このような偏在化したニュースを読み解くような授業展開をしていきたいと考
えている。
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大学教育におけるテレビ・アーカイブの利用
─放送番組センターの大学向け番組ストリーミングサービス─

鈴 木　貴 尚*

はじめに
横浜に、放送法に基づいて運営されている放送番組専門のアーカイブ施設「放送ライブラリー」

がある。そこでは、収蔵している放送番組をストリーム送信して、大学などの授業に利用してもら
うサービスを行っている。このサービスは、2013年に始まった。2012年4月、放送ライブラリーを
運営している放送番組センターが「財団法人」から「公益財団法人」に移行し、事業の全国展開が
課せられることになった。そのため、図書館などの公共施設向けと大学向けの「インターネットを
使った番組利活用サービス」の実現に着手したのである。この稿では、大学など教育機関向けの
サービスを中心に話を進めていく。

1 ．放送ライブラリーの大学向けサービス
1）　それは事業の全国展開のひとつとして始まった
放送ライブラリーでは、館内でラジオ・テレビの番組や CM などを無料で視聴することができ

るが、そのためには施設に足を運ばなくてはならない。一方、大学の教員からは放送番組を教育に
利用したいという強い要望があり、放送番組を利用した授業も各地の大学で試みられている。放送
番組センターはそうした声に応えるため、大学構内の教室に設置した視聴端末（パソコン）から放
送ライブラリーのサーバーにアクセスすることによって、授業のテーマに沿った番組を視聴するこ
とができるサービスの構築に取りかかった。

横浜の放送ライブラリーから遠隔地へ番組を送信する技術的な仕組みは、実はすでに出来上がっ
ていた。それは「BL・クリエーター支援サービス」と呼んでいるもので、放送ライブラリーの収
蔵番組の一部を全国の放送局員の自席のパソコンから視聴してもらい、企画・制作の参考や若手制
作者の教育・研修などに役立ててもらうことを目的として2010年12月に始めたサービスである。こ
の仕組みを応用し、番組を制作した放送局や制作会社、文芸や音楽、実演家などの権利者団体の理
解を得たうえで、2013年の後期からサービス（番組を大学の授業で利用してもらうこと）を始め
た。まだ「試験運用」という形ではあったが、長崎県立大学の「映像研究」の講義に4番組5本が利
用された。この「映像研究」は国際情報学部の村上雅通教授（当時）が担当する映像メディア学科
の授業で、受講生は2～4年生の80人。授業の内容は『映像作品を分析し、構造的に把握することに
よって映像情報を読み解く能力を涵養することを目的とするもの』であった。

大学の教室ではパソコンを使って番組を視聴する。教員が放送ライブラリーの専用サイトにアク
セスし、そこに用意された番組を視聴するという仕組みである。事前に、村上教授から「授業内に

*すずき　たかなお　公益財団法人放送番組センター　アーカイブ・事業グループ　副主幹
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番組全編を視聴することは時間的に難しい。授業の前後に、学生たちに番組を視聴させることはで
きないか」との相談を受けていたことから、番組は、授業を行う教室のほかに、大学構内の特定の
教室にある限られた台数のパソコンからも視聴できるようにした。視聴可能な期間も授業実施期間
に合わせて設定していたので、学生たちは予習・復習のために視聴することができたわけである。
図1に示したように、この大学向けサービスは、2019年度末までの7年間に、延べ24校で135本の番
組が利用された。
（図1）

事業の全国展開
【経緯】

2012年度 放送番組センターが公益財団法⼈へ移⾏
事業検討委員会を設置し、事業の全国展開などについて議論。

2013年度 公共施設ならびに大学への番組送信の試験運用開始
・市川市⽂学ミュージアム（上映会）、⻑崎県⽴大学（国際情報学部「映像研究」）

2014年度 各権利者団体と著作物利用に関する覚書締結
2015年度 理事会の諮問を受け、全国展開推進部会を設置し、全国展開の事業推進案を答申。

・NHK・⺠放連・ATPと、公共施設・大学への番組送信について協定を締結（2016年3月）
2016年度 本格運用開始
2019年度 中学・⾼校での番組利活用について、2019年度、学校等教育関係者らに対しヒアリング調査を実施し、

第２回番組保存委員会で調査結果を報告、試験運用開始を了承。
2020年度 利用要望のあった⾼校に対し、試験運用を開始。

コロナ禍における大学など教育機関の番組利活用について「在宅授業」対応を開始。 現在に至る。

【2013～2019年度までの利用実績】（延べ数）

■サテライト・ライブラリー
個別視聴 13施設 利用番組数 267本
上映会 19施設 利用番組数 202本

延べ利用者数 14,151⼈
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た。それらに対しては、「大学側のグローバル IP アドレスを放送ライブラリーの専用サーバーに登
録することによって、登録していない IP アドレスからのアクセスを拒む」、「番組はストリーム送
信するので利用者のパソコンには蓄積されない」などの強固なセキュリティー対策を講じているこ
とを詳しく説明し、理解を得た。

番組を制作した人たちもそれに出演した人たちも、番組をより多くの人に視聴してほしい、大学
の教材として利用してもらえることはとてもよいことだ、と基本的には考えている。だからこそ、
きちんとルールを決めて、それに則って運用していきましょうということなのである。図2は、放
送番組センターから利用者までの、番組伝送システムの概略を示したものである。
（図2）
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3）　ここにもコロナの影響が
2020年に入って新型コロナウイルス感染症が世界的に広がり、放送ライブラリーにも集客イベン

トを中止せざるを得ないなどの影響が出た。大学の授業の「在宅化」、「オンライン化」が瞬く間に
全国に広まった。このままでは、放送ライブラリーの大学向けサービスは利用申し込みが来なくな
るのではないかとあきらめムードになった。なぜなら、大学向けサービスは「大学構内」からのア
クセスを条件として関連団体と協定や覚書を結んでいるからである。そこに大学構外からのアクセ
スは含まれていないため、教員や学生が大学構内から姿を消してしまっては、アクセスする人がい
なくなってしまう。2020年度の利用はゼロか、と意気消沈していたところへ、大学の先生方から

「オンライン授業でも番組を利用することはできないのか」という問い合わせが相次いだ。コロナ
禍でも需要はあるようだ。ならば、利用してもらえるように放送局や権利者団体と交渉すればよい
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ではないか。放送番組センターは急きょ、放送ライブラリーの運営に関する事項を審議するための
機関「番組保存委員会」（委員は、全国の民放と NHK の主に編成・制作部門の役職員で構成）を
臨時に開催し、この問題を諮った。その結果「セキュリティーには十分留意したうえで、オンライ
ン授業で番組を視聴できるよう早期に対応するべきである」と議決された。早速、前述の各権利者
団体との交渉を始めた。どの団体も、とてもよく理解を示してくれた。一方、番組送信はどうすれ
ばよいか、さまざまな方法を模索した。そして、「Vimeo」という既存の動画共有サイトを利用し
て、オンライン授業で番組を視聴することができるようにした。図3は、オンライン授業に対応し
た番組伝送システムの概略を示したものである。
（図3）
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登録する。

在宅授業対応 システム構成図

2020年10月、オンライン授業に対応するサービスを立教大学と早稲田大学の2校に向け、試験運
用として開始した。

オンライン授業の爆発的な普及のおかげで、大学内のインターネット環境はあっという間に充実
した。この大学向けサービスを始めたころは、学内にネット環境があるといっても全ての教室に行
き渡っていなかったり、番組を再生するために必要な通信速度が確保できず再生がしばしば中断し
てしまったり、決して十分なネット環境とは言えない大学もあった。

4）　サービス利用の流れ
申し込みから授業で視聴するまでの手順は以下のとおりである。このサービスを申し込めるの

は、大学の教員である。非常勤講師でもよい。図4に示したように、放送ライブラリーの収蔵番組
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の中から授業に利用したい番組を選び、所定の利用申込書に記入して申し込む。放送番組センター
は、利用申込書を受理してから3か月以内に権利処理手続きを行い、利用してもらえるかどうかを
教員に伝える。放送ライブラリーの施設内で視聴できるすべての番組が、必ずしも授業に使えると
は限らない。文芸や音楽は申請すれば許諾を得ることができるが、実演家は「諾否を問う」ことが
必要であるため、断られる確率がゼロとは言えないからである。ドキュメンタリーの被取材者も同
じである。放送後、長い歳月を経た番組の関係者に連絡を取ることはとても困難な場合もある。こ
れらの交渉や調査のために、3か月という時間を確保しているわけである。この間、並行して大学
と放送ライブラリーとの間の通信テストを行う。利用申込書を出した教員を通じて大学のインター
ネット環境を管理する部署の職員を紹介してもらい、必要な手続きやインターネットを使った番組
視聴のテストを行うのである。大学によっては学外へのアクセスを制限しているところもあるの
で、通信テストは欠かすことができない。

必要な承諾を得て「利用 OK」となった番組は、放送ライブラリーがその授業専用に用意した
ウェブサイトに掲載する。教員や学生は、放送ライブラリーが発行した ID とパスワードを使って
その専用サイトにアクセスし、番組を視聴する。番組は、申し込み時に設定した視聴期間に限り、
視聴することができる。利用後、教員は報告書を提出する。この報告書は今後のこのサービス運営
の参考にするほか、放送ライブラリーのウェブサイトなどに掲載して、利用促進に役立たせていた
だくことにしている。利用料は無料である。
（図4）

大学での利用の流れ
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5）　大学向けサービスの今後の展開
大学向けサービスは、文字通り大学での利用を前提にしたものであった。ところが、サービスを

始めてみると専門学校や高校からも利用希望の問い合わせが来た。そこで放送番組センターは、大
学以外の教育機関（具体的には中学校以上を想定）からの利用希望にも応えられるように、各団体
との間に結んでいる協定や覚書を改定することにした。2019年度には教育関係者などに対してヒア
リング調査を行い、2020年度は図5に示したように利用希望の高等学校に向けたサービスの試験運
用を行っている。
（図5）

■試験運⽤の実施（試験運⽤実施期間︓〜2022年３⽉末（予定））
[試験運用実施概要]
学校名 ︓浦和学院⾼等学校（学校法⼈明星学園／埼⽟県さいたま市）
対象授業︓２年生 「現代文」
予定期間︓2020年9⽉〜11⽉
⼈数 ︓660⼈

[利用番組]
番組名 ︓「⽇本名作ドラマ こころ」（1994年10⽉31⽇放送 テレビ東京 製作・著作 カズモ）
利用⽅法︓授業中の上映
⾼校による番組選定理由︓

「２年生の現代文では、どの教科書会社も夏目漱⽯の「こころ」を教材として扱っている。この「こころ」は
不朽の名作であり、作品の世界観をより深く理解させるためにも視聴覚教材を利用する計画を⽴てた。
「こころ」の動画は数多あるが、同番組は非常に秀逸である。同番組は⼀般流通しておらず、放送ライブラリーで
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うな番組を配給していたかというと、まず独自に制作した番組。民放キー局や制作会社から企画を
募り、制作を委託。完成した番組は3年から5年の間、全国の民放局に貸し出され、系列に関係なく
放送された。次に海外のテレビ番組を購入して日本語版を制作。そのほか、NHK や民放の番組を
改題して（時にはそのまま）配給することもあった。やがて各局の制作体制が整ってきたため、放
送番組センターの事業としては一定の役割を果たしたと判断、2008年度末をもって終了した。以
後、放送番組センターの事業は「放送ライブラリー事業」に一本化された。

当時の配給番組のうち、放送番組センターが制作して著作権を持つ番組（制作番組と呼んでい
た）と、放送番組センターが制作費の半分を補助して放送局が著作権を持つ番組（協賛番組と呼ん
でいた）については、現在、少しずつではあるがデジタル化・放送ライブラリーでの一般公開を進
めている。これらの番組は地味ではあるが、日本の放送史の一角を支えた “ 証言者 ” であり、当時
の社会や人々を記録した貴重な映像資料である。とはいうものの、放送後半世紀近くが経過してい
るため、原版（当時は16ミリフィルムで制作し、プリントを配給していた）が廃棄されたり、劣化
が激しくて再生できなかったりする番組も少なくない。

2）　放送ライブラリー事始め
1980年代に入り、日本のテレビ放送が30歳を迎えようとしたころ、過去の放送番組を図書館のよ

うに管理・活用する活動が注目されるようになった。アメリカ・ニューヨークの放送博物館（現ペ
イリー・メディアセンター）やフランスの国立視聴覚研究所を参考に、日本にも放送番組のアーカ
イブ施設を作ろうという動きが起きた。NHK と民放・両者の番組を扱っていたことから、放送番
組センターがその放送番組アーカイブのいわば活動拠点として、受賞番組の調査や保存を始めた。

1991年、放送番組センターは放送法の指定を受けてアーカイブ事業を本格的に開始。10月26日、
横浜・みなとみらい地区に「放送ライブラリー」を開館した。放送ライブラリーは、1989年に開か
れた横浜博覧会で「横浜館」として使われたドーム型の建屋に間借りする形で第一歩を踏み出し
た。視聴用のテレビ番組は VHS テープに、ラジオ番組（1994年に一般公開を開始）は MD に収め
ていた。視聴席と同じ数の再生機をラックに積み上げ、来館者の希望に応じて係員が棚からテープ
やディスクを探し、再生機に装てんしていた。来館者は電話帳のような冊子の中から希望番組を探
した。インターネットはまだ普及していなかった。

開館当初、視聴できる番組はテレビ561本、ラジオ113本。視聴席はテレビ30台、ラジオ5台で
あった。横浜館があった場所には、現在、パシフィコ横浜・展示ホールが建っている。

2000年秋、現在の地・横浜情報文化センターに移転。本格的な施設として新装開館した。VHS
テープは直径12センチの DVD に代わり、来館者の視聴申し込みを受け付けた係員の指令を受けた
ロボットアームがディスクを探し、視聴席ごとの再生機に装てんするようになった（MD は手差し
のまま）。現在は、番組の動画や音声はデータファイルとしてサーバーに収められ、視聴席から検
索と視聴ができる仕組みになっている。VHS や DVD の時には不可能だった「同一番組に対する
複数アクセス」も可能である。来館者は視聴したい番組があるかどうか、事前に自宅から放送ライ
ブラリーのウェブサイトで検索することができる。
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3）　放送ライブラリーの現況
2020年11月現在、放送ライブラリーが公開している番組は、ラジオ4,600本、テレビ17,500本、

CM はラジオ・テレビ合わせて11,600本、劇場用ニュース映画2,600項目あまりにのぼる。ラジオや
テレビの番組は、放送局や制作会社から複製してもらう。それらは放送番組センターが定めた、受
賞番組を中心とした「放送番組収集基準」（図6）に該当する番組である。集めた番組は、1本ずつ
試写・試聴してあらすじをまとめ、出演者や制作スタッフの名前を確認する。そのような番組の基
本情報は、番組を提供（複製）してもらう際に「保存番組記録表」という専用の用紙に記入しても
らう。この記録表には基本情報のほかに、権利情報を書くところがある。放送ライブラリーに収
め、そこで一般の人たちに無料で視聴してもらうにあたり、許諾を得る必要がある権利者などの連
絡先を書いてもらうためである。放送番組センターはこの情報を元に、権利者と交渉する。ただ
し、前述のように、放送番組センターが協定や覚書を結んでいる団体に権利を預けている人は、そ
の団体を通して許諾を得る。
（図6）

放送番組収集基準
下記の基準に該当する日本放送協会、一般放送事業者、放送大学
学園のテレビ・ラジオ番組で、番組保存委員会が選定したもの。

テレビ番組

１．国内および海外の賞を受けた番組
２．高視聴率、視聴者の反響など話題を集めた番組
３．表現技法、制作技術などにおいて

新しいジャンルを開拓した番組
４．現代史、社会風俗、人物などの記録として

価値のある番組
５．芸術、科学、伝統文化などの記録として

価値のある番組
６．長期間継続して放送された番組
７．各社が当センターにおける保存・公開を

希望した番組
８．その他、放送史の記録として適当と

認められる番組
－註－
①ニュースおよびその関連番組は、収集基準の４、
８に該当するものを収集対象とする。
②保存番組に付随する資料も収集対象とする。
③劇場用映画および外国制作番組は、原則として、

収集の対象外とする。

ラジオ番組

１．国内および海外の賞を受けた番組
２．聴取者の反響、評価などにおいて話題を集めた番組
３．表現技法、制作技術などにおいて

新しいジャンルを開拓した番組
４．現代史、社会風俗、人物などの記録として

価値のある番組
５．芸術、科学、伝統文化などの記録として価値のある番組
６．音楽の記録として価値のある番組
７．話し言葉、話術、話芸などの記録として価値のある番組
８．長期間継続して放送された番組
９．各社が当センターにおける保存・公開を希望した番組
１０．その他、放送史の記録として適当と認められる番組

－註－
①ニュースおよびその関連番組は、収集基準の４、

１０に該当するものを収集対象とする。
②保存番組に付随する資料も収集対象とする。

抜粋

CM は、一般社団法人 ACC から提供される。それらの CM は、ACC が主催する日本最大の CM
コンクール「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」（1961年に始まった「ACC CM フェスティ
バル」が前身）の入賞作品である。このコンクールの出品条件には『入賞作品は学校教育現場、放
送番組センター、アド・ミュージアム東京など、公共的・公益的諸活動並びに場所での上映、掲出
に使用します。個別権利処理を事前に行った上、関係者同意のもとエントリーしてください』と書
かれている。つまり、入賞作品として ACC から提供される CM はすべて、放送ライブラリーなど
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での一般公開を承諾したものであるということである。従って、放送番組センターが入賞 CM を
公開する際、権利処理をすることはない。

放送番組センターの年間の事業経費は、およそ3億6,000万円である。主な財源は、民放各社、
NHK、横浜市からの拠出金など基本財産100億円の運用益と、民放、NHK による毎年の出捐金な
どである。（2020年度収支予算書による）

放送番組センターの主な事業は、番組の収集・保存・公開をはじめ、放送文化に対する理解を促
進するための企画展示や番組上映会、公開セミナーなどの開催、そして、この稿のテーマである、
大学など教育機関や公共施設などでの番組の活用である。

3 ．放送ライブラリーの公共施設向けサービス
1）　これも事業の全国展開のひとつとして始まった
2013年、放送番組センターは大学向けの番組ストリーミングサービスと同時に、公共施設向けの

サービス（サテライト・ライブラリーと呼んでいる）も開始した。これは主に図書館など入場無料
の公共施設を想定したサービスで、放送ライブラリーの収蔵番組の中から施設の職員が選んだ番組
を、専用のサイトにアクセスして視聴してもらうサービスである。今のところ、その施設にゆかり
のある人物や地域に関連した番組に限定している。番組を “ 集客目的の材料・手段 ” ではなく、純
粋にその施設の視聴覚資料の一部として扱ってほしいという考え方から、その施設に関連のない娯
楽番組やアニメーション番組などを選ぶことはできない。

このサービスの利用第一号は、市川市文学ミュージアム（千葉）であった。同ミュージアムは脚
本家の水木洋子の顕彰事業を行っていることから、彼女が脚本を書いたテレビドラマ7本の上映会
を開催した。

公共施設での視聴形態はふたつある。ひとつは1～2人で視聴する「個別視聴」、もうひとつは上
記のような顕彰事業と連動した「上映会」である。2019年度末までの利用実績は、個別視聴が延べ
13施設267本、上映会が19施設202本であった。（図1参照）

2）　サテライト・ライブラリーの利用の流れ
申し込みから施設で視聴することができるようになるまでの手順は以下のとおりである。この

サービスを申し込めるのは、図書館など公共施設の職員である。図7に示したように、放送ライブ
ラリーの収蔵番組の中から、施設で利用したい番組を選び、所定の利用申込書に記入して申し込
む。これ以降は大学向けサービスと同様である。放送番組センターは、権利処理手続きを行い、利
用してもらえるかどうかを施設の職員に伝える。並行して施設と放送ライブラリーとの間の通信テ
ストを行う。

必要な承諾を得て「利用 OK」となった番組は、その施設専用のウェブサイトに掲載する。施設
の職員は利用者の希望に応じて、放送ライブラリーが発行した ID とパスワードを使ってその専用
サイトにアクセスし、利用者に番組を視聴してもらう。番組の貸し出しやコピーはできない。視聴
番組の利用期限は半年。施設からの要望に応じて継続することはもちろん、追加することもできる
し、入れ替えることもできる。施設の職員は、月次報告書を提出する。利用料は無料である。
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2）　サテライト・ライブラリーの利用の流れ
申し込みから施設で視聴することができるようになるまでの手順は以下のとおりである。この
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4）　公共施設向けサービスの新たな展開
公共施設向けのサービスは、前述のとおり図書館や博物館などを想定したものであった。が、実

際にサービスを始めてみると、予想もしなかったところから問い合わせが来た。地域の公民館や高
齢者のための福祉施設などから、昔の放送番組を「回想法」のテーマとして使うことはできないか
という相談である。回想法とは、昔の写真や音楽などに触れたりしながら当時の経験や思い出を語
り合う、高齢者向けの心理療法、リハビリテーションのひとつである。NHK アーカイブスでは、
これに対応するサービスをすでに始めている。高齢者施設や家庭で手軽に回想法を行えるように、
昔の番組やニュースの映像と、回想法の手順を示す動画を同サイトに公開している。放送ライブラ
リーでは、回想法については研究不足であるが、重要な利用方法のひとつだと考えている。

一方、図書館以外の公共施設として、震災や戦災を後世に伝える施設で利用してもらえるよう作
業を進めている。2020年度から、神戸市にある「阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター」
での利用が始まることになっていたが、コロナ禍の影響で足踏み状態が続いている。また、沖縄県
内にある戦争・平和関連の施設での利用を目指して調査を行っているところである。図8は、これ
までストリーミングサービスを利用した公共施設や教育機関を地図上に記したものである。西日本
からのアクセスが多い傾向を示している。
（図8）
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：２０２０年度に利用
：過去利用実績あり

これまでに利用した施設・大学などの教育機関

おわりに
利用者＝放送番組センターの大学向け番組ストリーミングサービスを利用した大学の先生方から

お寄せいただいた評価の中からいくつかを紹介して、この稿を閉じたいと思う。
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「番組を利用した授業は大変好評で、放送番組を教材として活用した教育実践として大きな成果を
得ることができた。放送ライブラリーの収蔵番組を大学の授業に活用できれば、授業内容の幅も広
がり、より高い教育効果を上げることが期待できる」
 （東京大学大学院情報学環・丹羽美之准教授、2014年度利用）

「こうしたシステムを活用することでメディア・リテラシー教育、メディア教育研究、ドキュメン
タリー教育研究が大いに進むことは明らかであり、また、番組の文化的・歴史的資料としての価値
を高めることができることを実感した」
 （早稲田大学教育学部・伊藤守教授、2015年度利用）

「テレビが登場して、日本人がそれをどのように受容していったかという歴史を疑似体験するよう
な形で初期のテレビ番組を学生たちに視聴させた。授業外でも所定の場所で視聴できる点が便利で
ある」
 （筑紫女学園大学現代社会学部・荒巻達也教授、2016年度利用）

「ドラマの中心課題であった “ 認知症 ” に関しては、現在では介護保険制度など社会的な支援が図
られており放送当時とは大きく異なるが、その当時の社会的背景等を理解するためにはとても貴重
な資料であった」
 （三重短期大学生活科学科・武田誠一准教授、2017年度利用）

「これまで音源や映像がない作品についてはシナリオや概要の紹介をしていたが、やはり音声や映
像に触れた回とは学生の反応がまったく違い、本物に触れることの重要性を確認した。著作権処理
などの最も大変な部分を放送番組センターに担ってもらえることは大変ありがたい。現在の基準で
は放送できない内容が含まれていたのも学生には驚きで、文学の問題のみならず、マスメディアの
自主規制などの問題について考える機会となったことも、予想外の効果であった」
 （早稲田大学文化構想学部・鳥羽耕史教授、2018年度利用）

「視聴インターフェースの分かりやすさ、授業準備のための事前視聴が可能なこと、授業の進捗の
前後に合わせて視聴日を柔軟に調整できることなど、利用しやすいサービスだった」
 （椙山女学園大学文化情報学部・太田智己講師、2019年度利用）
 ※『放送番組センター事業報告書』より抜粋。職位は当時のものです。

図9は、図書館の視聴席や番組を利用した授業の様子を撮影したものである。
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（図9）

図書館や大学などでの利用の様⼦

諫早市立諫早図書館 大阪府立中央図書館 ＮＨＫ・民放上映会（広島）

上尾看護専門学校 筑紫女学園大学上智大学

執筆者
鈴木貴尚（すずき・たかなお）
1961年、神奈川県出身。大学卒業後、日本広報協会に勤務。1988年、放送番組センターの職員と

なる。放送ライブラリー業務（番組の収集、保存、公開）をはじめ、企画展示、イベントの運営な
どに携わってきた。
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資料解題

ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定
─网络络信息内容生态态治理规规定─

山 本　賢 二*

2020年3月１日より施行された「ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定」（网络信息内
容生态治理规定）について、共同通信は同規定が公表された20１9年１2月20日の翌日、次のように打
電した。

20１9/１2/2１（土）9:00配信
共同通信
【北京共同】中国政府は20日、インターネットで企業や個人が発信する情報が習近平国家主席の

思想や共産党の方針に沿った内容になるよう、管理を強化する規定を公表した。社会秩序を乱すと
政府が見なす情報を流した場合などは罰する。ネット上の言論統制が強まることは必至だ。

規定は「すがすがしいネット空間をつくり出す」ことを目的に来年3月１日に施行する。国家の安
全を損なう内容や「経済や社会の秩序をかき乱す」情報の発信を禁じた。規定に違反すると刑事罰
を科す場合もある。党・政府の解釈次第で幅広い内容が処罰の対象となる可能性がある。

共同通信は中国で「ネット上の言論統制が強まる」ニュースとして報じたのである。ネット上で
の表現活動が基本的に「自由」な日本において、現在、GDP が日本の三倍を超え、米国と世界の
覇権を争うまでになった中国のこうした社会管理の動向は、一般に異質に映る。しかし、一方では
その「自由」の乱用を指摘し、規制を求める声も日本にはある。まさに、中国がいう「すがすがし
いネット空間をつくり出す」よう求めてもいるのである。

もとより、ネット上に流れる「情報」は日本と中国に関係なく、組織と個人によって提供される
ものである。そして、その「情報」には必ず正負両面がある。日本の場合、その正負の判断は個人
に委ねられているのに対し、中国では党と政府によって判断され、負の「情報」を遮断することで
社会管理を円滑に進めようとしているのである。そこには、日本に比べより大きな多様性をもつ中
国との ｢国情｣ の違いがあるのである。よく使われる ｢中国の特色ある社会主義｣ という表現の

「特色」は、もともと ｢国情｣ を指していたものが、いつのまにかより具体的な ｢中国共産党の指
導｣ を指すという解釈になった。それは ｢党がすべてを指導する｣ 習近平時代の特徴でもある。こ
れはまた逆説的に言えば、軍事大国・政治大国であった中国が経済大国にもなったことで、域内の
多様性がこれまで以上に大きくなったことを示すものでもある。

こうした環境の中で公布・施行された「ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定」を本
学大学院新聞学研究科博士前期課程開設科目「文献研究（中）」の受講者とともに日本語に翻訳し

* やまもと　けんじ　日本大学大学院新聞学研究科　講師
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学大学院新聞学研究科博士前期課程開設科目「文献研究（中）」の受講者とともに日本語に翻訳し

* やまもと　けんじ　日本大学大学院新聞学研究科　講師

50 Journalism & Media  No.16  March  2021

てきた。これに参与したのは魏婷（博士後期課程）、王東琦、張玥婷、劉朔、呉金超の諸君であり、
彼らの日本語試訳は中国語原文とともに後掲している。

また、その内容については中国のネット問題に関心をもつ呉金超君と議論を重ねてきた。コロナ
禍のネットを通じての議論ではあったが、一定の成果を得たものとして、呉君に中国人の視座か
ら、中国の ｢国情｣ を踏まえる形で「解題」をまとめてもらった。

なお、本誌「資料解題」では、これまで中国のインターネットに関連する法令・法規を訳出、次
のように紹介してきたので、参考にされたい。第１2号「インターネットニュース情報サービス管理
規定」（20１9年3月発行 pp.267-296）、第１１号「中華人民共和国サイバーセキュリティー法」（20１8年
3月発行 pp.１6１-204）、第9号「中国におけるオンラインニュース管理規定」第9号（20１6年3月発行
pp.１79-240）。

Ⅰ．「ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定」解題
　　呉金超

前言
「ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定 网络信息内容生态治理规定」（网络信息内容

生态治理规定・Regulations on Ecological Governance of network information content）は中央イ
ンターネット弁公室の審議を経て、20１9年１2月１5日に公表され、2020年3月１日に施行された。
「ガバナンス規定」が公表された１2月１5日の直前に、「四中全会」（中国共産党第十九期中央委員

会第四回全体会議）が開催された。会議では、「中国の特色ある社会主義を堅持・改善し、国家カ
バナンスの体系と能力の現代化を推進する若干の重大問題に関する中共中央の決定（中共中央关于
坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定）」が採
択されている。

この「決定」の第七条では、「健全な総合ネットワークカバナンス体系を確立し、インターネッ
トコンテンツの建設を増強・革新し、インターネット企業情報管理の主体責任を明確し、全面的に
ネットワークカバナンス能力を高め、清朗なネットワーク空間を作る（建立健全网络综合治理体
系，加强和创新互联网内容建设，落实互联网企业信息管理主体责任，全面提高网络治理能力，营造
清朗的网络空间。）」ということが明記されている。このことから、ネットワークのカバナンスは、
国家カバナンス全体の中の重要な一環として、捉えることができる。この「ガバナンス規定」制定
は、こうした「四中全会」精神に加えて、指導者の理念がより色濃く反映されたものといえよう。

もとより、最高指導者習近平総書記の20１4年の「8.１9講話」では、インターネットは既に重要な
輿論闘争の主戦場として、認識されていた。そして、習は中央インターネット安全・情報化指導小
組を設立したと同時に、その組長になり、「ネット強国」という発展方針を定めていた。また、「当
面のイデオロギー領域における状況に関する通報」（「关于当前意识形态领域情况的通报」）と呼ば
れる「9号文献」では、「西側の普遍的価値観、社会（経済）制度、ジャーナリズム制度は中国の国
情と合わず、そのまま適用してならない。中国共産党の指導を基盤にする、特色を備えた社会主義
政治制度を疑う思想を、人々は持ってならず、共産党の物語と改革開放の成果を肯定しなければな
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らない」という内容も明記されていた。こうした内容は既にメディア・ジャーナリズムに関する管
理規定・弁法（あるいは修正案）に反映されている。そして、この「カバナンス規定」の制定、施
行は、これまでの方針の延長線上にあり、「微博」を含めた「輿論誘導」において、影響力の大き
なソーシャルメディアに対する管理を強化するものと位置付けることができよう。

中国の法制度には、憲法のもとに、「・・・法」が作られ、そのもとに弁法、規定、条例などの
法的効力を持つ行政法規が制定される（「J ＆ M」9号）。もとより、中国において、インターネッ
トに関する「法」は制定されておらず、インターネットでの情報は主に、「インターネット情報
サービス管理弁法（互联网信息服务管理办法）」と「インターネットニュース情報サービス管理規
定（互联网新闻信息服务管理规定）」によって管理されてきた。しかし、20１7年6月１日に、ネット
ワーク領域の基礎法律としての「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」が施行された。「サイ
バー法」の内容から見れば、その重点は、「インターネット情報サービス管理弁法」で言及された
インターネット情報サービスの規範問題に比べると、ネットワークの安全問題にあり、詳細な法律
責任追及項目も挙げており、当局のインターネットを管理する上での正当性が強調されていて、明
らかに「ネット主権」という理念を補強する ｢法｣ であると言えよう。

それに対して、「ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定」は人々のネットを通じての
社会生活を規定するものである。同規定はその冒頭部分に、「・・・『中華人民共和国安全法』、『中
華人民共和国サイバーセキュリティー法』、『インターネット情報サービス管理弁法』などの法律、
行政法規の規定に基づき、本規定を制定する」としていることから分かるように、以前の法律と弁
法を基盤とするものであるため、その解読に当たっては、これらの法律・弁法の内容と比較するこ
とが有効であろう。それはまたそれぞれの法令も直接、間接に人々のネットを通じての社会生活を
規定するものでもあるからであり、新たに制定・施行されたこの「ネットワーク情報コンテンツ環
境ガバナンス規定」（以下「ガバナンス規定」）を位置付けることに有益であると考えたからである。

以下、こうした視座からこの「ガバナンス規定」を逐条的に解読したい。

1 ．第一章　総則（第一条―第五条）
「ガバナンス規定」は「第一条」にあるように、「良好なネットワーク環境を構築し、公民、法人

及びその他の組織の合法的権益を保障し、国家の安全、社会の公共利益を守るため」に制定された
ものであり、ここにその目的が明記されている。

次に、「ガバナンス規定」の第二条では、「中華人民共和国域内のネットワーク情報コンテンツ環
境ガバナンス活動には、本規定が適用される。」という適用範囲が明記され、「ネットワーク情報コ
ンテンツ環境ガバナンス」について、次のように詳細に定義している。「ネットワーク情報コンテ
ンツ環境ガバナンスとは、政府、企業、社会、インターネットユーザーを主体とし、社会主義の核
心的価値観を育成、実践することを根本とし、ネットワーク情報コンテンツを主要なガバナンス対
象として、ネットワークの総合ガバナンス体系を確立、健全にし、明朗なサイバースペースを構築
し、良好なネットワーク情報コンテンツ環境を建設することを目標とし、繰り広げられるポジティ
ブ・エネルギーを宣揚し、違法や悪質な情報などに対処する関係活動を指す」。

そして、「第三条」では、「国家ネットワーク情報部門は全国のネットワーク情報コンテンツ環境
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ガバナンスと関連する監督管理活動を統括調整する責任を負い、各関係主管部門は職責に依拠し
ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス活動を行う。地方ネットワーク情報部門は当該行政区
域内のネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンスと関連する監督管理活動を統括調整する責任を
負い、地方の各関係主管部門は各自の職責に依拠し当該行政区域内のネットワーク情報コンテンツ
環境ガバナンス活動を行う。」と明記され、所轄機関は、中央と地方に分けて、各自の関連機関と
連携しながら、監督管理活動の役割を果すとしている。

ここで「ガバナンス規定」では、「社会主義の核心的価値観を育成、実践することを根本とし」
というような観念形成を目途とする言辞が使われている。これはこれまでのインターネットに関す
る法律・弁法には無かった表現である。すなわち、「ガバナンス」という言葉は、ネットワーク情
報コンテンツ環境の管理を意味しているだけでなく、その環境が具体的にどのような方向に沿っ
て、発展すべきかの方向性も規定しているのである。そして、それは具体的には、「カバナンス規
定」の第五条以降に反映されているので、追って詳しく議論したい。

2 ．第二章　ネットワーク情報コンテンツの生産者（第四条―第七条）
「カバナンス規定」の「第四条」は「ネットワーク情報コンテンツの生産者は、法律、行政法規

を遵守し、公序良俗に従うべきであり、国家利益、公共利益及び他人の合法的権益を損なってはな
らない。」としている。ここで言う「ネットワーク情報コンテンツの生産者」という「カバナンス
規定」の行為主体は、「附則」の「第四十条」によると、「ネットワーク情報コンテンツの生産者と
はネットワーク情報コンテンツを制作、複製、公表する個人あるいは組織」とされている。すなわ
ち、「組織」だけでなく、「個人」も行為主体となっているのである。

その中で、「第五条」は「ネットワーク情報コンテンツの生産者が下記の内容を含む情報を製作、
複製、公表することを鼓舞する。」として、「鼓舞」すべき内容を下記のように列挙している。
（一）習近平新しい時代の中国の特色ある社会主義思想を宣伝し、中国の特色ある社会主義の道、

理論、制度、文化を全面的、正確に、活き活きと解釈するもの。
（二）党の理論路線方針政策と中央の重大な方策と配置を宣伝するもの。
（三）経済社会発展の特質ポイントを示し、人民大衆の偉大な奮闘と熱気あふれる生活を反映す

るもの。
（四）社会主義の核心的価値観を発揚し、優秀な道德文化と時代の精神を宣伝し、中華民族の

堂々と向上を目指す精神的様相を充分にはっきりと示せるもの。
（五）社会が関心を寄せることに効果的に対応し、問題を解決、物事を説明し、人民大衆のコン

センサス形成を導くのに有益なもの。
（六）中華文化の国際的影響力を向上させ、世界に向けて真実、立体、全面的に中国をはっきり

と示すのに有益なもの。
（七）その他、センスを大切に、格調を重んじ、責任を重んじ、真善美を謳歌し、団結安定を促

進するなどの内容。
上掲の（六）は、「中華文化の国際的影響力を向上させる」としているが、「組織」は別として、

そもそも中国では、「個人」は「微博」という自国の SNS しか使えないので、こうした目的を「鼓
舞」できる可能性は大きくないので、この条項は法律的効力のある規定というより、ある種のス
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ローガンともいえるのではないかと考えられる。
次に、禁止内容について、「第六条」は、「ネットワーク情報コンテンツの生産者は、下記の内容

を含む違法情報を製作、複製、公表してはならない。」とし、下記の十一項目を挙げている。
（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破

壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）英雄烈士の事績と精神が歪曲、醜悪化、冒涜、否定され、誹謗されあるいはその他の方式

によって英雄烈士の氏名、肖像、名誉、栄誉が侵害されるもの。
（五）テロリズム、過激主義を宣揚、あるいはテロ活動や過激主義の活動実行を煽動するもの。
（六）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（七）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（八）デマを散布し、経済秩序と社会秩序を混乱させるもの。
（九）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布、あるいは犯罪を教唆するもの。
（十）他人を侮辱、誹謗し、他人の名誉、プライバシーおよびその他の合法的権益を侵害するもの。
（十一）法律、行政法規が禁止するその他の内容。
上掲の「カバナンス規定」の禁止内容項目は下記のように「サイバー法」の「第十二条」と「イ

ンターネット情報サービス管理弁法」の「第十九条」にある禁止内容も包含している。
「サイバー法」の「第十二条」
「いかなる個人と組織もネットワークを使用するには、憲法、法律を遵守し、公共秩序を遵守し、

社会公徳を尊重すべきであり、サイバーセキュリティーに危害を加えてはならず、ネットワークを
利用して国家の安全、栄誉および利益に危害を加え、国家政権の転覆、社会主義制度の打倒の煽
動、国家の分裂、国家の統一の破壊の煽動、テロリズムと過激主義の宣揚、民族の憎と民族差別の
宣揚、猥褻色情情報の伝播、嘘の情報を編成、伝播することによって経済秩序および社会秩序を混
乱させ、他人の名誉、プライバシー、知的財産権とその他の合法的な権益を侵害するなどの活動に
従事してはならない。」
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（一）憲法が確定したところの基本原則に違反するもの。
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（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱、誹謗あるいは他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）不法な集会、結社、デモ、示威を煽動し、民衆を集めて社会秩序を乱すもの。
（十）不法な民間組織の名によって活動を行うもの。
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（十一）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。
この三者を比較すると、「カバナンス規定」にだけある（四）が特筆される。それは、英雄烈士

の事績と精神への保護意識が反映された項目であり、20１8年4月27日に、「中華人民共和国英雄烈士
保護法（中华人民共和国英雄烈士保护法）」が、第十三期全国人大常委会（十三届全国人大常委会）
で可決されたことと関係する。同保護法の第二十二条では、「英雄烈士の事績と精神への歪み、貶
し、否定、冒涜を禁止する。商業宣伝において、英雄烈士の肖像および名前の使用を禁止する。英
雄烈士の名前、肖像、名誉、栄誉は法律の保護を受ける。（原文：禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英
雄烈士事迹和精神；禁止将烈士肖像及姓名用于商业宣传。英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉受法
律保护。）」と規定されている。これは、ソーシャルメディアおよびほかのプラットフォームにおい
て、多発した英雄烈士の物語を風刺するような手法を用いて、描かれたことに対応したもので、そ
れが「カバナンス規定」にも援用されたものといえよう。

なお、この「第六条」に関連して、「第七章　法律責任」の「第三十四条」は、「ネットワーク情
報コンテンツ生産者が本規定第六条の規定に違反する場合、ネットワーク情報コンテンツサービス
のプラットフォームは法に従い、協約に従って、警告整頓改革、機能制限、更新一時停止、アカウ
ント閉鎖などの措置を講じ、適時に違法情報コンテンツを削除する」という規定違反に対する措置
を明確にすると同時に、「記録を保存するとともに関係主管部門に報告するべきである」と明記し
ている。

以上のように、ネットワーク情報コンテンツ生産者としての「組織」と「個人」の言行には細部
にわたり制限が設けられている。タイトルと内容の規範のみならず、地域の差別、自然灾害、重大
的事故などの以前から政府への批判を招く恐れのある言説に対する制限がほぼ列挙されている。

しかし、筆者は、上記の内容の一部、特に（九）の「良くない影響」などは、曖昧模糊としてお
り、人によって、判断が異なるため、その基準をどこに設定するかという問題が残されていると考
える。

3 ．第三章　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォーム（第八条―第十七条）
「第八章　附　則」の「第四十一条」では「ネットワーク情報コンテンツサービスのプラット

フォームとはネットワーク情報コンテンツ伝播サービスを提供するネットワーク情報サービス提供
者を指す。」と定義している。

そして、「第八条」は、「当該プラットフォームのネットワーク情報コンテンツの環境ガバナンス
を強化し、積極、健康的、向上善に向かうネットワーク文化を育む」責任を有しており、「ネット
ワーク情報コンテンツ環境ガバナンスのメカニズムをつくる」義務があるとしている。具体的に
は、「第九条」に「責任」と「義務」が以下のように列挙されている。
（一）プラットフォームのネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス細則を制定する
（二）ユーザ ID の登録、アカウント管理、情報公表の審査、コメントの審査を行う
（三）サイトの環境管理を行う
（四）リアルタイムパトロール、応急処置およびネット流言、ブラック産業チェーン情報処置な

どの制度を健全化する
そして、以上のメカニズムを作るため、「ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンスの責任者
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を置き、業務範囲やサービス規模に相応した専門人員を配置し、養成考課を強化し、従業員の資質
を向上させる」ことが求められる。

次に、「禁止内容」に関しては、「法律により即時処置措置を講じ、関連する記録を保存し、併せ
て関連主管部門に報告するべきである。」と明記されている。

また、「第十一条」は、「ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームが主流価値の
誘導方向を堅持し、情報推奨メカニズムを最適化し、レイアウトページの環境管理を強化し、下記
の重点部分（サービス類型、位置付けなどを含む）において本規定第五条の規定する情報を積極的
に提示するよう鼓舞する。」とし、以下の重点を示している。
（一）インターネット上のニュース情報サービスのホームページトップ画面、ホップアップウイ

ンドウおよび重要なニュース情報コンテンツのページ画面など。
（二）インターネットユーザーの公式アカウントの情報サービスのセレクト、ホットサーチなど。
（三）ブログ、マイクロブログの情報サービスの人気推奨、ランキングカテゴリー、ホップアッ

プウインドウおよび地理位置に基づく情報サービスなど。
（四）インターネット情報検索サービスのホットサーチワード、ホットサーチフォトおよびデ

フォルト検索など。
（五）インターネットフォーラムコミュニティサービスのホームページトップ画面、ランキング

カテゴリー、ホップアップウインドウなど。
（六）インターネット音声動画サービスのホームページトップ画面、ディスカバリー、セレクト、

ランキングカテゴリー、ホップアップウインドウなど。
（七）インターネットウェブサイトのナビサービス、ブラウザサービス、インプットメソッド

サービスのホームページトップ画面、ランキングカテゴリー、スキン、関連ワード、ホップアップ
ウインドウなど。
（八）デジタル閲読、ネットゲーム、ネット動画サービスのホームページトップ画面、セレクト、

ランキングカテゴリー、ホップアップウインドウなど。
（九）生活サービス、知識サービスプラットフォームのホームページトップ画面、ホット推奨、

ホップアップウインドウなど。
（十）ｅコマースのプラットフォーラムのホームページトップ画面、推奨エリアなど。
（十一）モバイルアプリストア、モバイルスマートターミナルプリセットアプリケーションおよ

び内蔵情報コンテンツサービスのホームページトップ画面、推奨エリアなど。
（十二）未成年者をサービス対象とするネット情報コンテンツのコラム、専門エリアおよび製品

など。
（十三）その他の製品あるいはサービスの目立つ位置にあり、ネットワーク情報コンテンツサー

ビスのユーザーの注目をひきやすい重点部分。
そして、「第十一条」の最後の部分では、「ネットワーク情報コンテンツサービスのプラット

フォームは以上のような重点部分において本規定第七条の規定する情報を提示してはならない。」
と、禁止内容を再び強調している。

それに加えて、「第十五条」では、「ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは
管理規則とプラットホーム協約を制定し、ユーザーの利用規約を整備し、ユーザーの関係権利義務
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を明確にし、併せて法律規約により相応の管理職責を履行すべきである。」と明記されている。こ
こで、「微博」のユーザーの利用規約（微博服务使用协议：https://weibo.com/signup/v5/
protocol/）を例に挙げれば、その「第四章」の「4.１」は、「ユーザーは情報コンテンツを制作、公
表、伝播するために、微博アカウントを登録する際に、真実の身分情報および個人資料を使用すべ
きである。」とし、ユーザーに実名制履行を要求している。これは、「サイバー法」の「第二十四
条」にある「国家はネットワーク身分信頼戦略を実施し、安全、便利な電子身分認証技術研究開発
を支持し、異なる電子身分認証間の相互認証を推進する。」を反映したものである。

さらに、「第十七条」は、「ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームはネット
ワーク情報コンテンツ環境ガバナンスの年度報告を編集するべきであり、その内容にはネットワー
ク情報コンテンツ環境ガバナンスの活動状況、ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンスの責任
者の職責履行状況、社会の評価状況などの内容を含むべきである。」とし、報告書の作成義務を明
記している。これを、「第三十三条」の「各級のネットワーク情報部門は政府、企業、社会、ネッ
トユーザーなどが主体的に共同で参与する監督評価メカニズムを構築し、定期的に当該行政区域内
のネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームの環境ガバナンス状況に対して評価す
る。」という内容から見れば、この報告書の報告対象は、各級のネットワーク情報部門であること
が明らかにされている。

4 ．第四章　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者（第十八条―第二十五条）
「第八章　附　則」の「第四十一条」は、「ネットワーク情報コンテンツサービス使用者とはネッ

トワーク情報コンテンツサービスを使用する組織あるいは個人を指す。」と定義している。そして、
「第十八条」は、「ネットワーク情報コンテンツサービス使用者は文明的、健全にネットワークを使
用し、法律法規の要求とユーザー利用規約に合わせて、相応の義務を着実に果たすべきであり、投
稿、返信、コメント、メッセージ、弾幕などの形式によってネットワーク活動に参与する際、文明
的なインタラクティブを取り、理性的に表現し、本規定第六条の規定する情報を公表してはなら
ず、本規定第七条の規定する情報を防止、制止する。」と明記するとともに、「第二十条」では、

「ネットワーク情報コンテンツの環境ガバナンスに積極的に参与し、訴え、告発などの方式を通じ
て、ネット上の違法と悪質情報に対し監督を行い、良好なネットワーク環境を共同で擁護する」こ
とを鼓舞するよう求めている。それに続く、「第二十一条」から「第二十五条」までの内容をとめ
ると下記のようになる。

⑴　ネットワークと関係情報技術を利用して、侮辱、誹謗中傷、脅迫、デマの流布を行ったり、
他人のプライバシーを侵害するなどの違法行為で、他人の合法的権益を損なってはならない。

⑵　情報の公表、削除、さらにその他の情報提示介入の手段を通じて、他人の合法的権益を損
なったり、不法な利益を謀ったりしてはならない。

⑶　ディープラーニング、バーチャルリアリティなどの新しい技術、新しい応用を利用し、法
律、行政法規の禁止する活動に従事してはならない。

⑷　手動方式あるいは技術的手段、あるいは通信データの偽造、通信データの乗っ取り、および
偽アカウントの登録や不法取引アカウント、ユーザーアカウント操作などの行為を通じて、
ネットワーク情報コンテンツ環境の秩序を破壊してはならない。
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⑸　党旗、党章、国旗、国章、国家などの党と国家のイメージを代表する標識および内容、ある
いは国家の重大イベント、重大記念日と国家機関およびそのスタッフの名義を利用し、ネット
ワークでのビジネスマーケティング活動を不法に行ってはならない。

以上は「組織」のみならず、「ネットワーク情報コンテンツサービス使用者」としての「個人」
に対する要求でもある。

5 ．第五章　ネットワーク業種組織（第二十六条―第二十九条）
ここでは、「ネットワーク業種組織」に対し、「鼓舞」すべき内容を列挙している。それをまとめ

ると次の四項目になる。
⑴　サービス指導と架け橋としての役割を発揮し、メンバー単位を先導して社会的責任感を増強

し、主旋律を謳い、ポジティブなエネルギーを発揚し、違法情報に反対し、悪質情報を防止、
制止する

⑵　業種の自律メカニズムを整備し、ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンスの業種規範と
自律協約を制定し、内容の審査基準の細則を確立し、メンバー単位にサービス規範を確立健全
化し、法律によりネットワーク情報コンテンツのサービスを提供し、社会の監督を受けるよう
指導する

⑶　ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンスの教育育成と宣伝・先導の活動を組織し、メン
バー単位、従業員の管理能力を高め、全社会が共同でネットワーク情報コンテンツ環境ガバナ
ンスに参与するという意識を強化する

⑷　業界信用評価体系の建設を推進し、規程に基づき業種評議などの評価と賞罰のメカニズムを
構築し、メンバー単位に対する激励と懲戒の度合を強化し、メンバー単位の信用を守る意識を
強化する

6 ．第六章　監督管理（第三十条―第三十三条）
「第六章」は、ネットワーク情報部門の監督責任を明確している。それをまとめると以下の四項

目になる。
⑴　関係主管部門とともに、情報の共有、協議事項通報、共同法執行、事案監督、情報公開など

の活動のメカニズムを確立健全化し、ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンスを協同で行
う。

⑵　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームが情報コンテンツ管理の主体的な
責任を履行する状況に対して監督検査を行い、問題が存在するプラットフォームに対して特別
監査を行う。

⑶　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームの違法行為に台帳管理制度を確立
し、法律法規により対応処理をする。

⑷　政府、企業、社会、ネットユーザーなどが主体的に共同で参与する監督評価メカニズムを構
築し、定期的に当該行政区域内のネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームの
環境ガバナンス状況に対して評価する。
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7 ．第七章　法律責任（第三十四条―第四十条）
ここでは「ガバナンス規定」に明記された項目に違反した場合の「法律責任」を「第三十四条」

から「第四十条」で説明している。「第三十四条」から「第三十七条」までは「ネットワーク情報
コンテンツサービスのプラットフォーム」が履行すべき「法律責任」を示している。そして「第
三十八条」の「本規定第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第
二十四条、第二十五条の規定に違反する場合、ネットワーク情報など関係主管部門によって職責に
合わせて、関係法律、行政法規の規定に従って、処理される。」の中の「第二十一条、第二十二条、
第二十三条、第二十四条、第二十五条」は「ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者」と

「ネットワーク情報コンテンツの生産者」をその対象に含むものであることから、「個人」にも適用
されることになるのである。さらに、最後の「第四十条」は当然のように「本規定に違反し、他人
に損失を与える場合、法に従って民事責任を負う。犯罪を構成する場合、法に従って刑事責任を追
及する。犯罪を構成しない場合、関係主管部門によって、関係法律、行政法規の規定に従って、処
理される。」として、「民事」と「刑事」にわたって、「法律責任」が「追及」されることが明記さ
れている。

8 ．第八章　附則（第四十一条―第四十二条）
この「附則」は「ネットワーク情報コンテンツ生産者」、「ネットワーク情報コンテンツサービス

のプラットフォーム」、「ネットワーク情報コンテンツサービス使用者」を「第四十一条」で定義し
ている。「ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォーム」を除き、前述したように

「ネットワーク情報コンテンツ生産者」とは「ネットワーク情報コンテンツを制作、複製、公表す
る個人あるいは組織を指す。」、「ネットワーク情報コンテンツサービス使用者」とは「ネットワー
ク情報コンテンツサービスを使用する組織あるいは個人を指す。」として、いずれも「組織」とと
もに「個人」もこの「ガバナンス規定」の対象としていることを明記している。そして、このよう
に「個人」も対象としていることがこの「ガバナンス規定」の特徴でもあるのである。

後言
中国では20１4年から「国家サイバーセキュリティー宣伝週」が設定され、毎年、「宣伝週」が実

施されている。これまで、そのテーマは、20１4年‐20１5年「サイバーセキュリティーを共に打ち立
て、ネットワーク文明を共に享受する」（原文：共建网络安全，共享网络文明）、20１6年‐20１9年

「ネサイバーセキュリティーは人民のために、サイバーセキュリティーは人民に依拠する」（原文：
网络安全为人民，网络安全靠人民）であった。こうしたサイバーセキュリティー宣伝のテーマの変
遷は「微博」という双方向コミュニケーションのできるソーシャルメディアユーザーが20１8年には
4.62億に達したことと関係するであろう。すなわち、｢人民｣ という「個人」がサイバーセキュリ
ティーにとって重要な存在になったことを示しているのである。

｢サイバー法｣ は、もとより、習近平の「ネット主権」論を基礎に制定されたものである。この
「サイバー法」はほかでもなくその習の下で「国家主権」→「情報主権」→「ネット主権」という
構図の中で中華人民共和国の情報管理政策が実行される中で立案されものであり、「ガバナンス規
定」もその一環として位置づけられるものである。
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「サイバー法」の「第七十六条」は「サイバーセキュリティーとは、必要な措置を講じることを
通じて、ネットワークに対しての攻撃、侵入、妨害、破壊や不法使用及び不測の事故を防止し、
ネットワークを安定・信頼ある運用状態にさせるとともに、ネットワークデータの整合性、機密
性、利用可能性の能力を保障することを指す」としている。しかし、一般の公民は、サイバーセ
キュリティーのために何をどのようにすればよいのかという難題に遭遇する。確かに、国家サイ
バーセキュリティー宣伝週のテーマには「サイバーセキュリティー」が明記されているが、「サイ
バーセキュリティー」の内実はすでにより広範囲になっている。すなわち「人民」と密接に関係す
るまでになったのである。言い換えれば、「サイバーセキュリティー」という言葉は、「ネット主
権」を確保するために、｢人民｣ としての公民という「個人」をその管理下に置く必要が出てきた
ことを意味している。それは、「ガバナンス規定」において「組織」と「個人」が同列に論じられ
ていることから明らかである。

中国においては、主にメディア領域で「党性」と「人民性」についての議論が続いてきた。中国
共産党の見解はいつの時代も「党性」と「人民性」は「一致」したものであるというものである。
これは「組織」としての「党」と「個人」としての「人民」は一体であり、「一致」したものであ
るという観点を示している。「党がすべてを指導する」当代においては、なおのことその「一致」
が強調される。「以人为本」（人を本とする）という最近のスローガンも、党中央が9千万近くの共
産党員に、毛沢東時代の言葉を引用すれば「为人民服务」（人民に奉仕する）を求めたものである。
しかし、いまに至るもこうしたスローガンが叫ばれるのは、党と人民の間に「自由」をめぐって乖
離があるからであろう。

20１7年１0月１8日から１0月24日まで開催された「中国共産党第十九回全国代表大会」の「全面的に
小康社会を建設する決戦に勝利し、新たな時代の中国の特色ある社会主義の偉大な勝利を勝ち取ろ
う（决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利）」と題する報告では、「富強、民
主、文明、和諧を提唱する、自由、平等、公正、法治を提唱する、愛国、敬業、誠信、友善、社会
主義核心価値観を積極的に育てる」という24字の核心的価値観が再び強調された。ここで言及され
た「自由」は、もちろん、欧米の普遍的価値としての基本的人権に基づく「自由」ではなく、あく
までも、「中国の特色ある社会主義」制度の下における「自由」であることは言うを待たない。

本「解題」では、「ガバナンス規定」を逐条的に解読し、その中で「組織」と「個人」が同列に論
じられてきたことに何度か触れた。この「ガバナンス規定」を見る限り、「ネットワーク情報コンテ
ンツ」の「生産者」と「使用者」はそれが「組織」であろうが、または「個人」であろうが、一律
にこの「ガバナンス規定」の遵守が求められているのである。「自由」とは「国家」が存在する以上、
その「国家」制度によって規制されることは当然であり、無制限の「自由」は存在しない。それが
多様な価値観をもつ１4億という民を擁する中国という国情に合致しているのか、それともそうでは
ないのかは歴史による検証を待たなければならないであろうが、当面はその運用事例に注目したい。

その前に、われわれはアヘン戦争以来西欧列強の侵略を受けるとともに、１5年にわたる抗日戦争
と国共内戦を経験した中国の歴史を踏まえたうえで、「個人」としての「人」にとって、中国にお
いて社会生活を送る上で「幸せとは何か」という命題の回答を見つけなければならないであろう。
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と国共内戦を経験した中国の歴史を踏まえたうえで、「個人」としての「人」にとって、中国にお
いて社会生活を送る上で「幸せとは何か」という命題の回答を見つけなければならないであろう。
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Ⅱ．「ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定」（日本語試訳）
　　魏婷、王東琦、張玥婷、劉朔、呉金超

ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定
中国网信网发布时间：20１9-１2-20 １5:09:3１
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第四条　ネットワーク情報コンテンツの生産者は、法律、行政法規を遵守し、公序良俗に従うべ
きであり、国家利益、公共利益及び他人の合法的権益を損なってはならない。

第五条　ネットワーク情報コンテンツの生産者が下記の内容を含む情報を製作、複製、公表する
ことを鼓舞する。
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（一）習近平新しい時代の中国の特色ある社会主義思想を宣伝し、中国の特色ある社会主義の道、
理論、制度、文化を全面的、正確に、活き活きと解釈するもの。

（二）党の理論路線方針政策と中央の重大な方策と配置を宣伝するもの。

（三）経済社会発展の特質ポイントを示し、人民大衆の偉大な奮闘と熱気あふれる生活を反映す
るもの。

（四）社会主義の核心的価値観を発揚し、優秀な道德文化と時代の精神を宣伝し、中華民族の
堂々と向上を目指す精神的様相を充分にはっきりと示せるもの。

（五）社会が関心を寄せることに効果的に対応し、問題を解決、物事を説明し、人民大衆のコン
センサス形成を導くのに有益なもの。

（六）中華文化の国際的影響力を向上させ、世界に向けて真実、立体、全面的に中国をはっきり
と示すのに有益なもの。

（七）その他、センスを大切に、格調を重んじ、責任を重んじ、真善美を謳歌し、団結安定を促
進するなどの内容。

第六条　ネットワーク情報コンテンツの生産者は、下記の内容を含む違法情報を製作、複製、公
表してはならない。

（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。

（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。

（三）国家の栄誉と利益を損うもの。

（四）英雄烈士の事績と精神が歪曲、醜悪化、冒涜、否定され、誹謗されあるいはその他の方式
によって英雄烈士の氏名、肖像、名誉、栄誉が侵害されるもの。

（五）テロリズム、過激主義を宣揚、あるいはテロ活動や過激主義の活動実行を煽動するもの。

（六）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの

（七）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの
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（八）デマを散布し、経済秩序と社会秩序を混乱させるもの

（九）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布、あるいは犯罪を教唆するもの

（十）他人を侮辱、誹謗し、他人の名誉、プライバシーおよびその他の合法的権益を侵害するも
の。

（十一）法律、行政法規が禁止するその他の内容。

第七条　ネットワーク情報コンテンツ生産者は措置を講じて、下記の内容を含む悪質な情報を製
作、複製、公表することを防止、制止するべきである。

（一）誇張したタイトルを使用し、内容とタイトルがはなはだしく一致しないもの。

（二）艶聞、スキャンダル、悪事がセンセーショナルにされるもの。

（三）自然灾害、重大的事故などの災害を不適切に論評するもの。

（四）性的暗示、性的誘発などを帯び、人に性を連想させ易いもの。

（五）血腥い、驚愕、残酷などを明示し、人の心身を害するもの。

（六）人々の差別、地域の差別などを煽動するもの。

（七）低俗、下品、世俗迎合の内容を宣揚するもの。

（八）未成年者に危険な行為を模倣したり、社会道徳に違反する行為を誘発し、未成年者をよく
ない嗜好に導くなどの可能性があるもの。

（九）その他、ネットワーク環境に良くない影響をもたらすもの。

第三章　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォーム

第八条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは情報コンテンツ管理の主体
的な責任を履行し、当該プラットフォームのネットワーク情報コンテンツの環境ガバナンスを強化
し、積極、健康的、向上善に向かうネットワーク文化を育むべきである。

第九条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームはネットワーク情報コンテン
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ツ環境ガバナンスのメカニズムをつくり、当該プラットフォームのネットワーク情報コンテンツ環
境ガバナンス細則を制定し、ユーザ ID の登録、アカウント管理、情報公表の審査、コメントの審
査、サイトの環境管理、リアルタイムパトロール、応急処置およびネット流言、ブラック産業
チェーン情報処置などの制度を健全にするべきである。

ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームはネットワーク情報コンテンツ環境ガ
バナンスの責任者を置き、業務範囲やサービス規模に相応した専門人員を配置し、養成考課を強化
し、従業員の資質を向上させるべきである。

第十条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは本規定第六条の規定する情報
を伝播させてはならず、本規定第七条の規定する情報の伝播を防止、制止するべきである。

ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは情報コンテンツの管理を強化すべき
であり、本規定第六条、第七条の規定する情報を発見したら、法律により即時処置措置を講じ、関
連する記録を保存し、併せて関連主管部門に報告するべきである。

第十一条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームが主流価値の誘導方向を堅
持し、情報推奨メカニズムを最適化し、レイアウトページの環境管理を強化し、下記の重点部分

（サービス類型、位置付けなどを含む）において本規定第五条の規定する情報を積極的に提示する
よう鼓舞する。

（一）インターネット上のニュース情報サービスのホームページトップ画面、ホップアップウイ
ンドウおよび重要なニュース情報コンテンツのページ画面など。

（二）インターネットユーザーの公式アカウントの情報サービスのセレクト、ホットサーチなど。

（三）ブログ、マイクロブログの情報サービスの人気推奨、ランキングカテゴリー、ホップアッ
プウインドウおよび地理位置に基づく情報サービスなど。

（四）インターネット情報検索サービスのホットサーチワード、ホットサーチフォトおよびデ
フォルト検索など。

（五）インターネットフォーラムコミュニティサービスのホームページトップ画面、ランキング
カテゴリー、ホップアップウインドウなど。

（六）インターネット音声動画サービスのホームページトップ画面、ディスカバリー、セレクト、
ランキングカテゴリー、ホップアップウインドウなど。
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（七）インターネットウェブサイトのナビサービス、ブラウザサービス、インプットメソッド
サービスのホームページトップ画面、ランキングカテゴリー、スキン、関連ワード、ホップアップ
ウインドウなど。

（八）デジタル閲読、ネットゲーム、ネット動画サービスのホームページトップ画面、セレクト、
ランキングカテゴリー、ホップアップウインドウなど。

（九）生活サービス、知識サービスプラットフォームのホームページトップ画面、ホット推奨、
ホップアップウインドウなど。

（十）ｅコマースのプラットフォーラムのホームページトップ画面、推奨エリアなど。

（十一）モバイルアプリストア、モバイルスマートターミナルプリセットアプリケーションおよ
び内蔵情報コンテンツサービスのホームページトップ画面、推奨エリアなど。

（十二）未成年者をサービス対象とするネット情報コンテンツのコラム、専門エリアおよび製品
など。

（十三）その他の製品あるいはサービスの目立つ位置にあり、ネットワーク情報コンテンツサー
ビスのユーザーの注目をひきやすい重点部分。

ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは以上のような重点部分において本規
定第七条の規定する情報を提示してはならない。

第十二条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームでパーソナライズアルゴリ
ズム推奨技術を採用して、情報を推奨送信するものは、設定を本規定第十条、第十一条の規定要求
の推奨モデルに合致させ、主動介入およびユーザーの自主的選択メカニズムをつくり、健全にすべ
きである。

第十三条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームが未成年者の使用に適合し
たモデルを開発し、未成年者の使用に適合したネット製品やサービスを提供し、未成年者が心身の
健康に有益な情報を入手するのに便利なようにすることを鼓舞する。

第十四条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは当該プラットホームが設
置した広告のプレスメントと当該プラットホームが提示する広告内容を審査パトロールし、違法の
広告を公表したものに対しては、法律により処分をおこなう。

第十五条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは管理規則とプラットホー
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ム協約を制定し、ユーザーの利用規約を整備し、ユーザーの関係権利義務を明確にし、併せて法律
規約により相応の管理職責を履行すべきである。

ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームはユーザーＩ D の信用管理制度をつ
くり、ユーザーの信用状況により相応のサービスを提供するべきである。

第十六条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは目立つ位置に訴え告発の
入口を設置し、訴え告発の方式を公表し、公衆の訴え告発を適時に処理し、併せて処理結果を
フィードバックさせるべきである。

第十七条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームはネットワーク情報コンテ
ンツ環境ガバナンスの年度報告を編集するべきであり、その内容にはネットワーク情報コンテンツ
環境ガバナンスの活動状況、ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンスの責任者の職責履行状
況、社会の評価状況などの内容を含むべきである。

第四章　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者

第十八条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者は、文明的、健全にネットワークを使
用し、法律法規の要求とユーザー利用規約に合わせて、相応の義務を着実に果たすべきであり、投
稿、返信、コメント、メッセージ、弾幕などの形式によってネットワーク活動に参与する際、文明
的なインタラクティブを取り、理性的に表現し、本規定第六条の規定する情報を公表してはなら
ず、本規定第七条の規定する情報を防止、制止する。

第十九条　ネットワークグループ、電子掲示板コミュニティの創設者と管理者はグループ、コ
ミュニティの管理責任を履行し、法律法規、ユーザー規約およびプラットフォーム協約などに合わ
せて、グループや掲示板コミュニティ内の情報公表などの行為を規範化するべきである。

第二十条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者がネットワーク情報コンテンツの環境
ガバナンスに積極的に参与し、訴え、告発などの方式を通じて、ネット上の違法と悪質情報に対し
監督を行い、良好なネットワーク環境を共同で擁護するよう鼓舞する。

第二十一条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者とネットワーク情報コンテンツの生
産者、ネットワーク情報コンテンツサービスプラットホームはネットワークと関係情報技術を利用
して、侮辱、誹謗中傷、脅迫、デマの流布を行ったり、他人のプライバシーを侵害するなどの違法
行為で、他人の合法的権益を損なってはならない。

第二十二条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者とネットワーク情報コンテンツの生
産者、ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、情報の公表、削除、さらにその
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ム協約を制定し、ユーザーの利用規約を整備し、ユーザーの関係権利義務を明確にし、併せて法律
規約により相応の管理職責を履行すべきである。

ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームはユーザーＩ D の信用管理制度をつ
くり、ユーザーの信用状況により相応のサービスを提供するべきである。

第十六条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは目立つ位置に訴え告発の
入口を設置し、訴え告発の方式を公表し、公衆の訴え告発を適時に処理し、併せて処理結果を
フィードバックさせるべきである。

第十七条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームはネットワーク情報コンテ
ンツ環境ガバナンスの年度報告を編集するべきであり、その内容にはネットワーク情報コンテンツ
環境ガバナンスの活動状況、ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンスの責任者の職責履行状
況、社会の評価状況などの内容を含むべきである。

第四章　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者

第十八条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者は、文明的、健全にネットワークを使
用し、法律法規の要求とユーザー利用規約に合わせて、相応の義務を着実に果たすべきであり、投
稿、返信、コメント、メッセージ、弾幕などの形式によってネットワーク活動に参与する際、文明
的なインタラクティブを取り、理性的に表現し、本規定第六条の規定する情報を公表してはなら
ず、本規定第七条の規定する情報を防止、制止する。

第十九条　ネットワークグループ、電子掲示板コミュニティの創設者と管理者はグループ、コ
ミュニティの管理責任を履行し、法律法規、ユーザー規約およびプラットフォーム協約などに合わ
せて、グループや掲示板コミュニティ内の情報公表などの行為を規範化するべきである。

第二十条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者がネットワーク情報コンテンツの環境
ガバナンスに積極的に参与し、訴え、告発などの方式を通じて、ネット上の違法と悪質情報に対し
監督を行い、良好なネットワーク環境を共同で擁護するよう鼓舞する。

第二十一条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者とネットワーク情報コンテンツの生
産者、ネットワーク情報コンテンツサービスプラットホームはネットワークと関係情報技術を利用
して、侮辱、誹謗中傷、脅迫、デマの流布を行ったり、他人のプライバシーを侵害するなどの違法
行為で、他人の合法的権益を損なってはならない。

第二十二条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者とネットワーク情報コンテンツの生
産者、ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、情報の公表、削除、さらにその
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他の情報提示介入の手段を通じて、他人の合法的権益を損なったり、不法な利益を謀ったりしては
ならない。

第二十三条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者とネットワーク情報コンテンツの生
産者、ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、ディープラーニング、バーチャ
ルリアリティなどの新しい技術、新しい応用を利用し、法律、行政法規の禁止する活動に従事して
はならない。

第二十四条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者とネットワーク情報コンテンツの生
産者、ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、手動方式あるいは技術的手段、
あるいは通信データの偽造、通信データの乗っ取り、および偽アカウントの登録や不法取引アカウ
ント、ユーザーアカウント操作などの行為を通じて、ネットワーク情報コンテンツ環境の秩序を破
壊してはならない。

第二十五条　ネットワーク情報コンテンツサービスの使用者とネットワーク情報コンテンツの生
産者、ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、党旗、党章、国旗、国章、国家
などの党と国家のイメージを代表する標識および内容、あるいは国家の重大イベント、重大記念日
と国家機関およびそのスタッフの名義を利用し、ネットワークでのビジネスマーケティング活動を
不法に行ってはならない。

第五章　ネットワーク業種組織

第二十六条　業種組織がサービス指導と架け橋としての役割を発揮し、メンバー単位を先導して
社会的責任感を増強し、主旋律を謳い、ポジティブなエネルギーを発揚し、違法情報に反対し、悪
質情報を防止、制止するよう鼓舞する。

第二十七条　業種組織が業種の自律メカニズムを整備し、ネットワーク情報コンテンツ環境ガバ
ナンスの業種規範と自律協約を制定し、内容の審査基準の細則を確立し、メンバー単位にサービス
規範を確立健全化し、法律によりネットワーク情報コンテンツのサービスを提供し、社会の監督を
受けるよう指導するよう鼓舞する。

第二十八条　業種組織がネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンスの教育育成と宣伝・先導の
活動を組織し、メンバー単位、従業員の管理能力を高め、全社会が共同でネットワーク情報コンテ
ンツ環境ガバナンスに参与するという意識を強化するよう鼓舞する。

第二十九条　業種組織が業界信用評価体系の建設を推進し、規程に基づき業種評議などの評価と
賞罰のメカニズムを構築し、メンバー単位に対する激励と懲戒の度合を強化し、メンバー単位の信
用を守る意識を強化するよう鼓舞する。
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第六章　監督管理

第三十条　各級のネットワーク情報部門は関係主管部門とともに、情報の共有、協議事項通報、
共同法執行、事案監督、情報公開などの活動のメカニズムを確立健全化し、ネットワーク情報コン
テンツ環境ガバナンスを協同で行う。

第三十一条　各級のネットワーク情報部門はネットワーク情報コンテンツサービスのプラット
フォームが情報コンテンツ管理の主体的な責任を履行する状況に対して監督検査を行い、問題が存
在するプラットフォームに対して特別監査を行う。

ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームはネットワーク情報部門と関係主管部
門が法律により実施する監督検査に協力すべきである。

第三十二条　各級のネットワーク情報部門はネットワーク情報コンテンツサービスのプラット
フォームの違法行為に台帳管理制度を確立し、法律法規により対応処理をする。

第三十三条　各級のネットワーク情報部門は政府、企業、社会、ネットユーザーなどが主体的に共
同で参与する監督評価メカニズムを構築し、定期的に当該行政区域内のネットワーク情報コンテンツ
サービスのプラットフォームの環境ガバナンス状況に対して評価する。

第七章　法律責任

第三十四条　ネットワーク情報コンテンツ生産者が本規定第六条の規定に違反する場合、ネット
ワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームは法に従い、協約に従って、警告整頓改革、機能
制限、更新一時停止、アカウント閉鎖などの措置を講じ、適時に違法情報コンテンツを削除し、記
録を保存するとともに関係主管部門に報告するべきである。

第三十五条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームが本規定第十条、第
三十一条第二款の規定に違反する場合、ネットワーク情報など関係主管部門によって職責に合わ
せ、『中華人民共和国サイバーセキュリティー法』と『ネットワーク情報サービス管理弁法』など
の法律、行政法規の規定に従って、処理される。

第三十六条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームが本規定第十一条第二款
の規定に違反する場合、区を設置している市級以上のネットワーク情報部門によって職責に合わ
せ、事情聴収をし、警告を与え、期限を切って是正が命じられる。是正を拒否、または情状が重大
である場合、情報更新一時停止が命じられ、関係法律、行政法規の規定に従って、処理される。

第三十七条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームが本規定第九条、第十二
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制限、更新一時停止、アカウント閉鎖などの措置を講じ、適時に違法情報コンテンツを削除し、記
録を保存するとともに関係主管部門に報告するべきである。

第三十五条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームが本規定第十条、第
三十一条第二款の規定に違反する場合、ネットワーク情報など関係主管部門によって職責に合わ
せ、『中華人民共和国サイバーセキュリティー法』と『ネットワーク情報サービス管理弁法』など
の法律、行政法規の規定に従って、処理される。

第三十六条　ネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームが本規定第十一条第二款
の規定に違反する場合、区を設置している市級以上のネットワーク情報部門によって職責に合わ
せ、事情聴収をし、警告を与え、期限を切って是正が命じられる。是正を拒否、または情状が重大
である場合、情報更新一時停止が命じられ、関係法律、行政法規の規定に従って、処理される。
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条、第十五条、第十六条、第十七条の規定に違反する場合、区を設置している市級以上のネット
ワーク情報部門によって職責に合わせて、事情聴収をし、警告を与え、期限を切って是正が命じら
れる。是正を拒否、または情状が重大である場合、情報更新一時停止が命じられ、関係法律、行政
法規の規定に従って、処理される。

第三十八条　本規定第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第
二十四条、第二十五条の規定に違反する場合、ネットワーク情報など関係主管部門によって職責に
合わせて、関係法律、行政法規の規定に従って、処理される。

第三十九条　ネットワーク情報部門は法律、行政法規と国家関係規定によって、関係主管部門と
共同でネットワーク情報コンテンツサービス重大信用失墜合同処罰メカニズムを構築し、本規定に
重大な違反をするネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォーム、ネットワーク情報コ
ンテンツ生産者とネットワーク情報コンテンツ使用者に対し、法に従い、規定に従って、ネット
ワーク情報コンテンツサービスの従事制限、インターネット上での行為制限、行業加入禁止などの
懲罰措置が実行される。

第四十条　本規定に違反し、他人に損失を与える場合、法に従って民事責任を負う。犯罪を構成
する場合、法に従って刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、関係主管部門によって、関係
法律、行政法規の規定に従って、処理される。

第八章　附　則

第四十一条　本規定の称するところのネットワーク情報コンテンツ生産者とはネットワーク情報
コンテンツを制作、複製、公表する個人あるいは組織を指す。

本規定の称するところのネットワーク情報コンテンツサービスのプラットフォームとはネット
ワーク情報コンテンツ伝播サービスを提供するネットワーク情報サービス提供者を指す。

本規定の称するところのネットワーク情報コンテンツサービス使用者とはネットワーク情報コン
テンツサービスを使用する組織あるいは個人を指す。

第四十二条　本規定は2020年3月１日から施行する。

Ⅲ .『网络信息内容生态治理规定』中国語全文

网络信息内容生态治理规定
中国网信网发布时间：20１9-１2-20 １5:09:3１
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第一章　总则

第一条　为了营造良好网络生态，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利
益，根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》
等法律、行政法规，制定本规定。

第二条　中华人民共和国境内的网络信息内容生态治理活动，适用本规定。

本规定所称网络信息内容生态治理，是指政府、企业、社会、网民等主体，以培育和践行社会主义

核心价值观为根本，以网络信息内容为主要治理对象，以建立健全网络综合治理体系、营造清朗的网
络空间、建设良好的网络生态为目标，开展的弘扬正能量、处置违法和不良信息等相关活动。

第三条　国家网信部门负责统筹协调全国网络信息内容生态治理和相关监督管理工作，各有关主管
部门依据各自职责做好网络信息内容生态治理工作。

地方网信部门负责统筹协调本行政区域内网络信息内容生态治理和相关监督管理工作，地方各有关

主管部门依据各自职责做好本行政区域内网络信息内容生态治理工作。

第二章　网络信息内容生产者

第四条　网络信息内容生产者应当遵守法律法规，遵循公序良俗，不得损害国家利益、公共利益和
他人合法权益。

第五条　鼓励网络信息内容生产者制作、复制、发布含有下列内容的信息：

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，全面准确生动解读中国特色社会主义道路、理论、
制度、文化的；

（二）宣传党的理论路线方针政策和中央重大决策部署的；

（三）展示经济社会发展亮点，反映人民群众伟大奋斗和火热生活的；

（四）弘扬社会主义核心价值观，宣传优秀道德文化和时代精神，充分展现中华民族昂扬向上精神
风貌的；

（五）有效回应社会关切，解疑释惑，析事明理，有助于引导群众形成共识的；

（六）有助于提高中华文化国际影响力，向世界展现真实立体全面的中国的；
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益，根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》
等法律、行政法规，制定本规定。

第二条　中华人民共和国境内的网络信息内容生态治理活动，适用本规定。

本规定所称网络信息内容生态治理，是指政府、企业、社会、网民等主体，以培育和践行社会主义

核心价值观为根本，以网络信息内容为主要治理对象，以建立健全网络综合治理体系、营造清朗的网
络空间、建设良好的网络生态为目标，开展的弘扬正能量、处置违法和不良信息等相关活动。

第三条　国家网信部门负责统筹协调全国网络信息内容生态治理和相关监督管理工作，各有关主管
部门依据各自职责做好网络信息内容生态治理工作。

地方网信部门负责统筹协调本行政区域内网络信息内容生态治理和相关监督管理工作，地方各有关

主管部门依据各自职责做好本行政区域内网络信息内容生态治理工作。

第二章　网络信息内容生产者

第四条　网络信息内容生产者应当遵守法律法规，遵循公序良俗，不得损害国家利益、公共利益和
他人合法权益。

第五条　鼓励网络信息内容生产者制作、复制、发布含有下列内容的信息：

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，全面准确生动解读中国特色社会主义道路、理论、
制度、文化的；

（二）宣传党的理论路线方针政策和中央重大决策部署的；

（三）展示经济社会发展亮点，反映人民群众伟大奋斗和火热生活的；

（四）弘扬社会主义核心价值观，宣传优秀道德文化和时代精神，充分展现中华民族昂扬向上精神
风貌的；

（五）有效回应社会关切，解疑释惑，析事明理，有助于引导群众形成共识的；

（六）有助于提高中华文化国际影响力，向世界展现真实立体全面的中国的；
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（七）其他讲品味讲格调讲责任、讴歌真善美、促进团结稳定等的内容。

第六条　网络信息内容生产者不得制作、复制、发布含有下列内容的违法信息：

（一）反对宪法所确定的基本原则的；

（二）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

（三）损害国家荣誉和利益的；

（四）歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的
姓名、肖像、名誉、荣誉的；

（五）宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动的；

（六）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

（七）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

（八）散布谣言，扰乱经济秩序和社会秩序的；

（九）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

（十）侮辱或者诽谤他人，侵害他人名誉、隐私和其他合法权益的；

（十一）法律、行政法规禁止的其他内容。

第七条　网络信息内容生产者应当采取措施，防范和抵制制作、复制、发布含有下列内容的不良信
息：

（一）使用夸张标题，内容与标题严重不符的；

（二）炒作绯闻、丑闻、劣迹等的；

（三）不当评述自然灾害、重大事故等灾难的；

（四）带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想的；
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（五）展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适的；

（六）煽动人群歧视、地域歧视等的；

（七）宣扬低俗、庸俗、媚俗内容的；

（八）可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好等的；

（九）其他对网络生态造成不良影响的内容。

第三章　网络信息内容服务平台

第八条　网络信息内容服务平台应当履行信息内容管理主体责任，加强本平台网络信息内容生态治
理，培育积极健康、向上向善的网络文化。

第九条　网络信息内容服务平台应当建立网络信息内容生态治理机制，制定本平台网络信息内容生
态治理细则，健全用户注册、账号管理、信息发布审核、跟帖评论审核、版面页面生态管理、实时巡
查、应急处置和网络谣言、黑色产业链信息处置等制度。

网络信息内容服务平台应当设立网络信息内容生态治理负责人，配备与业务范围和服务规模相适应

的专业人员，加强培训考核，提升从业人员素质。

第十条　网络信息内容服务平台不得传播本规定第六条规定的信息，应当防范和抵制传播本规定第
七条规定的信息。

网络信息内容服务平台应当加强信息内容的管理，发现本规定第六条、第七条规定的信息的，应当
依法立即采取处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

第十一条　鼓励网络信息内容服务平台坚持主流价值导向，优化信息推荐机制，加强版面页面生态

管理，在下列重点环节（包括服务类型、位置版块等）积极呈现本规定第五条规定的信息：

（一）互联网新闻信息服务首页首屏、弹窗和重要新闻信息内容页面等；

（二）互联网用户公众账号信息服务精选、热搜等；

（三）博客、微博客信息服务热门推荐、榜单类、弹窗及基于地理位置的信息服务版块等；

（四）互联网信息搜索服务热搜词、热搜图及默认搜索等；
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（九）其他对网络生态造成不良影响的内容。
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第九条　网络信息内容服务平台应当建立网络信息内容生态治理机制，制定本平台网络信息内容生
态治理细则，健全用户注册、账号管理、信息发布审核、跟帖评论审核、版面页面生态管理、实时巡
查、应急处置和网络谣言、黑色产业链信息处置等制度。

网络信息内容服务平台应当设立网络信息内容生态治理负责人，配备与业务范围和服务规模相适应

的专业人员，加强培训考核，提升从业人员素质。

第十条　网络信息内容服务平台不得传播本规定第六条规定的信息，应当防范和抵制传播本规定第
七条规定的信息。

网络信息内容服务平台应当加强信息内容的管理，发现本规定第六条、第七条规定的信息的，应当
依法立即采取处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

第十一条　鼓励网络信息内容服务平台坚持主流价值导向，优化信息推荐机制，加强版面页面生态

管理，在下列重点环节（包括服务类型、位置版块等）积极呈现本规定第五条规定的信息：

（一）互联网新闻信息服务首页首屏、弹窗和重要新闻信息内容页面等；

（二）互联网用户公众账号信息服务精选、热搜等；

（三）博客、微博客信息服务热门推荐、榜单类、弹窗及基于地理位置的信息服务版块等；

（四）互联网信息搜索服务热搜词、热搜图及默认搜索等；
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（五）互联网论坛社区服务首页首屏、榜单类、弹窗等；

（六）互联网音视频服务首页首屏、发现、精选、榜单类、弹窗等；

（七）互联网网址导航服务、浏览器服务、输入法服务首页首屏、榜单类、皮肤、联想词、弹窗
等；

（八）数字阅读、网络游戏、网络动漫服务首页首屏、精选、榜单类、弹窗等；

（九）生活服务、知识服务平台首页首屏、热门推荐、弹窗等；

（十）电子商务平台首页首屏、推荐区等；

（十一）移动应用商店、移动智能终端预置应用软件和内置信息内容服务首屏、推荐区等；

（十二）专门以未成年人为服务对象的网络信息内容专栏、专区和产品等；

（十三）其他处于产品或者服务醒目位置、易引起网络信息内容服务使用者关注的重点环节。

网络信息内容服务平台不得在以上重点环节呈现本规定第七条规定的信息。

第十二条　网络信息内容服务平台采用个性化算法推荐技术推送信息的，应当设置符合本规定第十
条、第十一条规定要求的推荐模型，建立健全人工干预和用户自主选择机制。

第十三条　鼓励网络信息内容服务平台开发适合未成年人使用的模式，提供适合未成年人使用的网
络产品和服务，便利未成年人获取有益身心健康的信息。

第十四条　网络信息内容服务平台应当加强对本平台设置的广告位和在本平台展示的广告内容的审

核巡查，对发布违法广告的，应当依法予以处理。

第十五条　网络信息内容服务平台应当制定并公开管理规则和平台公约，完善用户协议，明确用户

相关权利义务，并依法依约履行相应管理职责。

网络信息内容服务平台应当建立用户账号信用管理制度，根据用户账号的信用情况提供相应服务。

第十六条　网络信息内容服务平台应当在显著位置设置便捷的投诉举报入口，公布投诉举报方式，
及时受理处置公众投诉举报并反馈处理结果。
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第十七条　网络信息内容服务平台应当编制网络信息内容生态治理工作年度报告，年度报告应当包
括网络信息内容生态治理工作情况、网络信息内容生态治理负责人履职情况、社会评价情况等内容。

第四章　网络信息内容服务使用者

第十八条　网络信息内容服务使用者应当文明健康使用网络，按照法律法规的要求和用户协议约定，
切实履行相应义务，在以发帖、回复、留言、弹幕等形式参与网络活动时，文明互动，理性表达，不
得发布本规定第六条规定的信息，防范和抵制本规定第七条规定的信息。

第十九条　网络群组、论坛社区版块建立者和管理者应当履行群组、版块管理责任，依据法律法
规、用户协议和平台公约等，规范群组、版块内信息发布等行为。

第二十条　鼓励网络信息内容服务使用者积极参与网络信息内容生态治理，通过投诉、举报等方式
对网上违法和不良信息进行监督，共同维护良好网络生态。

第二十一条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得利用网
络和相关信息技术实施侮辱、诽谤、威胁、散布谣言以及侵犯他人隐私等违法行为，损害他人合法权
益。

第二十二条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得通过发

布、删除信息以及其他干预信息呈现的手段侵害他人合法权益或者谋取非法利益。

第二十三条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得利用深
度学习、虚拟现实等新技术新应用从事法律、行政法规禁止的活动。

第二十四条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得通过人
工方式或者技术手段实施流量造假、流量劫持以及虚假注册账号、非法交易账号、操纵用户账号等行
为，破坏网络生态秩序。

第二十五条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得利用党
旗、党徽、国旗、国徽、国歌等代表党和国家形象的标识及内容，或者借国家重大活动、重大纪念日
和国家机关及其工作人员名义等，违法违规开展网络商业营销活动。

第五章　网络行业组织

第二十六条　鼓励行业组织发挥服务指导和桥梁纽带作用，引导会员单位增强社会责任感，唱响主
旋律，弘扬正能量，反对违法信息，防范和抵制不良信息。
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第十七条　网络信息内容服务平台应当编制网络信息内容生态治理工作年度报告，年度报告应当包
括网络信息内容生态治理工作情况、网络信息内容生态治理负责人履职情况、社会评价情况等内容。

第四章　网络信息内容服务使用者

第十八条　网络信息内容服务使用者应当文明健康使用网络，按照法律法规的要求和用户协议约定，
切实履行相应义务，在以发帖、回复、留言、弹幕等形式参与网络活动时，文明互动，理性表达，不
得发布本规定第六条规定的信息，防范和抵制本规定第七条规定的信息。

第十九条　网络群组、论坛社区版块建立者和管理者应当履行群组、版块管理责任，依据法律法
规、用户协议和平台公约等，规范群组、版块内信息发布等行为。

第二十条　鼓励网络信息内容服务使用者积极参与网络信息内容生态治理，通过投诉、举报等方式
对网上违法和不良信息进行监督，共同维护良好网络生态。

第二十一条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得利用网
络和相关信息技术实施侮辱、诽谤、威胁、散布谣言以及侵犯他人隐私等违法行为，损害他人合法权
益。

第二十二条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得通过发

布、删除信息以及其他干预信息呈现的手段侵害他人合法权益或者谋取非法利益。

第二十三条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得利用深
度学习、虚拟现实等新技术新应用从事法律、行政法规禁止的活动。

第二十四条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得通过人
工方式或者技术手段实施流量造假、流量劫持以及虚假注册账号、非法交易账号、操纵用户账号等行
为，破坏网络生态秩序。

第二十五条　网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得利用党
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和国家机关及其工作人员名义等，违法违规开展网络商业营销活动。
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旋律，弘扬正能量，反对违法信息，防范和抵制不良信息。
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第二十七条　鼓励行业组织建立完善行业自律机制，制定网络信息内容生态治理行业规范和自律公
约，建立内容审核标准细则，指导会员单位建立健全服务规范、依法提供网络信息内容服务、接受社
会监督。

第二十八条　鼓励行业组织开展网络信息内容生态治理教育培训和宣传引导工作，提升会员单位、
从业人员治理能力，增强全社会共同参与网络信息内容生态治理意识。

第二十九条　鼓励行业组织推动行业信用评价体系建设，依据章程建立行业评议等评价奖惩机制，
加大对会员单位的激励和惩戒力度，强化会员单位的守信意识。

第六章　监督管理

第三十条　各级网信部门会同有关主管部门，建立健全信息共享、会商通报、联合执法、案件督
办、信息公开等工作机制，协同开展网络信息内容生态治理工作。

第三十一条　各级网信部门对网络信息内容服务平台履行信息内容管理主体责任情况开展监督检

查，对存在问题的平台开展专项督查。
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主管部门依据职责，按照《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律、行政
法规的规定予以处理。

第三十六条　网络信息内容服务平台违反本规定第十一条第二款规定的，由设区的市级以上网信部
门依据职责进行约谈，给予警告，责令限期改正；拒不改正或者情节严重的，责令暂停信息更新，按
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照有关法律、行政法规的规定予以处理。

第三十七条　网络信息内容服务平台违反本规定第九条、第十二条、第十五条、第十六条、第十七条
规定的，由设区的市级以上网信部门依据职责进行约谈，给予警告，责令限期改正；拒不改正或者情节

严重的，责令暂停信息更新，按照有关法律、行政法规的规定予以处理。

第三十八条　违反本规定第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三
条、第二十四条、第二十五条规定的，由网信等有关主管部门依据职责，按照有关法律、行政法规的
规定予以处理。

第三十九条　网信部门根据法律、行政法规和国家有关规定，会同有关主管部门建立健全网络信息
内容服务严重失信联合惩戒机制，对严重违反本规定的网络信息内容服务平台、网络信息内容生产者
和网络信息内容使用者依法依规实施限制从事网络信息服务、网上行为限制、行业禁入等惩戒措施。

第四十条　违反本规定，给他人造成损害的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责

任；尚不构成犯罪的，由有关主管部门依照有关法律、行政法规的规定予以处罚。

第八章　附则

第四十一条　本规定所称网络信息内容生产者，是指制作、复制、发布网络信息内容的组织或者个
人。

本规定所称网络信息内容服务平台，是指提供网络信息内容传播服务的网络信息服务提供者。

本规定所称网络信息内容服务使用者，是指使用网络信息内容服务的组织或者个人。

第四十二条　本规定自2020年3月１日起施行。
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メディア・レポート

2020 年の新聞界

阿 部　圭 介*

「コロナ禍」によって新聞界も揺れ動いた1年になった。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、
政府により緊急事態宣言が発出され、外出の自粛も求められた。感染拡大を防ぐために人と人との
接触を減らすことが求められ、人と会って話を聞くことが基本とされる報道機関の取材活動は大き
な影響を受けることになった。経営面でも、多くの経済活動が停滞し、広告出稿が大幅に減少し
た。新聞の総ページ数も減少。部数減少にも歯止めが掛からなかった。「インフォデミック」と呼
ばれる事態が起きる中、予防策も治療法も確立していない未知の感染症をどのように報じるか、報
道姿勢も問われた。新聞に対する信頼度は、高水準であるとの調査結果もある一方で、緊急事態宣
言下、新聞記者や社員である元記者が検事長と賭けマージャンを行っていたことが発覚し、大きな
批判を浴びた。

部数、売上高など減少続く
2020年10月時点の日本新聞協会加盟116紙の総発行部数は3509万1944部で、前年比7.2％減だっ

た。
（1）

これまで最大だった2018年の5.3％減を大きく上回る減率となった。1世帯当たりの部数は0.05
部減少し、0.61部となった。

同協会調べの2019年度新聞91社の総売上高は、前年より99億円減少し、1兆6526億円だった。
（2）

減
少傾向が続くものの、前年度比（以下同）0.6％減と減少幅は縮小した。内訳を見ると、従来大き
な割合を占めていた「販売収入」が3.5％減、「広告収入」は6.5％減だった一方、「その他営業収入」
は11.5％増だった。デジタル関連事業収入の割合は、一般紙61社の平均で、前年度比（以下同）
0.26ポイント増の1.630％だった。スポーツ4紙の平均は2.047ポイント増の10.856％で、初めて10％
を超えた。

新聞広告の状況について、これまで当欄では電通調べ「日本の広告費」を紹介してきた。同調査
は例年2月下旬に発表され、今回も2020年の結果は締め切りには間に合わないが、電通広告統計

（DAS）も用いてコロナ禍の状況を見ることにする。
まず、記録としての連続性を保つため「2019年　日本の広告費」の結果を紹介したい。

（3）
総広告費

は前年比6.2％増の6兆9381億円だった。ただし、今回から「物販系 EC プラットフォーム広告費」
を新設、「展示・映像ほか」を「イベント」を加えた「イベント・展示・映像ほか」に改定したた
め増加している。従来の集計方法では、前年比1.9％増の6兆6514億円となる。新聞広告費は同5.0％
減の4547億円だった。インターネット広告費は、同19.7％増の2兆1048億円となり、テレビ広告費
の1兆8612億円（同2.7％減）を上回り、初めて2兆円を超えた。インターネット広告費のうち、マ
スコミ四媒体由来のデジタル広告費では、新聞社が運営するデジタルメディア関連の広告費「新聞

*あべ　けいすけ　一般社団法人日本新聞協会
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デジタル」は前年比10.6％増の146億円だった。「新聞デジタル」の構成比は、広告費全体でみると
前年と変わらず0.2％だった。新聞広告費と「新聞デジタル」を合計すると、2018年は4916億円、
2019年は4693億円と4.5％の減少となる。

次いで、2020年の新聞の状況について、電通広告統計を用いてみてみたい。
（4）

2020年の新聞118紙の総ページ数は、前年比5％減の96万9578ページと、100万ページを下回った
（前年は102万0494ページ）。とりわけ、4、5、6月は、例年ページ数が少ない2月を下回っている。2
月が前年比0.4％減の7万8430ページだったのに対し、4月は同10.7％減の7万5210ページ、5月は同
9.0％減の7万5518ページ、6月は同7.7％減の7万6774ページだった。

2020年の新聞広告掲載量も大きく落ち込み、前年比6.5％減の439万7811段だった。月別では、3、
4、5月が前年比1割以上減少し、3月が同10.1％減の40万7934段、4月が同13.3％減の32万7837段、5
月が同12.2％減の32万3639段だった。

これらの統計からは、新型コロナウイルス感染拡大と緊急事態宣言発出に伴う経済活動の停滞
が、新聞広告に影響したとはっきりと示された。

新型コロナウイルス報道
新型コロナウイルス感染症拡大下における新聞報道については、日本新聞協会が運営するニュー

スパーク（日本新聞博物館）が2020年7月18日から9月27日まで開催した緊急企画展「新型コロナと
情報とわたしたち」の展示内容をまとめた「簡易資料集」に沿って振り返りたい。

（5）

同企画展は、全体を3章に分けた。第1章は「新型コロナウイルス　新聞はどう伝えたか」として
時系列に報道を振り返った。第2章は「歴史に学ぶ感染症と情報」として過去の感染症報道を展示
した。第3章は「『情報』に惑わされる、励まされる」として、人々が惑わされたが「インフォデ
ミック」の実情や、逆に情報によって人々が励まされる側面を取り上げた。

第1章によると、新型コロナウイルスに関する日本での初報は、2020年1月1日付の読売新聞と、
共同通信の配信記事であるとされる。初報は小さな短信記事として扱われたが、三が日が過ぎ、事
態の深刻さが伝わると、段付の見出しが立つ記事となった。その後、横浜港に停泊した客船での感
染拡大と隔離、市中での感染の広がり、小・中・高等学校の一斉休校、東京オリンピック・パラリ
ンピックの延期など、次第に社会生活や経済にも影響が表れ、大きく報道されるようになった。ま
たコメディアンの志村けんさんが新型コロナウイルスにより急死、同資料集では「芸能人の訃報を
一般紙がトップで扱うのは異例で、誰もが知っている人気者との突然の別れが人々に与えた衝撃、
感染者の命をあっという間に奪う新型コロナウイルスの恐ろしさを物語っている」としている

（「簡易資料集」pp.12-13）。
第2章は、博物館が所蔵する歴史的資料を用いて、コレラやスペイン風邪の流行時の報道などを

紹介した。当時の迷信・流言を取り上げ、「いずれも一笑に付されそうな内容だが、今回のコロナ
禍で『26℃のお湯でウイルスが死滅する』といった誤った情報が流布したことを考えると、あまり
状況は変わっていないとも考えられる」と現代への教訓を述べている（同 p.19）。また、スペイン
風邪では、「飛沫感染の防止の呼び掛け（「患者に近寄るな」）、医療の疲弊（「感冒の為に看護婦の
出払い」）、著名人の死（「島村抱月氏逝く」）、政府の感染症対策への不満（「感冒の床から」（与謝
野晶子））、便乗値上げ（「マスクの値上がり」）、マスクを着用せずに行われた政治集会（「尾崎行雄
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の演説会」）。まるで今回の新型コロナウイルス感染症で見聞きしたような報道が、スペイン風邪流
行の当時にもあったことがよく分かる」としている（同 p.23）。

第3章は、「トイレットペーパーデマ騒動─『インフォデミック』とは」「確かな情報とは　専
門家でも分からないことがある」「分からない不安が招く事態」の3点に沿って問題提起し、研究者
らのコメントを紹介した。
「トイレットペーパーデマ騒動─『インフォデミック』とは」では、日本経済新聞と東京大

学・鳥海不二夫准教授らの分析によって判明した、トイレットペーパーの買い占め騒動は、デマそ
のものが拡散したから起きたのではなく、デマを打ち消す情報が広まったにもかかわらず起きたと
の構図を紹介した。その上で、「デマが流され、騒動が起きたこと自体は事実ではあった。しかし、
その事実を、デマを否定しながらではあるものの、伝えた報道機関にも大きな課題が残った」と問
題提起した（同 pp.32-33）。
「確かな情報とは　専門家でも分からないことがある」は、「刻々と変わる事態の中では、専門家

の見解さえも刻々と変わっていく。リスクに対して合理的な対応をしていくため、そのことを互い
に受け入れていくにはどうすればいいのか」という問題意識に基づき、メディア研究者らのコメン
トを紹介した（同 p.36）。

 「分からない不安が招く事態」は、「流言・デマの原因の一つが、不安や恐怖である」という従
来からの研究結果を紹介しつつ、コロナ禍で起きた差別や嫌がらせ、過剰な自粛を求める「自粛警
察」などの事象を報道する紙面を展示した。また、感染状況や感染者について詳報する記事に「感
染者らへの差別を助長しているのではないかとの疑問も寄せられた」ことが、第1章で展示した
ニューヨーク・タイムズやボストン・グローブの紙面が「多くの市井の人の死を悼み、実名で仕事
や人となりとともに掲載したのとは対照的だった」としている（同 p.40）。それとともに、日本新
聞協会と日本民間放送連盟（民放連）が、医学研究者や臨床家ら専門家と意見交換をもとに発表し
た、「新型コロナウイルス感染症の差別・偏見問題に関する共同声明」を紹介した（同 p.41）。

展示では、このような「人間の持つ暗い側面がもたらした出来事に注目」する一方で、新聞の紙
面編集や記事、写真、広告などで時にはユーモアも交えながら励まし合うメッセージを伝えてきた
ことも示した（同 p.47）。

企画展とその簡易資料集では、このコロナ禍で起きた情報やメディアの問題を到底網羅しきれて
いない。むしろ「簡易資料集」の表紙で問題提起している通り、インフォデミックについて「一過
性のものではない」とし、新型コロナウイルス感染症が「収束の日が来てもなお検証し、考え続け
なければならない」ことであろう。

賭けマージャン問題と「ボーイズクラブ」
「週刊文春」は、「黒川弘務検事長は接待賭けマージャン常習犯」との記事を掲載、賭けマージャ

ンの相手は産経新聞の記者2人と朝日新聞社社員（元記者）であることを報じた。
（6）

黒川検事長は、
安倍晋三政権下で疑念がもたれた法解釈変更によって定年が延長されるとともに、検事総長への就
任も取りざたされていた。新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言中、新聞関係者がその
ような人物と、賭けマージャンという違法な行為を行っていたことは、大きな批判を招いた。朝
日、産経の両社は、おわびのコメントを出すとともに、

（7）
調査結果と処分を行った旨を紙面に掲載し
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た。
（8）
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このような、地域に根ざして、問題を掘り起こし、全国的にも波及するという報道が続いている。

静岡新聞社は8月13日、「静岡新聞社イノベーションリポート」を公開した。
（10）

イノベーションリ
ポートという名称は、2014年に公開されたニューヨーク・タイムズ社の「Innovation Report」に
範を取ったものと思われる。静岡新聞社のリポートでは、「ユーザー」が誰であるのか、という点
を問い直している。ユーザーは「購読者」であるのか、「県民」であるのか。県民だとしても、満
遍なく全員を想定すればいいのかといった点である。リポートでは、「地域を愛し、共に成長した
いと願う、前向きな気持ちの人たち 〈地域を形づくる生活者・企業〉」としている。
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める。」宣言を行った。意図するところは、ユーザーをマスとして捉えるのではなく、県民一人一
人と向き合うという決意だという。

取り組みは緒に就いたところであり、多くの新聞・メディア関係者から注目を集めている。

（ 1 ）　日本新聞協会（2021）「新聞協会報」2021年1月1日付

（ 2 ）　日本新聞協会（2020）「《新聞社の経営関連調査》その他収入が11.5％増　総売上高1兆6526億円」

https://www.pressnet.or.jp/news/headline/201013_13777.html。同協会の「新聞社の総売上高の推移」も

参照 https://www.pressnet.or.jp/data/finance/finance01.php
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（ 3 ）　電通（2020）「2019年 日本の広告費」。https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2019/

（ 4 ）　以下、新聞総ページ数と新聞広告掲載量は、電通（2021）「電通広告統計（DAS）」による。

（ 5 ）　以下の記述は、ニュースパーク（日本新聞博物館）（一般社団法人日本新聞協会博物館事業部）編

（2021）「緊急企画展『新型コロナと情報とわたしたち』簡易資料集」による。なお、筆者は同資料集の編

集に関わっている。

（ 6 ）　文藝春秋「週刊文春」2020年5月28月号。

（ 7 ）　朝日新聞社（2020）「朝日新聞」5月22日付。産経新聞社（2020）「産経新聞」5月22日付。

（ 8 ）　朝日新聞社（2020）「朝日新聞」6月20日付。産経新聞社（2020）「産経新聞」6月17日付。

（ 9 ）　林美子（2020）「ボーイズクラブ構造の解体を─『抱きつき取材』の弊害とセクハラ事件との共通点」

『新聞研究』2020年10月号。

（10）　以下は、静岡新聞社（2020）「静岡新聞社イノベーションリポート」による。静岡新聞社（2020-21）「わ

たしたちは、ユーザーファーストな企業へと生まれ変わります。静岡新聞社・静岡放送　企業変革への取

り組み」https://www.at-s.com/userfirst/index.html　からダウンロード可能。
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メディア・レポート

2020 年の放送界概観

片 野　利 彦*

本稿では、2020年の放送界をいくつかのテーマに絞って概観する。

◆新型コロナウイルスの影響と対応
新型コロナウイルスの感染拡大は放送界にも大きな影響をもたらした。
感染の拡大を受け、政府は1月に「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、2月からは全

国の小・中・高校の臨時休校を要請した。また、4月には新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく緊急事態宣言を発出した。夏に開催予定だった東京オリンピック・パラリンピックは史上初
めて延期されることとなった。その後、新規感染者数は一時的に減少したものの、秋以降に増加傾
向に転じ、年末にかけて大幅な拡大が続いている。

放送局は感染の拡大を踏まえ、番組の公開収録、観覧や関連イベントなどを取りやめた。番組制
作にあたっては、リモート収録の活用、会議や打ち合わせの参加人数や時間の制限、マスクの着用
や機材の消毒などの対策の実施、スタジオなどでの定期的な換気や仕切りの設置などさまざまな対
応をとった。ロケや取材においても、人との間に一定の間隔を空ける、高齢者や妊婦が周囲にいな
いか注意する、マスクを着用していない人へのインタビューを避けるなどの対応を進めた例もあっ
た。

放送面でも、視聴者やリスナーに向けた取り組みを各局が展開した。自治体の要請を受け、臨時
休校中の児童・生徒に向けた教育支援番組が春から夏にかけて断続的に放送された。サブチャンネ
ルや動画配信サイトを活用した事例や、北海道、熊本など、エリア内の放送局が連携し、教科や学
年を分担して放送した例もあった。ローカル局の連携の事例としては、“ ステイホーム ” や感染予
防の呼びかけ、正しい手洗いの方法の解説動画などを発信するものが見られた。また、打撃を受け
た地域の産品や飲食店の応援、コンサートなどが開けなくなったアーティストの支援、地域にゆか
りのある著名人や感染症の専門家、首長などによるメッセージの発信、アナウンサーによる絵本の
朗読・読み聞かせなど、多彩なキャンペーンを多くのローカル局が行った。TBS ラジオ、文化放
送、ニッポン放送、TOKYO FM、J-WAVE の在京ラジオ5社は、医師などの声を伝えることで医
療現場を応援する共同プロジェクトを医療関係者と連携して展開した。

番組に関しては、収録・制作を一時的に取りやめたことなどから、ドラマの放送延期や情報番組
の休止、再放送の増加などの動きがあった。このような中で、NHK「今だから、新作ドラマ作っ
てみました」（5月）、フジテレビ「世界は3で出来ている」（6月）、日本テレビ「リモートで殺され
る」（7月）など、コロナ禍ならではの制作手法や演出を用いたドラマが放送されたほか、ソーシャ
ルディスタンスの社会における恋愛を描いた日本テレビ「＃リモラブ～普通の恋は邪道～」（10月）

*かたの　としひこ　一般社団法人日本民間放送連盟　編集部
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などが人気を博した。また、TBS テレビの人気作「半沢直樹」（7月）は、撮影の遅延により9月6
日に放送を予定していた第8話が延期となり、急遽生放送の特番を組んで話題となった。

5月には、感染者や医療従事者への差別・偏見を防ぐため、日本民間放送連盟と日本新聞協会が
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◆放送倫理・番組向上機構（BPO）の動向
2020年、NHK と民放連が作る放送界の第三者機関である放送倫理・番組向上機構（BPO）は多

数の決定を公表した。
・放送倫理検証委員会
1月、関西テレビの情報バラエティ番組に放送倫理違反があったとする意見を公表した。日本と

韓国の外交に関するトークの中で、女性出演者が「韓国って、手首切るブスみたいなもん」などと
発言した。委員会は、制作者の放送倫理規範への深い理解が不十分だったと指摘した上で、民放連
放送基準や同社のガイドラインなどにも違反すると判断した。

2月、TBS テレビのバラエティ番組に放送倫理違反があったとする意見を公表した。リトルリー
グの試合映像に、投球が実際より速く見えるよう早回し加工をしていたことが明らかになった。そ
の他にも同様の加工が行われていた。委員会は、制作者に加工への抵抗感が少なかった点を問題視
し、映像加工技術の進展に対応するチェックの仕組みを課題に挙げた上で、民放連放送基準などに
抵触すると結論した。

3月、NHK 国際放送のドキュメンタリー番組に放送倫理違反があったとする意見を公表した。家
族や友人のレンタルサービスを取り上げたが、利用者が運営会社のスタッフだった。委員会は、制
作を受託した NHK エンタープライズが取材対象の選定を取材先に任せきりだった点を問題視し、

「本件番組を放送したことについて放送倫理違反があった」と判断した。
4月、北海道放送のローカルワイド番組に放送倫理違反があったとする意見を公表した。2019年7

月の参院選に向け、シリーズ企画を放送した中で、公示前日に北海道出身で参院比例代表選に立候
補した鈴木宗男氏を取り上げた。委員会は、「選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない」と
する民放連放送基準12条の意義や内容が理解されていないなどと指摘した上で、特定の候補者のみ
を取り上げることは選挙の公平・公正を損なうなどと結論した。

6月、琉球朝日放送と北日本放送の単発番組について、「番組と広告」の関係をめぐり、放送倫理
違反があったとする意見を公表した。沖縄にセブンイレブンが初出店した模様をドキュメンタリー
調にまとめた前者については、「特定商品の PR 色が濃く、視聴者に広告放送であると誤解を招く
内容・演出」と判断した。金融商品仲介会社の事業内容などを紹介した後者については、「スポン
サーの意向や事業から独立した内容なのか見分けがつきにくく、視聴者が誤解するのも無理はな
い」と指摘し、放送倫理違反があったと判断した。その上で、「番組と広告の境目」をめぐり、民
放連や民放各局の自主的・自律的な検討を求めた。委員会は10月、更に複数の類似の事例について
討議を進めた結果、放送事業者側の自主的な対応を求める委員長談話を公表した。

8月、TBS テレビのバラエティ番組に放送倫理違反があったとする意見を公表した。専門家がメ
キシコの希少動物を発見し捕獲する内容を放送したが、一部の動物を番組ディレクターが事前に準
備していた。委員会は「視聴者との間の約束を逸脱した」と指摘し、番組の全体会議が開かれずに
制作者間の意思統一が行われなかったことを問題視した上で、放送倫理違反があったと結論した。

9月、テレビ朝日の報道番組に放送倫理違反があったとする意見を公表した。業務用スーパーを
舞台とした特集を放送したが、登場した客が、特集を担当した外部ディレクターの知人らであっ
た。委員会は、過度の「撮れ高至上主義」の問題と指摘し、内容が公正さを欠き放送倫理違反が
あったと結論した。
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・放送人権委員会
2月、テレビ東京の報道番組の放送でプライバシーなどが侵害されたなどと宗教団体信者が申し

立てていた事案で、問題はなかったとする見解を発表した。番組は、団体の施設前で申立人らが撮
影を拒否する模様を放送した。申立人は放送の結果、信者であることが明らかになったと主張した
が、委員会は「一般の視聴者で人物を特定できる者はわずか」と指摘し、同局の放送の公共性・公
益性を認めた。



書評

花田達朗『ジャーナリズムの実践
─主体・活動と倫理・教育1（1994 ～ 2010 年）』

（彩流社 2018 年）

中 　　正 樹*

１ ．はじめに
本書の著者である花田達朗氏（以後、敬称略）は、日本を代表するジャーナリズム研究者の一人

である。ジャーナリズム研究を志したものであれば、一度ならずともその論考を目にした機会があ
るだろう。

花田は早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、ミュンヘン大学大学院を経て東京大学社会情
報研究所助教授に着任、教授を経て2003年より同研究所の所長となった。その後、社会情報研究所
から大学院情報学環への改組により2004年から学環長に就任している。2006年から早稲田大学に移
動して教育・総合科学学術院教授を務め、2018年3月末に定年退職した。その間、2007年より早稲
田大学ジャーナリズム教育研究所所長、2015年より早稲田大学ジャーナリズム研究所所長も務めて
いる。

（1）

ジャーナリズム研究者としての花田は、「ジャーナリスト養成教育」への取り組みで知られてい
る。元々は公共圏論や空間論、そして制度論といった理論研究を中心に取り組んでいた彼が、いか
にしてジャーナリスト養成教育の制度的実現を試みるに至ったのか。本書は、その経緯を知るため
の貴重な資料となっている。

本書は、花田の40年間のジャーナリズム研究の集大成となる「花田達朗ジャーナリズムコレク
ション」の第1巻である。同コレクションは、全7巻が予定されている。まず第2巻『ジャーナリズ
ムの実践─主体・活動と倫理・教育2（2011～2017年）』が2018年2月16日に刊行され、

（2）
それに続

いて本書が第1巻として同年12月15日に刊行された。現時点では、第3巻となる『公共圏─市民社
会再定義のために』まで刊行されている。

（3）

本書に収録されているのは、花田が「ジャーナリズムの実践」というテーマでカバーされるとみ
なした1994年から2010年までの16年間に記された26本の論考である。

（4）
収録された論考は、大きく三

つの時期に分けられる。著者の言葉を借りて述べるならば、それは順番に「緩行」、「敢行」、「徐
行」の時期となる（花田 2018a: 3）。そして、本書の中心となるのは「敢行」の時期の論考である。
この時期、花田はジャーナリスト養成教育の制度的実現に着手する。その活動の前提となった思考
の一端が、本書に収録された論考には含まれている。

*なか　まさき　日本大学法学部新聞学科　准教授
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2 . 本書の構成
本書は、先述の三つの時期を表す言葉をタイトルとして冠した3部構成となっている。

第１部「緩行」
第1部の「緩行」のタイトルについて、花田は「それまでほとんど書かなかったジャーナリズム

について1994年から書き始めて、このテーマではゆっくりと歩いていたので」（花田 2018a: 3）そ
う名付けたと述べている。

その始まりの段階では、花田は日本のジャーナリズムの現状についてはあまり言及していない。
第1部冒頭の論考「『新聞の公共性』の運命─マスメディア、ジャーナリズム、公共圏の相互関連
において」（1994）は、そのタイトルが示す通り新聞の公共性についての論考である。そこでは、
いわば概念としての「新聞」を前提として実際のそれに対する直接的な批判を避けつつ、公共圏の
耕作者としてのジャーナリストが果たすべき役割について言及している。その後の論考から顧みれ
ば、かなり抑制的な内容である。

その焦点が日本のジャーナリズムに向けられるにつれ、その現状とそれを対象とするジャーナリ
ズム研究に対する疑義が、花田の論考には散見されるようになる。その問題意識は、第1部の最後
の論考となる「新聞を＜学＞することの困難と希望」（1998）で顕在化する。本論考で、花田は
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いて企業を越えたスタンダードは存在しない、（四）多くの大学にマス・コミュニケーションや
ジャーナリズムに関する学部や学科は存在するけれども、ジャーナリスト教育という局面で大学と
メディア産業の間に連携はみられない（花田 2018a: 127）。

ミーティングを経て、花田は自問する。制度化されたジャーナリスト教育が存在する欧米と、そ
れが存在しない日本─その違いはどこにあるのだろうか。

制度化されたジャーナリスト教育はなぜ日本にはないのだろうか。なぜ日本にはそれがなくて
済んだのだろうか。それがなくても済んだ条件とは何だったのか。それがなかったことにより
どのような代償が発生しただろうか。これからもこのままでやっていけるだろうか。やってい
けなくなるとすれば、一体どのような条件の変化がそうさせるだろうか。やっていけなくなっ
たとき、どのようなジャーナリスト教育のプログラムが構想されるべきであろうか（花田 
2018a: 129）

自らの問いに応えるかのごとく、花田はジャーナリスト教育についての分析と検討を精力的に進
めていく。それらが、この「敢行」期の論考群である。また、その傍らで、ジャーナリスト教育を
制度的に実現するための企画にも彼は取り組み始めていた。

（6）
上述の自問を前提とするならば、当時

の日本のジャーナリズムは、すでに「やっていけなくなった」状態にあるとみなしていたというこ
とだろう。その改善のためには、制度的なジャーナリスト教育の導入はもはや一刻の猶予もないと
考えられた。その危機感が、ジャーナリスト養成教育に取り組まざるを得ない状況へと自らを追い
込んだように考えられる。

（7）

第３部「徐行」
第3部の「徐行」には、花田が「敢行」期を「あきらめとともに終えて」（花田 2018a: 7）以降の

論考がまとめられている。このタイトルの由来について、彼は「もう走らなくなった、（中略）い
や走れなくなったという方が正確かもしれない」（花田 2018a: 3）と述べている。彼の表現を借り
るならば「そこには疾走できるトラックがなかった」─ジャーナリスト養成教育を根付かせる場
所が存在していなかったことを実感した時期ということになるだろう。

花田は「制度権力がなければ、制度は変えられない。無駄に力を消耗しても仕方がない。変な妥
協はしたくない。力を次にどう使うか、そしてその時期がいつ来るか、考えた方がよい」（花田 
2018a: 7-8）として、この時期に制度権力から距離を置いて学生への教育に力を入れたと述懐して
いる。いわば、禅における「諦め」の境地に至ったというべきであろうか。
「徐行」期を象徴するのが、その冒頭の論考「ジャーナリズムの新しい環境の始まりと『マスコ

ミ』時代の終わり─ジャーナリスト養成教育への状況認識」（2008）である。本論考において、
花田は「敢行」期における自らの活動を省みつつ、東京大学から早稲田大学に移動して以降、同大
学で取り組んだジャーナリスト養成教育について説明している。

その試みは、「まさに試行錯誤であり、成功もあれば、失敗もあった」（花田 2018a: 313）。とり
わけ、専門大学院として独立したジャーナリズム大学院の設立を目指したものの、それが大学院政
治学研究科のジャーナリズムコースの設立に留まらざると得なかったことに対しては、行間から無
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念が読み取れる。それでも花田は、「私としてはこのジャーナリズムコースは出発点であり、そこ
に留まらず、さらなる展開が必要だと考えており、その展開を願っている」（花田 2018a: 315）と
述べ、今後の発展に一縷の望みを託している。

本論考の最後で、花田は改めて日本のジャーナリズムが危機的状況にあることについて警鐘を鳴
らす。戦後一貫して続いてきた日本のジャーナリズムをめぐる構造はもはや崩壊の瀬戸際にあり、
ジャーナリスト養成教育はそれに対処するための準備であったことが述べられる。そして、ジャー
ナリストたち─本論考が掲載された『朝日総研リポート AIR21』の読者たち─に対して、こ
の状況は見方を変えればジャーナリズムの構造を「手術」するチャンスでもあることを指摘し、こ
の機会を生かしてジャーナリズムは「自身をそれとして徹底化すること」ことを通じて「再近代
化」することができる筈だと提言する。本論考は、花田がジャーナリスト養成教育について書いた
最後の論考となった。

3 . 本書の意義
2000年代、大学におけるジャーナリズム教育が半世紀ぶりに活性化した。その契機となったの

は、1990年代後半に大学審議会が「高度職業人の育成」の機能を大学院に求める答申を出したこと
にあった。それを受けて、文部科学省は大学院設置基準を改正して専門大学院の設置を可能にし
た。その過程で大学におけるジャーナリズム教育を見直す動きが生じ、ジャーナリストの養成を目
的とする専門大学院構想が一部の大学で論じられるようになったのである。

その渦中において、大きな存在感を示したのが花田である。彼は急激なメディア環境の変化に
よって日本のジャーナリズムのプロフェッションのあり方が問い直される時期が到来したことを指
摘し、今こそジャーナリスト養成教育を導入する機会であるとして、その制度的実現のために奔走
する。本書に収録されたのはまさにその時期の論考群であって、同時期のジャーナリスト養成教育
をめぐる状況を把握するための資料として意義がある。

そして、本書にはもう一つの意義がある。それは、日本のジャーナリズム研究者が抱える苦悩を
知らしめる意義である。

日本のメディア企業にとって、ジャーナリズムは「イズム」というよりも「ツール」である。
ジャーナリズムは営利活動の一環に過ぎない。しかし、研究者はジャーナリズムを「ツール」では
なく「イズム」であるとみなそうとし、日本のジャーナリズムにおける「イズム」の不在を問題視
する。そしてメディア企業は、営利につながらず、むしろその存在意義を批判する研究に対して関
心を持たない。

それでは、研究対象たるジャーナリズムの主体が関心を持たない研究の存在意義とは一体何だろ
うか。そこに、ジャーナリズム研究者の苦悩がある。花田の挑戦は、その存在意義を問うための試
みでもあったと筆者は考える。そして、それは「敗北」に終わった（花田 2018b: 128）。

花田は、ジャーナリズム、そしてそれを研究対象とするジャーナリズム研究に、民主主義社会を
支える責任を求めた。そして、自らもその責任を果たそうとした。他者に責任を求める者は、自ら
も責任を担わねばならない。その清廉な思考は、結果として彼自身を追い込んでいったように思え
る。

本書に収録されるにあたり各論考に追記された「補記」には、論考の背後に存在した諸事情や、
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それにまつわる花田の苦悩がうかがえる内容になっている。筆者はそれらに触れることで、ある意
味で救われたような気持ちになった。花田をして、そうなのである。だとするならば、末端の
ジャーナリズム研究者である筆者が苦悩するのは当然のことなのだ。
「敗北」について記された第2巻は、第1巻に先立って刊行されている。筆者は先に第2巻を読了

し、続けて本書を読むことになった。それはジャーナリズム研究者である筆者に苦い読後感を残し
たが、同時に爽やかな諦観を与えた。花田に無理ならば、誰にとっても無理である。だとするなら
ば、その先達の挑戦を知った上で、自分は何ができるのか。そのことを考えたいと思うのだ。

注

（ 1 ）　花田（2018a）掲載のプロフィールより。

（ 2 ）　第1巻の副題は「主体・活動と倫理・教育1（1994～2010年）」と表記されているが、第2巻の副題は「主

体・活動と倫理・教育2（2011～2017）」と「年」の表記に相違がある。出版元の彩流社に確認したところ、

先に刊行された第2巻の時点では表記しなかったが、続く第1巻から表記することにしたとことであった。

本稿では統一性をとるため、後に刊行された第1巻の形式を踏襲して第2巻の副題を「主体・活動と倫理・

教育12（2011～2017年）」と表記している。

（ 3 ）　続巻として、第4巻『ジャーナリズムの空間─制度研究へのアプローチ』、第5巻『ジャーナリズムの

環境条件─メディアとテクノロジー』、第6巻『ジャーナリズムと時評』、第7巻『事典　補遺・索引』が

予定されている（彩流社の本書紹介ページより。2021年1月31日取得、https://www.sairyusha.co.jp/bd/

isbn978-4-7791-2529-4.html）。

（ 4 ）　2011年以降の論考は、第2巻に収録されている。2011年が区切りとなってことについて、東日本大震災

の発生した同年が自分にとってエポックになったためであると花田は述べている（花田 2018a: 3）。

（ 5 ）　筆者注。OJT とは、オン・ザ・ジョブトレーニング（On the Job Training）のこと。新入社員に対し

て、実務を経験させながら仕事を覚えてもらう教育手法を指す。

（ 6 ）　花田は、「敢行」期に、ジャーナリスト養成教育を制度的に実現するために二つの提案書を作成したこ

とを明らかにしている（花田 2018a: 4-8）。一つは、1999年に書かれた「国際ジャーナリズム研究センター

新設の概算要求書」である。これは東京大学社会情報研究所に同名の付属センターを新設することを求め

て、文部省（現在の文部科学省）に予算請求した文書である。そしてもう一つは、2006年に書かれた「早

稲田大学大学院スクール・オブ・ジャーナリズム設立趣意書」である。これは早稲田大学に同名の専門大

学院を新設することを求めて、早稲田大学に提出されたものである。いずれの提案書も、実現に至ること

はなかった。

（ 7 ）　本書の解題を担当した大石泰彦は、ジャーナリスト養成教育に乗り出した理由について花田に質問した

際、「日本のメディアを観察していると、そこにジャーナリズムならば本来は備えていなければならない

ものが欠けていて、このままだとそれを観察したり研究したりしても意味がないし、やる気がわかない。

（中略）自分はこんな膨大な事務作業や煩わしい人間関係を伴うことをやりたいわけではないのだが、誰

もやらないのなら、まあ、自分で作ってみようかと……」といった旨の返答があったことを紹介している

（大石 2018: 415）。
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学院を新設することを求めて、早稲田大学に提出されたものである。いずれの提案書も、実現に至ること

はなかった。

（ 7 ）　本書の解題を担当した大石泰彦は、ジャーナリスト養成教育に乗り出した理由について花田に質問した

際、「日本のメディアを観察していると、そこにジャーナリズムならば本来は備えていなければならない

ものが欠けていて、このままだとそれを観察したり研究したりしても意味がないし、やる気がわかない。
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海外研究動向／欧米圏

政治コミュニケーション研究におけるデータ利用の可能性：
大統領選と偽情報

三 谷　文 栄*

2020年のメディア、コミュニケーション関連の国際学会は、新型コロナウイルスの流行によりオ
ンラインで開催されることとなった。国際メディア・コミュニケーション学会（IAMCR）は中国
北京の開催を予定していたが、武漢がロックダウンされたことでフィンランドのタンペレへ開催都
市を変更した。しかし、その後、ヨーロッパでも感染状況が悪化し、最終的にオンラインで行うこ
とが発表された。2021年はケニアのナイロビの開催を予定している。2020年の国際コミュニケー
ション学会（ICA）はオーストラリア開催を予定していたが、それをオンラインで行った。2021年
度はアメリカのコロラド州での開催が計画されている。2020年11月時点で2021年大会を IAMCR は
オンライン開催で、ICA はオンライン・オフラインを併用する「ハイブリッド」で行うことを明
示していた。しかし、ICA は2021年1月に、全オンライン開催へと方針を変更した。

このように、欧米の学会は新型コロナウイルスの流行により今もなお大きく影響を受けている。
学会の参加方法のみならず、日本でも欧米からの資料収集が困難になり、個々の研究に少なからず
の影響を及ぼしている。新型コロナウイルスをめぐるメディアやコミュニケーション、ジャーナリ
ズムに関する研究は現在広く進められているが、そうした研究成果がこれらの学会で論文として発
表されるのはもう少し先になるだろう。

近年の欧米の学会で注目されているテーマの一つに「データ」を挙げることができる。2016年の
ケンブリッジ・アナリティカ事件に始まり、メディアを介したコミュニケーションにより個人の嗜
好や政治信念などを含めた個人情報が抜き取られ、それがマーケティングや政治キャンペーンに利
用されるようになっている。こうして抜き取られたビックデータが、政治的・経済的にどのように
利用されるのかということに加えて、Datafication（データ化）といった用語や、人間の身体がデー
タによって資本主義に資するように「植民地化」されている（Data Colonialism）といった議論に
見られるように、ビックデータを研究にどのように利用できるのか、そして GAFA などにビック
データとして情報を収集されることは、どういった意味があるのかなどの研究が進められている

（Lomborg, Dencik and Moe, 2020; Krupnikov and Searles, 2019; Couldry and Mejias, 2019）。
こうしたビックデータを用いたメディア研究や、コミュニケーション研究の一つの領域として、

アメリカ大統領選の選挙キャンペーンの分析が挙げられる。2020年11月３日のアメリカ大統領選は、
ジョー・バイデン候補が勝利して終わった。今回の大統領選をめぐる政治コミュニケーション研究
は2021年以降に発表されることになるだろう。これに関して、アメリカ政治学会の政治コミュニ
ケーション部会が中心となって発行している Political Communication は、学術雑誌の公共性、公

*みたに　ふみえ　日本大学法学部　准教授
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益性の観点から、2020年の大統領選に向けて「選挙キャンペーン、選挙報道、政治広告、ソーシャ
ルメディア・プラットフォーム、そしてメディアとコミュニケーションが選挙への関与と投票行動
に与える影響について、質の高い研究を発表してきた豊かな伝統を持っている」としたうえで、ほ
んの一部ではあるものの、2020年12月３1日まで関連する14の論文を無料で閲覧できるようにしてい
た。その論文のリストから明らかになることは、Political Communication は積極的に大統領選に
関連する論文を取り上げてきたこと、そして大統領選の分析においてソーシャルメディアやフェイ
クニュースの役割が重視され、その計量的な研究が進められているということである。

ポスト真実の状況におけるソーシャルメディアやフェイクニュースの役割は近年、メディア、コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン、 ジ ャ ー ナ リ ズ ム 関 連 の 学 会 で は 特 に 注 目 さ れ て き た。Political 

Communication は３7号2巻で「フェイクニュースの向こう側：偽情報のポリティクス（Beyond 
Fake News: The Politics of Disinformation）」 の 特 集 を 組 ん だ。 こ こ に お け る 偽 情 報

（Disinformation）は人々を混乱させたり、真実を隠したりするためなどの目的で意図的に発信さ
れる誤った情報を指し、フェイクニュースは偽情報の一つだと位置づけた。そして特集号では政治
コミュニケーション研究における偽情報に関連する研究のレビューを行っている。

偽情報の研究は2017年以降、関心が急激に高まり積極的に進められている。しかし、偽情報は政
治コミュニケーション研究においてプロパガンダ研究として以前から研究されてきた。アメリカで
はプロパガンダ分析研究所（Institute for Propaganda Analysis）に始まり、それが閉鎖後は質的
な分析が進められた（Freelon and Wells, 2020）。その一例として、冷戦という外交政策の合意が
形成されていることを示す批判的な視点を用いた質的な研究が挙げられる（チョムスキー、ハーマ
ン 2002=2007）。

また、偽情報に関連する研究に「誤情報（misinformation）」の研究がある。誤情報は偽情報と
は異なり、そのメッセージが「意図的に」あるいは「悪意を持って」作成、伝達されたことを明示
する必要がないという点において、研究がより容易であったとされる。誤情報をめぐる研究はまず
認知心理学の領域で進められた。政治コミュニケーションの領域では70年代、80年代に認知心理学
に影響を受けた誤情報の研究が行われた。90年代に入っても同じ傾向で進められ、2000年代でも
ソーシャルメディアの広がりや、科学的知見の権威が低下したことで、より一層研究が広まって
いった（Freelon and Wells, 2020）。

このように、偽情報やそれに関する研究は政治コミュニケーションの領域で進められてきた。現
在の偽情報の研究は、大別すると偽情報の内容分析と、偽情報に関する受容分析の二つの傾向があ
る。

2020年に発表された偽情報の内容分析を行った研究で興味深い論文として、トロール工場で作
成、発信されたツイッターの偽情報を分析した “Troll Factories: Manufacturing Specialized 
Disinformation on Twitter” が挙げられる。この論文は、ビックデータを利用してロシアのイン
ターネット・リサーチ・エージェンシー（Internet Research Agency、以下 IRA）のトロール工
場がツイッター上で体系的に偽情報を行っていたのかを分析している。2016年の大統領選を通じて
マケドニアのフェイクニュース工場が注目されたが、そこではトランプ候補を支持する右派的な
フェイスブックのページが左派的なものよりも収益があると指摘されている。この議論からは、
2016年の大統領選ではトランプ候補支持の右派的なメッセージがソーシャルメディア上で共有され
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ていたことが想定される。しかし、この論文の分析では、IRA はツイッター上で右派のみならず
左派のトロールも行っていた。それは例えば、ブラック・ライヴス・マターを支持する（IRA の）
アカウントで、ヒラリー・クリントンは「私たち」のことに関心がない、あるいはバーニー・サン
ダースのほうがふさわしいといったメッセージを発信していた。それを通じてクリントン民主党候
補への信頼性を低下させていたのである。また、右派、左派のトロールのみならず、IRA のアカ
ウ ン ト に は ニ ュ ー ス フ ィ ー ド や ハ ッ シ ュ タ グ を 利 用 し た も の、 恐 怖 を か き 立 て る も の

（fearmonger）と計５つのタイプが存在し、それぞれが継続的に偽情報やそれに関連するものを発
信していたことが示された。

こうしたフェイクニュースに対処すべく、ファクトチェックがアメリカのみならず日本でも行わ
れている。ファクトチェックは効果があるのか、という問いも当然ながら生じている。、ファクト
チェックの有効性の検証は、偽情報に関する受容分析の一つと言えるだろう。

“Fact-Checking: A Meta-Analysis of What Works and for Whom” は、ファクトチェックに関連
する刊行論文のメタ分析を行ったもので、20本の論文に発表された３0の研究プロジェクトの著者ら
にコンタクトを取るなどしてデータセットを入手し、そのデータセット用いて横断的に分析したも
のである。そこで提示された見解は、ファクトチェックは政治信念に正の影響を及ぼすが、ファク
トチェックのサイトにある画像で単純化されたスケール（例えば、「フェイクニュース」「一部分正
しい」などがビジュアルで明示されたもの）はその有効性を弱めるというものである（Walter, 
Cohen, Holbert and Morag, 2020）。このように、ファクトチェックは一定の有効性が認められて
いるが、個々人の先有傾向によって弱まる可能性も指摘されている。特にファクトチェックの有効
性はトランプ支持者に対しては低いとされており、これは個々人の先有傾向に加えてトランプ大統
領自身がファクトチェックを行うメディア組織や機関を、「フェイクニュース」と批判することか
ら生じる可能性もあると論じられた。

これらの研究のように、ビックデータを用いた偽情報の研究は広く行われている。しかしそれは
ビックデータを用いた研究の一部でしかない。偽情報の内容分析や受容分析以外の観点からの分析
も必要である。それは例えば、偽情報に関する効果研究的な受容分析のみならず、そもそもオー
ディエンスがなぜその情報を「偽情報」と位置付けるのか、そうした解釈と世論との関連性、そし
て「偽情報」の拡散を促進させるために利用されるデータ収集が民主主義社会にいかなる意味をも
たらしているのか、といった点の考察である。こうした点は冒頭で提示したデータ化やデータ植民
地主義などの議論と関連する。より広範な視点からデータを捉え、政治コミュニケーション研究を
進めていくことが求められる。
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海外研究動向／フランス

迷走迷宮ベイルート
─メディアの自由の陰と光─

伊 藤　英 一*

1 、ベイルート港の爆発事故とマクロン大統領
2 、「大レバノン国」建国100年とマクロン大統領のベイルート再訪
3 、マクロン大統領の不思議な記者会見と「冒

blasphème

涜の自由」
4 、「冒

blasphème

涜の自由」とマクロン大統領の詭弁
5 、レバノン杉の風が吹き渡る地に共

vivre

存共
ensemble

栄を

「最悪の年」とも謳
うた

われた2020年は去り、新年、2021年の夜明けである。
2020年最後の版となる号（12月14日号）の表紙に、タイム誌は、大きく赤の×

罰点

を2020に付け、
THE WORST YEAR EVER と記した。

フランスの公共放送フランス・テレビジョンの主要チャンネルであるフランス2
ドゥ

は、その旗艦番
組でもある午後8時からのニュース番組「ジ

J o u r n a l

ュルナル2
20h00

0時」の一年を締め括る終盤に、最悪の2020
年の一年間を映像で振り返った。

（1）

2020年12月31日午後8時36分頃から放映されたその冒頭には、レバノン杉
cèdre

の国の首都ベイルート
で起きた爆発事故が取上げられ、続いて数々の悲惨な事件や災害が回帰されたが、終盤は自然の復
権の兆候として、人影の消えたパリの歩道を堂々と微

ほ ほ え

笑ましくもよちよち歩きするカモのカップ
ル、澄んだ水や空気を映し出した。

1 、ベイルート港の爆発事故とマクロン大統領
ここでフランス2

ドゥ

のニュースの最後に取上げられたベイルート港の爆発事故を振り返ってみよう。
2020年8月4日夕刻にベイルート港で起きた500トン？（当初公表2,750トン、残り2,250トンは行方不

明）
（2）

の硝酸アンモニウムによる爆発事故では、204名が死亡、9名の行方不明、約6,500人以上が負傷
し、最大で30万人が家を破壊されて住む場所を失った。

（3）
更には、4万人もの子どもたちが学校へ通

えないままという。
（4）

政治・経済状況の混迷、新型コロナウイルスの蔓延に苦しむレバノンの人々に
重ねて襲いかかった痛ましい事故だった。

（5）

翌日にはフランス・マルセイユから救急消防隊が派遣され、メディアもル・モンド紙が掲げた社
説「傷めるレバノンを救え」

（6）
のように、レバノンとフランスの連帯と協調への輿論が喚起された。

翌々日の8月6日には、フランスのマクロン大統領が事故現場に立ち、甚大な被害を被った街中
で、直訴を試みる雑踏に揉みくちゃにされながらも人々に寄り添う強い姿勢を示した。人道的・友
愛的支援を確約し、「怒りは判る」となだめながらも、政治的腐敗の根絶を訴える市民の声に対し

*いとう　えいいち　元日本大学法学部新聞学科　教授
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ては内政干渉にならない範囲での苦慮が滲み出た対応が続いた。このマクロン大統領のベイルート
訪問は、地元の人々に称賛され、期待も大きかったが

（7）
、フランス国内では皮肉な見方をするものも

あった。もっとも、足を引っ張るような意見を声高に述べるメディアがはびこっているのは、古今
東西を問わない事象ではある。

また、この時のマクロン大統領の冒
aventure

険（に近い）行
solitaire

動には、危惧と懸念を示すフランスのメディ
アもあったが、それらを振り切って現場に飛び込んでいった勇気は脱

Chapeau bas

帽ものであった。

2 、「大レバノン国」建国100年とマクロン大統領のベイルート再訪
この爆発事故直後の訪問から、一ヶ月に満たない9月1日、マクロン大統領は再度ベイルートを訪

れた。爆発事故の復旧作業、事故の検証や行政責任の追及、政治的腐敗の改革、等々が遅々として
進まない中での再訪となった。

ちなみに、この訪問日は「大レバノン国（グ
G r a n d

ラン・リ
L i b a n

バン）」の建国100年を記念する日でもあっ
た。1世紀前に 遡

さかのぼ

る1920年9月1日、当時のフランス最高司令官兼高等弁務官であったア
H e n r i

ンリ・
グ
G o u r a u d

ロー将軍が大レバノン国をフランス統治下で建国することを正式に布告したのである。サンレモ
会議でフランスの統治領域に入ることが合意されたシリア等の領域内での設立で、国際連盟の委任
統治下に入ることが正式に決定される前の段階だった。

マロン派のキリスト教徒の要望を受け入れて、山岳地帯のレバノンに、ベイルートからトリポ
リ、シドンに至る沿岸地帯を加えた大レバノンが誕生した日である。ただ、スンニ派やシーア派の
イスラム教徒にとっては、また汎アラブ主義を主張するシリアをはじめとする人々には不満と懸念
を残すきっかけにもなったことは否めないだろう。

この大レバノン国建国が100年前に宣言されたレジダンス・デ・パンは、今日の駐レバノンのフ
ランス大使公邸であり、マクロン大統領による2020年9月1日夕刻の記者会見も、まさしく、ここで
開催された。

3 、マクロン大統領の不思議な記者会見と「冒
blasphème

涜の自由」
記者会見は、マクロン大統領の26分にわたるスピーチと47分間にのぼった質疑応答の計1時間13

分をかけて行われた。その日の現地視察や会談に関する内容で、レバノン港爆発事故とレバノンの
今後の改革についての受け答えであった。

（8）
例外は、場違いにも思われる4分足らずの一つの質疑応

答だけだった。が、ニュースとして世界を駆け巡り、注目を浴びたのは、この例外部分であった。
質問者はフランス ･ アンフォ（フランス・テレビジョン）のジ

J u l i e

ュリ・マ
M a r i e

リ＝ル
L e c o n t e

コント記者で、
「大統領はスピーチで、レバノンは一緒に生きて行く処

art de vivre

世術だ
（9）

と再三言及されたが、2015年1月の
シャルリ ･ エブド襲撃事件の裁判が明日パリで始まるのを機会にシャルリ ･ エブド編集部は予言者
風刺画を再掲するそうだが、どう思うか？」との質問が出された。質問自体、レバノンの処世術と
予言者風刺画の関連が、皮肉なのか、ただ無理矢理に繋げてみただけなのか良く判らないもので
あった。が、マクロン大統領はこの質問に真正面から応え、「フランスの大統領はジャーナリスト
や編集者の選択するところに介入しない。フランスは自由の国であり、この金曜日（9月7日）に
150周年を迎える第三共和政の初頭から信教の自由と共に、冒

blasphème

涜の自由を含む数々の自由を認めて
来た」と断言した。もっとも、これらの自由には「裏

r e v e r s

面があり、共
décence

通の節
commune

度、礼
civi l i t é

儀、尊
respect

敬」が必要
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だとの留保は付けられた。
しかし、ニュースとして世界に流されたのは、マクロンが冒涜の自由を全面的に認めたとの部分

だけだった。1時間13分の記者会見の中には、レバノンの国民的歌手とされるフ
F a i r o u z

ェイルーズが
夢
L i b a n

見るレ
r ê v é

バノンの話など報道される価値のある話題に満ちていたのに残念ではある。
また、冒涜の自由についても、センセーショナルな話題としてではなく、もっと地道なテーマと

して…と考えてみても、なぜ中東のベイルートで、様々な宗教を信奉する地元記者の多い記者会見
の場が敢えて選ばれたのか、摩訶不思議な部分は払拭できない、疑問も湧いて来る質疑応答では
あった。

複雑な宗教、利害関係の錯綜するモザイク社会と国際関係の「仲
médi a t e u r

介者としての役割を果たすた
め」とマクロン大統領が自己規定したレバノン訪問だった筈である。しかし、この質疑応答は、フ
ランスの三色旗と E

欧州連合

U の連合旗を錦の御旗として掲げながら、地元や周辺のイスラム諸国に対し
て、喧嘩を売るようなものであった。アラブ諸国やトルコの立場への配慮ないしは思いやりが全く
感じられなかった。

もっとも、大レバノン国を建国したアンリ・グロー将軍の「個人主義を滅却して国家目的のため
に邁進を」との大レバノン国民へのメッセージを再三引用したところから勘ぐれば、フランス流の
ラ
l a ï c i t é

イシテ（政教分離原則）をレバノンにも導入させたいとの思惑もあり得なくもない。個人主義を
滅却してというのは、個々人の利益や主張もさることながら、個々人の宗教宗派、家族、組織、共
同体の枠を越えて御国のために邁進せよという、まさにグロー将軍の軍隊的規律に沿っての統治に
都合の良い考え方である。

そう考えると、第三共和政の植民地主義への反省が全く感じられないのも納得は行く。
しかし、ラ

l a ï c i t é

イシテ（政教分離原則）の真逆のようなコ
c o n f e s s i o n n a l i s m e

ンフェッショナリスム、即ち政治権力を多
様な宗教宗派の各共同体に配分するコ

c o n f e s s i o n n a l i s m e

ンフェッショナリスムの素地を形成することに少なからず関
わったのもフランスである。また、このコ

c o n f e s s i o n n a l i s m e

ンフェッショナリスムが当初の共
vivre

存共
ensemble

栄の精神を失っ
て、既得権益化するに伴い、腐敗して現在に至ってしまったのだ。レバノン混迷の

（10）
一翼を担ったフ

ランスの歴史的責任はないかのような、植民地 / 信託統治時代の残滓と優越感を背景にした、いら
ざるお節介のようにも思われた。

4 、「冒
blasphème

涜の自由」とマクロン大統領の詭弁
マクロン大統領は従来からも、冒涜の自由について単刀直入に意見を述べて来た。従って、ベイ

ルート再訪の折りの記者会見では、「この質問内容については既に応えて来た筈で時間も無い」と
断っても良かった筈である。実際、少なからぬ現地関連の質問は、拒否されたのだ。一方で、冒涜
の自由については、このところ機会を捉えては、時としてフランス革命以来、あるいは第3共和政
以来、不変の原則であるかのように述べて来た。シャルリ ･ エブド誌のように、国家に一抹ながら
も補助を受け、国家に警備もしてもらいながらのメディアであるにも拘わらず、これを擁護するか
のように、冒涜の自由を繰り返し主張している。

しかし、冒涜の自由がフランスの歴史を光栄あるものにしているとしたら、それは支配階級とし
てのカトリック、時には国王すらも牛耳ってきた宗教との権力闘争にその歴史的意義が認められる
からであろう。
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の自由については、このところ機会を捉えては、時としてフランス革命以来、あるいは第3共和政
以来、不変の原則であるかのように述べて来た。シャルリ ･ エブド誌のように、国家に一抹ながら
も補助を受け、国家に警備もしてもらいながらのメディアであるにも拘わらず、これを擁護するか
のように、冒涜の自由を繰り返し主張している。

しかし、冒涜の自由がフランスの歴史を光栄あるものにしているとしたら、それは支配階級とし
てのカトリック、時には国王すらも牛耳ってきた宗教との権力闘争にその歴史的意義が認められる
からであろう。
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現の自由は他人の信条への責任を伴う」と再三にわたって明言している。

表現の自由には、他の人の信条、特に宗教的信条への責任が伴うこと、寛容の重要性とすべての
宗教への尊敬が必要だと

（11）
シラク大統領は断言したのだ。
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の人々をいたずらに傷つけるだけで建設的な効果は皆無であり、一部の過激な行動を煽動した結果
責任は負わないまま、報復の危険からは国に守ってもらいたいという虫がいい考えには批判もあっ
たのだ。

シラク大統領は、軽薄な風刺画への大衆の人気に媚びること無く、風刺画を挑発行為として批判を
（12）

し、その挑発行為がもたらす影響と結果への責任を求めていた。
（13）

余談だが、このシラク大統領は、スンナ派のイスラム教徒でレバノンの首相を2期目で辞任した
後に暗殺された

（14）
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（15）
とは記憶されて良い。シラク大統領は2003年のイラク戦争に強く反

対し米英と対峙、大相撲が大好きで寺尾（現・錣
しころやま

山親方）の隠れファンでもあった。
今のマクロン大統領は、冒涜の自由には裏面があるとしてはいるものの、如何にも無制約 / 無制

限であるかのような言い回しで、さもメディアの自由の守り手であるかのような強硬な姿勢を示し
ており、大衆迎合的な浅薄さが否めない。

隣国のスイスに対しては冒涜に歯止めをかける連邦刑法261条の規定に
（16）

疑問を示し、トルコ・
エルドアン大統領からのコメントに E

欧州連合

U のバックアップがあるかのごとく反論、カナダには首相の
コメントに修正を要求、等々、頑なに対外的強硬姿勢を崩さないところに、国内向けポピュリスト
としての強面マクロンの底の浅さが透けて見える。

冒涜の自由を擁護するかのごときフランスであるが、RSF（国境なき記者団）の発表した「報道
の自由度に関する世界ランキング」によれば、

（17）
フランスは34位と決して誉められた順位ではない。

スイスの8位や他の EU 諸国より自由度で遙かに劣っているのは明らかである。例えば、フィンラ
ンドは2位に、デンマークは3位と続き、ドイツは11位にランクされている。

弱い者を冒涜するようないじめを続けて、いたずらに過激派を助長したり、イスラム社会の反感
を買ったり、冒涜ばかりを勧奨して、言論の自由や報道の自由に関する総合点から見ると劣位にあ
るというのは、むしろ恥ずべきことではないだろうか。

もっとも、コロナウイルス（Covid-19）、ブ
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ラック・ラ
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イヴズ・マ
M a t t e r

ター（BLM）、等のニュース

E r d o ğ a n
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が席巻する中、メディアがベイルート復興への興味を示さないにも拘わらず、2020年12月22日に3
度目となるベイルート訪問の約束を、自身がコロナウイルスに感染し、約束を果たせないこ

（18）
とに葛

藤したマクロン大統領の地道で誠実な面はレバノンの人々に光明をもたらした。
「フランス人にとって、レバノン人は外

エトランジェ

国人ではない」
（19）

との面が行動で示されていたことは救い
であった。

世界のメディアも、爆発事故は大々的に報じながら、その後の復旧作業や改革にはニュース性を
認めず、マクロン大統領のレバノン再訪時のように、冒涜の自由のみがセンセーショナルに取上げ
られるという状況は情けない。

時には、火に油を注がない知性も貴重に思われる。

5 、レバノン杉の風が吹き渡る地に共
vivre

存共
ensemble

栄を
5,000年の歴史を刻むレバノンの地は、紀元前3,000年頃から活躍し紀元前1,200年頃にはイベリア

半島まで地中海を制覇したフェニキア人の育ったところで、その航海や交易を支えたレバノン杉の
故郷でもある。しかし、その栄光の地も、紀元前875年にアッシリア帝国の、紀元前332年にはマケ
ドニアのアレキサンダー大王の攻撃を受け、以後もローマ、ビザンツ、オスマンといった帝国の支
配下に置かれ、政治的・文化的にも、また宗教および民族構成といった面でも複雑なままのモザイ
ク社会が連綿と続いてきた。小国であっても、スイス連邦や昔日のヴェネツィア共和国のような複
雑さと小国のメリットを生かした時代が永続していないのが悲しい。

ベイルート港爆発事故の後、数ヶ月を過ぎて、死に体に近いともされるレバノン。
（20）

閣僚による職
務怠慢の責任を追求するにも、憲法70条の規定では議会の三分の二以上の絶対過半数が必要との特
権の壁が高く、八方塞がりで、改革の道は険しそうだ。

また、レバノンの内閣改造も、シーア派イスラム主義のヒズボラをメンバーに加えることを米国
が反対し、このヒズボラがマクロン大統領の後見を拒否しているこ

（21）
と等から頓挫状態が続いてい

る。レバノンはテヘランとワシントンの緊張関係の狭間で苦闘しているのだ。また、その米国の大
統領のように、任期切れ間際にも拘わらず制度の間隙を悪用することを恥じない国が、他の国の政
治に介入することを許す世界的な風潮も、これまた、悲しい。

しかし、爆発事故の終末的光景を、その翌日の2020年8月5日付けのロ
L ’O r i e n t

リアン＝
-

ル
L e

・ジ
J o u r

ュール紙第
1面トップの

（22）
ように、ベイルートの黙

Apocalypse

示録と受け取っても、呪
malédiction

いとして、
（23）

ただ忍従し受け身で留
まっていても栄光への道は拓かれない。

中
S u i s s e

東の
du

ス
Moyen-Orient

イスと讃えられた国が、このまま、単なる「ご
u n  É t a t

ろつき 国
v o y o u

家」に転落する危機に瀕して
いるのを見るのは余りにも悲しい。

それでもなお、小さくとも美しく、銀行の安全性が高かったところから「中
S u i s s e

東の
du

ス
Moyen-Orient

イス」となぞ
らえられたレバノンの国、その町並みの華麗さと文化的な雰囲気から「中

P a r i s

東の
du

パ
Moyen-Orient

リ」と呼ばれた
ベイルートの街、神々しくも麗しく気高い杉の木々に守られた山々、レバノンが 蘇

よみがえ

る可能性は残
されている筈である。

そのためには、それぞれの宗教宗派と複雑な民族が共
vivre

存共
ensemble

栄し、互いが誹謗中傷したり侮辱した
りせず、平和裡に暮らす覚悟と、その共

vivre

存共
ensemble

栄に個々人やメディアが責任を担う勇気を持つことが
肝心なのだ。
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マクロン大統領がレバノン再訪時の記者会見で述べたように「レバノンは一緒に生きて行く
処
art de vivre

世術」であるとすれば、それがただの馴れ合いや惰性に終始する意味ではなく、積極的な意味で
平和裡に共

vivre

存共
ensemble

栄のために人々が協力する生活芸
v i v r e

術という本来の意味にまで高めることが出来れ
ば、必ず栄光の日々が訪れる筈である。

共
vivre

存共
ensemble

栄と平和が、太陽の昇る（Levant）地の素晴らしさを生かし、レバノン杉の山並みから
の風が吹き渡る心地良い国に再生することを祈りたい。

最後に、日本にとっても多くの教訓と未来の可能性を秘めたレバノンをはじめとした中東の地
に、より多くの人々が関心を寄せ、その復興に貢献してくれることを期待している。

特に、懲りないフランスが旧植民地諸国、旧信託統治領、海外県等と比較的良好な関係を保ち続
けている秘策を学び、日本の今後の国際戦略策定、なかでも近隣諸国との関係改善と共

vivre

存共
ensemble

栄、に
寄与して行くことを願いたい。

 なお、脚注に付したウェブ等の参照日時は、特に記載の無い限り、2021年 

1月1日 23:00JST 現在のものである。

（ 1 ）　Nouvel An : rétrospective en images de l’année 2020

Le 20 Heures boucle l’année 2020 avec une rétrospective des images les plus marquantes de l’année.

JT de 20h du jeudi 31 décembre 2020

（ 2 ）　当初、公表された硝酸アンモニウムの蓄積量（＝爆発量）は2,750トンであったが、2020年12月29日、

ハ
H a s s a n

ッサン・デ
D i a b

ィアブ元首相が明らかにしたところによれば、米国 FBI の調査報告書は、「爆発した硝酸ア

ンモニウムは500トン」であると報告、残り「2,250トンがどこに消えたのか」は疑問のままである。

当初、レバノンは国際査察を拒否していたが、後にフランスおよび米国の暫定的調査協力を受け入れて

いる。

https://www.lefigaro.fr/international/pour-le-fbi-l-explosion-a-beyrouth-a-ete-provoquee-par-500-tonnes-

de-nitrate-d-ammonium-20201229

（ 3 ）　https://www.lorientlejour.com/article/1238254/deces-dune-nouvelle-victime-plus-de-deux-mois-apres-

lexplosion.html

（ 4 ）　https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/02/a-beyrouth-macron-obtient-des-partis-

libanais-un-calendrier-de-reformes_6050641_3210.html

（ 5 ）　Charif Majdalani ; Beyrouth 2020- Journal d’un effondrement, Actes Sud & L’Orient des Livres, 160 

pp.

（ 6 ）　Double explosion de Beyrouth : aider le Liban meurtri, ÉDITORIAL, Le Monde du 05 août 2020.

（ 7 ）　https://www.dailymotion.com/video/x7vfdro

https://www.bfmtv.com/politique/emmanuel-macron-acclame-par-le-peuple-libanais-je-comprends-

votre-colere_VN-202008060132.html

（ 8 ）　https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/09/01/visite-du-president-emmanuel-macron-au-liban-

moins-dun-mois-apres-lexplosion-au-port-de-beyrouth

（ 9 ）　« Le Liban, c’est un art de vivre ensemble. » と記者は述べたが、マクロン大統領のスピーチでは、

l’art  de
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Notre hymne va si bien au peuple libanais, notre devise lui convient, et aussi parce que tous les 

principes qui prévalent de tolérance, d’art de vivre sont ceux que nous portons, et c’est ceux que j’ai 

retrouvés hier soir dans les yeux de FAIROUZ, （以下省略） » であった。

（10）　cf.　梅若マドレーヌ；レバノンから来た能楽師の妻、2019年、岩波書店、208pp.

（11）　https://www.rtl.fr/actu/politique/liberte-d-expression-pourquoi-une-phrase-de-chirac-en-2006-

ressurgit-7800915295

（12）　https://www.lefigaro.fr/international/2006/02/08/01003-20060208ARTFIG90280-charlie_hebdo_

provoque_chirac_denonce.php

（13）　https://www.lemonde.fr/europe/article/2006/02/09/m-chirac-condamne-toute-provocation-charlie-

hebdo-reimprime_739537_3214.html

（14）　cf.　堀口松城；レバノンの歴史　フェニキア人の時代からハリーリ暗殺まで、明石書店、2005年、

310pp.

cf.　安武塔馬；レバノン　混迷のモザイク国家、長崎出版、2011年、pp.23-33.

（15）　https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/31/henry-laurens-pour-les-francais-les-libanais-

ne-sont-pas-des-etrangers_6050482_3210.html

（16）　スイス連邦刑法261条は、穏やかに共生（一緒に生活する / vivre ensemble）することを守ると同時に、

（他の人々の）宗教的信条を尊重することを規定しており、少数派の宗教宗派を保護している。

“ Art. 261 Atteinte à la liberté de croyance et des cultes

Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d’autrui en matière de 

croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse, 

celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel 

garanti par la Constitution,

celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel 

garantis par la Constitution,“

sera puni d’une peine pécuniaire.“

https://www.rts.ch/info/suisse/11716726-la-suisse-nabolira-pas-le-delit-de-blaspheme.html
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（18）　代理に参謀総長フ
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L e c o i n t r e

コワントゥル将軍を派遣した。

https://www.lorientlejour.com/article/1245833/le-chef-detat-major-des-armees-francaises-est-arrive-a-
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フランス軍はベイルート港爆発事故の後、レバノンにおける「友愛」作戦（l’opération«Amitié»）を展

開、現地の高い評価を得ている。
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（22）　L’Orient-Le Jour du 5 août 2020.

（23）　https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/09/04/c-est-une-malediction-mon-pauvre-pays-mon-
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海外研究動向／中国

「海峡両岸三地」（中国・台湾・香港）メディアリテラシー
その（二）　台湾

山 本　賢 二*

はじめに
2020年はコロナ禍が海峡両岸三地を含む世界全体を席捲すると同時に、その新型コロナの発生源

を中国にあるとする米国とそれを否定する中国に象徴的に現れた米中の対立を基調とする国際関係
の中で、経済規模で近い将来米国を超えると予測されている中国の政治モデルが西側からの批判の
対象になった。とりわけ、「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」（中華人民共和国香港
特別行政区国家安全維持法）が2020年6月30日第十三期全国人民代表大会常務委員会第二十回会議
で採択され、香港に施行されたことで、1997年の英国の香港返還時に中国が50年変えないとしてい
た「一国両制」（一つの国に二つの制度）の「有名無実」化に向けて歩みを一歩進めたことは、西
側の価値観を否定するものと映つた。もともと、この「一国両制」は台湾を想定して考案されたも
のであったことから、異なる政治体制下にある台湾に住む人々は、中国のこの「一国両制」政策の
実態を注視してきた。国際的には中国の WTO 加盟は中国の変容を促すであろうとの思惑をもって
いた西側各国は中国共産党の独裁、さらには習近平への権力の集中を目の当たりにして、中国の本
質を知るようになっていた。特に、米国のトランプ政権は中国の脅威を喧伝し、西側の中国批判

「大合唱」を先導した。それが大統領選挙のための国内向けのパフォーマンスであったとしても、
世界の覇権を競う米中関係の現状を世界に知らしめた。こうした鄧小平の言うところの「大气候」

（国際的な「大きな環境」）のなかに海峡両岸三地があった2020年であった。
この2020年、中国においては第十三期全国人民代表大会常務委員会第二十二回会議によって「中

华人民共和国个人信息保护法（草案）」（中華人民共和国個人情報保護法草案）が10月21日に全文公
表され、11月19日まで「意見聴取」が行われた。以前にも「草案」が提示されるなど議論が続けら
れ、いよいよ法令化の俎上に乗り、成案作成の段階に入った同法で「個人情報」がその名称のよう
に「保護」されるものなのか、それとも「規制」されるのか、成案がどのようになり、法律として
施行されるのかその行方を見守りたい。それは「保障人权」（人権を保障する）という文言を憲法
に書き加えたことの延長線上にあるものであり、これまで、集団（国家）の「生存権」と「発展
権」を「人権」の第一としてきた中国共産党が「個人」の「情報」をどのように「保護」しようと
しているのかを通じて、｢人権｣ を当面どのように考えているのかを知ることができるからである。

また、11月には419頁からなる習近平の『论党的宣传思想工作』（党の宣伝思想活動について）
（中央文献出版社）が発行された。これはこれまで習近平の関係言論を集めて出版されてきた書籍
の総合版のような内容で、2020年2月の講話『做好新冠肺炎疫情防控宣传教育和舆论引导』（新型コ
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ロナ肺炎疫病情況防止宣伝教育と輿論の導きをしっかり行おう）の公表できる部分まで収録してい
る。いわゆる「习近平新时代中国特色社会主义思想」（習近平新時代の中国の特色ある社会主義思
想）の構成部分として、宣伝関連の実務に従事する人の必読書になっている。

そして、台湾においては中国の「赤色浸透」に対応して、2019年に「国家安全法」が修正され、
2020年12月7日には「中国の情報機関から資金援助を受けて、台湾独立派の情報収集を行う集団を
組織していたなどとして、台湾台北地方検察署（地検）は7日、社団法人『中華婦女連合会』の何
建華理事長らを国家安全法違反の罪で起訴した。中国と通謀する行為への罰則強化を盛り込んだ同
法が昨年7月に改正されて以降、初の起訴となった。」（台北中央社）と伝えられた。

もとより、台湾においては中国国民党一党独裁下にあった時代、取り締まり対象は一に「共匪」
（中共）の「浸透」、二に「台独」（台湾独立）であった。それは、中華民国が中国の正当政府であ
るとの当時の政権の主張があったからである。台湾が民主化された現在、台湾独立を目指す民進党
と従来からの国民党の二党対立の背景には台湾をどのように位置付けるのかという政治的観点の相
違がある。中国共産党にとっては、葉剣英が1981年9月に第三次国共合作を呼び掛けた対象は中国
国民党であり、当時は同党を凌駕する政治勢力が台湾には存在しなかった。台湾に住む人々は常に
中国大陸との関係の中で自らの安全を守ろうとしてきた。中華民国政府とともに台湾に渡った人々
にとっては「你是中國人，還是台灣人 ?」（あなたは中国人ですか、それとも台湾人ですか ?）など
という「アイデンティティ」を問う質問は「愚問」となるが、それ以前から台湾に住んでいた人々
にとっては ｢中国｣ と「台湾」の間で自分の立ち位置を推し量るための自問自答ともなるのであ
る。

台湾に住む人々はもちろん平和な環境の中で日常生活を送ることを望んでいる。そこには、国民
党あるいは民進党という政治的選択肢が二つあり、台湾の人々の選択は総統選挙に反映されてき
た。香港における「一国両制」が揺れる中での2020年1月の蔡英文の総統選挙圧勝再選はその典型
的な表れであり、それは台湾の人々の民意と言えるであろう。

そして、その民意に影響を与えるものと考えられるのがメディアであり、台湾のコミュニケー
ション・メディア環境をその歴史を踏まえて概観することは、われわれにとって台湾理解のリテラ
シーになるであろう。ここでは戒厳令下と戒厳令解除後の台湾におけるコミュニケーション・メ
ディア環境を私的体験と四点の資料を交えて概観したい。

1.0　戒厳令下の台湾─中国国民党独裁体制とメディア
国共内戦に敗北した中国国民党を核とする中華民国政府はその正当性を主張する根拠として中国

全土から選出された「国大代表」（国民代表大会代表）を率いて1949年12月7日、台北に遷都した。
蒋介石が総統に復職し、胡適が駐米大使となり、西南聯合大学にあった自由主義者の殷海光らも台
湾に入った。しかし、その政治体制は1947年1月1日に施行された中華民国憲法はあるものの、1948
年5月10日に「動員戡亂時期臨時條款」（反乱平定時期臨時条項）（1991.5.1廃止）が公布されたのに
続き、1948年12月10日に蒋介石総統が全国に戒厳令を敷くことを宣言、台湾においては1949年5月
20日に戒厳令（臺灣省政府、臺灣省警備總司令部布告戒字第壹號）が敷かれることで、戒厳令下に
あった。これに続き、政府は国共内戦の劣勢を挽回すべく中国全土に1949年7月7日に戒厳令（全國
戒嚴令）を敷いた。
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その「動員戡亂時期臨時條款」は「反乱平定時期」にあっては憲法の束縛を受けず、総統の再選
も認められるなど11条からなっており、「第4條　動員戡亂時期本憲政體制授權總統得設置動員戡亂
機構，決定動員戡亂有關大政方針，並處理戰地政務。」（反乱平定動員時期には本憲政体制は総統に
反乱平定動員機関を設置し、反乱平定の関係大方針を決定するとともに、戦地政務を処理すること
ができる権限を与える。）、「第5條　總統為適應動員戡亂需要，得調整中央政府之行政機構、人事機
構及其組織。」（総統は反乱平定動員の必要に応じて、中央政府の行政機関、人事機関およびその組
織を調整できる。）として、総統の権限を拡大している。すなわち、戒厳令下の台湾は中国国民党
独裁と同時に、それにも増して総統独裁の色彩が濃いものとなるのである。

これと前後して、懲治叛亂條例（反乱処罰条例）が1949年6月21日に公布（1991.5.22廃止）され
るとともに、1950年6月13日には「戡亂時期檢肅匪諜條例」（反乱平定時期匪賊スパイ検挙粛清条
例）も公布（1991.6.3廃止）された。また、台湾社会を管理するため、1949年5月27日に「臺灣省戒

嚴期間防止非法集會、結社、遊行、請願、罷課、罷工、罷市、罷業等規定實施辦法」（台湾省戒厳
期間集会、結社、行進、請願、授業スト、工場スト、市場スト、業務ストなど防止規定実施弁法）、
同28日に「臺灣省戒嚴期間新聞雜誌圖書管理辦法」（台湾省戒厳期間新聞雑誌図書管理弁法）、7月
28日に「臺灣省戒嚴時期無線電器材管制辦法」（台湾省戒厳期間ラジオ器材管制弁法）、1952年4月9
日に「出版法」、同年6月5日に「臺灣省戒嚴時期郵電檢查實施辦法」（台湾省戒厳期間郵電検査実施
弁法）、1953年7月27日に「臺灣省戒嚴時期新聞紙雜誌圖書管制辦法」（台湾省戒厳期間新聞紙雑誌
図書管制弁法）、1960年に「臺灣省戒嚴期間無線電臺管制辦法」（台湾省戒厳期間ラジオ局管制弁
法）、「臺灣地區戒嚴時期出版物管制辦法」（台湾地区戒厳期間出版物管制弁法）などが陸続として
公布された。

こうした法規の発令に伴って、その実務機関もつくられた。台湾を接収した中華民国政府は1945
年9月に「台湾省警備総司令部」を設置し、治安の維持にあたらせた。その後、同 ｢総司令部｣ は
1958年5月15日に「台湾省防衛総司令部」、「台北衛戍指令部」、「台湾省保安司令部」、「台湾省民防
指令部」と合併し、「台湾警備総司令部」となり、内政部調査局とともに対内情報統制の中核と
なった。

一方、1949年9月に中国国民党総裁にあった蒋介石が「政治行動委員会」を設置、同委は蒋介石
が総統に復職した1950年に「總統府機要室資料組」（総統府機密室資料組）になり、同組はまた
1954年10月に「国家安全局」に改編され、国防会議の下に組み込まれた。これが対外情報を統括す
る組織で、その後、1967年2月1日に国防会議が廃止され、同16日の「動員戡亂時期國家安全會議」

（動員反乱平定時期国家安全会議）の設立とともに、同会議の管轄下に入った。そして、李登輝時
代に入って、1993年12月30日に「國家安全會議組織法」「國家安全局組織法」が公布され、「国家安
全局」は1994年1月1日に法制化され、法律に基づく中立の行政機関になった。さらに、陳水扁時代
になると、2005年2月5日に ｢國家情報工作法｣ が公布され、情報機関としてより強固な組織とと
なった。

このほか、対外宣伝には1951年5月15日に、中国国民党中央改造委員会が「宣傳業務小組」を設
置し、「反攻大陸」の国家政策の宣伝に当たらせた。なお、抗日戦争期における中国国民党中央宣
伝部国際宣伝処の対米宣伝については中田崇「中国国民党の対米写真宣伝1937-1941：国際宣伝処
の活動を中心に」（『マス・コミュニケーション研究』2008年73巻 p. 61-77）、同「中国国民党中央



107「海峡両岸三地」（中国・台湾・香港）メディアリテラシー　その（二）　台湾

その「動員戡亂時期臨時條款」は「反乱平定時期」にあっては憲法の束縛を受けず、総統の再選
も認められるなど11条からなっており、「第4條　動員戡亂時期本憲政體制授權總統得設置動員戡亂
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独裁と同時に、それにも増して総統独裁の色彩が濃いものとなるのである。

これと前後して、懲治叛亂條例（反乱処罰条例）が1949年6月21日に公布（1991.5.22廃止）され
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法）、「臺灣地區戒嚴時期出版物管制辦法」（台湾地区戒厳期間出版物管制弁法）などが陸続として
公布された。

こうした法規の発令に伴って、その実務機関もつくられた。台湾を接収した中華民国政府は1945
年9月に「台湾省警備総司令部」を設置し、治安の維持にあたらせた。その後、同 ｢総司令部｣ は
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指令部」と合併し、「台湾警備総司令部」となり、内政部調査局とともに対内情報統制の中核と
なった。

一方、1949年9月に中国国民党総裁にあった蒋介石が「政治行動委員会」を設置、同委は蒋介石
が総統に復職した1950年に「總統府機要室資料組」（総統府機密室資料組）になり、同組はまた
1954年10月に「国家安全局」に改編され、国防会議の下に組み込まれた。これが対外情報を統括す
る組織で、その後、1967年2月1日に国防会議が廃止され、同16日の「動員戡亂時期國家安全會議」

（動員反乱平定時期国家安全会議）の設立とともに、同会議の管轄下に入った。そして、李登輝時
代に入って、1993年12月30日に「國家安全會議組織法」「國家安全局組織法」が公布され、「国家安
全局」は1994年1月1日に法制化され、法律に基づく中立の行政機関になった。さらに、陳水扁時代
になると、2005年2月5日に ｢國家情報工作法｣ が公布され、情報機関としてより強固な組織とと
なった。

このほか、対外宣伝には1951年5月15日に、中国国民党中央改造委員会が「宣傳業務小組」を設
置し、「反攻大陸」の国家政策の宣伝に当たらせた。なお、抗日戦争期における中国国民党中央宣
伝部国際宣伝処の対米宣伝については中田崇「中国国民党の対米写真宣伝1937-1941：国際宣伝処
の活動を中心に」（『マス・コミュニケーション研究』2008年73巻 p. 61-77）、同「中国国民党中央
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宣伝部国際宣伝処の対米宣伝工作 -- エージェントの活動を中心に」（『軍事史学』軍事史学会編2008
年43巻3・4号 pp.394-410）に詳しい。

さらに、コミュニケーションにとって重要な言語については1949年7月に「臺灣省政府教育廳國
語推行委員會」（台湾省政府教育庁国語推進委員会）が設置され、中華民国の「国語」（標準中国
語）を台湾に普及させる措置が講じられた。

そして、ここでわれわれが忘れてはいけないことは中国国民党による台湾統治は日清戦争で清朝
から割譲され50年にわたって植民地として統治してきた台湾経営の母体が日本から中華民国政府に
変わったという歴史的背景があるということであり、その中華民国と日本は、われわれは日中戦争
というが、彼らは抗日戦争という、長い敵対関係にあったことである。これに加えて、戦後には、
1972年9月に中華人民共和国政府を中国を代表する政府として認め、国交正常化を実現するまで、
1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約（1951年9月8日調印）の発効と日華平和条約の調印（8
月5日発効）によって、日本は台湾にある中華民国政府と国交を維持してきた歴史的経緯があるこ
とも含めて考えると、台湾における戒厳状態を議論するには、少なくとも日中戦争期の1942年5月5
日に発令された「國家總動員法」（32条）（2004年1月7日廃止）にまで遡る必要があるであろう。同
法は「第1條　國民政府於戰時，為集中運用全國之人力、物力，加強國防力量，貫澈抗戰目的，制
定國家總動員法。」（国民政府は戦時において、全国の人的力、物的力を集中して運用し、国防力を
強化し、抗戦目的を貫徹するため、国家総動員法を制定する。）としてその制定目的を明示すると
同時に、その「第22條」に「本法實施後，政府於必要時，得對報館及通訊社之設立，報紙、通訊稿
及其他印刷物之記載，加以限制、停止或命其為一定之記載。」（本法実施後、政府は必要時には、新
聞社および通信社の設立、新聞紙、通信原稿およびその他の印刷物の記載に対して、制限を加えた
り、停止させたり、一定の記載を命じることができる。）とあり、「第23條」には「本法實施後，政
府於必要時，得對人民之言論、出版、著作、通訊、集會、結社，加以限制。」（本法実施後、政府は
必要時には、人民の言論、出版、著作、通信、集会、結社に対し制限を加えることができる。）と
あるように、政府にメディアを管理する権限を与え、「人民」の政治的権利を制限する法的根拠を
示している。中華民国政府にとってはその敵が日本から中国共産党および反対勢力に変わる中で、
その統治地域を効果的に管理するために「國家總動員法」の継続と戒厳令をはじめとする一連の法
令法規を公布し、情報統制を敷いてきたのである。その対象が台湾であった。

以上のような法令法規とその実務機関によって、中華民国政府、実質的には中国国民党による情
報統制を基礎とした戒厳令下の台湾（台澎金馬）のコミュニケーション・メディア環境が形成され
たのである。

1.1　戒厳令下の台湾のジャーナリズム
1945年に日本から台湾を接収した国民政府はメディアに対する認可検閲制度を採らず自由な環境

に置いた。そのため、多くの新聞が登場した。しかし、1947年の228事件発生後、政府は11紙を差
し押さえ、民報など8紙が停刊を余儀なくされた。その後、台湾は戒厳令下に置かれ、中華民国政
府の1949年12月の台北遷都より、前述したようにメディアに対する統制が厳しくなっていくのであ
る。

ジャーナリズムの具現者として記者に関する法律は国民政府が大陸にあった時、1943年2月15日
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に制定施行した「新聞記者法」（新聞記者法でも報道記者法でも可）があった。
同法は「第2条」に「依本法聲請核准領有新聞記者證書者，得在日報社或通訊社執行新聞記者之

職務。」（本法に基づいて新聞記者証を申請承認受領した者が、日刊紙あるいは通信社で新聞記者の
職務を行うことができる。）として、「新聞記者証」という「関門」を設けるとともに、「第7條」で
は「新聞記者應加入其職務執行地之新聞記者公會或聯合公會，其地無公會者，應加入其鄰近市縣之
新聞記者公會。」（新聞記者はその職務を行う地域の新聞記者公会あるいは連合公会に加入すべきで
あり、その地域に公会がない者は近隣の市県の新聞記者公会に加入すべきである。）として、「公
会」加入を義務化している。この全国、省、市・県に設置された「公会」の「任務」については

「第12條」で6項目挙げているが、その「二」に「關於三民主義之闡發與國策之推進事項。」（三民主
義の発揚と国策推進事項）、その「三」に「關於宣揚政令與協助政府之宣傳事項。」（政令宣揚と政
府に協力する宣伝事項）がある。

また、「第21條」は「新聞記者於法律認許之範圍內，得自由發表其言論。」（新聞記者は法律の許
す範囲内で自由にその言論を発表することができる。）とすると同時に、「第22條」では「新聞記者
不得有違反國策、不利於國家或民族之言論。」（新聞記者は国策に違反し、国家あるいは民族に不利
な言論があってはならない。）としている。そして、この「第22條」などに違反すれば、「新聞記者
証の取り消し」の処分が行われることも「第28條」で規定している。

こうした管理色の強いこの「新聞記者法」は台北に遷都してからも、法律として効力を有してい
たが、時代にそぐわなくなり、2004年1月20日に廃止になった。

もとより、記者のあるべき姿を国民党は国民政府が大陸にあった時、この「新聞記者法」制定以
前に、三民主義に基づいて規定するようになった。それが、1941年の中国新聞学会設立とともに会
長になった馬星野が母校の米国のミズーリ大学ジャーナリズムカレッジのウイリアム博士の8条に
倣い起草した12条からなる次のような「中國新聞記者信條」である。

資料1─「中国新聞記者信条」
中國新聞記者信條
一、吾人深信：民族獨立、世界和平，其利益高於一切。決不為個人利益，階級利益，派別利益，地

域利益作宣傳，不作任何有妨害建國工作之言論與記載。
二、吾人深信：民權政治，務求貫徹。決為增進民智、培養民意、領導民意、發揚民氣而努力、維護

新聞自由，善盡新聞責任，於國策作透徹之宣揚，為政府盡積極之言責。
三、吾人深信：民生福利，急待改進。決深入民間，勤求民瘼，宣傳生產建設，發動社會服務，並使

精神糧食，普及農村、工廠、學校及邊彊一帶。
四、吾人深信：新聞記述，正確第一。凡一字不真，一語失實，不問為有意之造謠誇大，或無意之失

檢致誤，均無可恕。明晰之觀察，迅速之報導，通俗簡明之敘述，均缺一不可。
五、吾人深信：評論時事，公正第一。凡是是非非，善善惡惡，一本於善良純潔之動機，冷靜精密之

思考，確鑿充分之證據而判定。忠恕寬厚，以與人為善，勇敢獨立，以堅守立場。
六、吾人深信：副刊文藝，圖畫照片，應發揮健全之教育作用，提高讀者之藝術興趣，排除一切誨淫

誨盜，驚世駭俗之讀物，與淫靡頹廢冷酷殘暴之作品。
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に制定施行した「新聞記者法」（新聞記者法でも報道記者法でも可）があった。
同法は「第2条」に「依本法聲請核准領有新聞記者證書者，得在日報社或通訊社執行新聞記者之

職務。」（本法に基づいて新聞記者証を申請承認受領した者が、日刊紙あるいは通信社で新聞記者の
職務を行うことができる。）として、「新聞記者証」という「関門」を設けるとともに、「第7條」で
は「新聞記者應加入其職務執行地之新聞記者公會或聯合公會，其地無公會者，應加入其鄰近市縣之
新聞記者公會。」（新聞記者はその職務を行う地域の新聞記者公会あるいは連合公会に加入すべきで
あり、その地域に公会がない者は近隣の市県の新聞記者公会に加入すべきである。）として、「公
会」加入を義務化している。この全国、省、市・県に設置された「公会」の「任務」については

「第12條」で6項目挙げているが、その「二」に「關於三民主義之闡發與國策之推進事項。」（三民主
義の発揚と国策推進事項）、その「三」に「關於宣揚政令與協助政府之宣傳事項。」（政令宣揚と政
府に協力する宣伝事項）がある。

また、「第21條」は「新聞記者於法律認許之範圍內，得自由發表其言論。」（新聞記者は法律の許
す範囲内で自由にその言論を発表することができる。）とすると同時に、「第22條」では「新聞記者
不得有違反國策、不利於國家或民族之言論。」（新聞記者は国策に違反し、国家あるいは民族に不利
な言論があってはならない。）としている。そして、この「第22條」などに違反すれば、「新聞記者
証の取り消し」の処分が行われることも「第28條」で規定している。

こうした管理色の強いこの「新聞記者法」は台北に遷都してからも、法律として効力を有してい
たが、時代にそぐわなくなり、2004年1月20日に廃止になった。

もとより、記者のあるべき姿を国民党は国民政府が大陸にあった時、この「新聞記者法」制定以
前に、三民主義に基づいて規定するようになった。それが、1941年の中国新聞学会設立とともに会
長になった馬星野が母校の米国のミズーリ大学ジャーナリズムカレッジのウイリアム博士の8条に
倣い起草した12条からなる次のような「中國新聞記者信條」である。

資料1─「中国新聞記者信条」
中國新聞記者信條
一、吾人深信：民族獨立、世界和平，其利益高於一切。決不為個人利益，階級利益，派別利益，地

域利益作宣傳，不作任何有妨害建國工作之言論與記載。
二、吾人深信：民權政治，務求貫徹。決為增進民智、培養民意、領導民意、發揚民氣而努力、維護
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七、吾人深信：報紙對於廣告之真偽良莠，讀者是否受欺受害，應負全責。決不因為金錢介入，而出
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（www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040150031003700-0000101）
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としている。すなわち、「一」で「民族独立」、｢二｣ で「民権政治」、「三」で「民生福利」を掲げ、
三民主義の「民族、民権、民生」を反映させているのである。

こうしたジャーナリズム観には当時の国民革命を率いた国民党の方針や蒋介石の考えが反映され
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導原則とし、党の政治綱領を宣伝材料とし、党の立場を堅持し、中央の態度を態度とし、党の機密
を厳格に遵守し、絶対的に上級党部の指揮を受け入れ、出来る限り一派一系に利用されることを回
避し、党徳を維持する。』との『党紙原則』を提起した。当時国民政府軍事委員会委員長であった
蒋介石は公開の言論の中で、｢党機関紙が党を代表するのと人民を代表するのは統一されたもので
ある。党と国家のために発言することは、人民大衆に代わって話をすることであり、新聞事業は
党、国家と人民の間で橋渡しの役割を担うものである。」と表明するとともに ｢報道は第一に迅速
であること、ニュースがニュースになる理由は、内容が新しいことにある。第二に確実でなければ
ならない。もし報道宣伝が事実と違ったり、あるいは完全に虚構であったりしては必然的に読者の
信頼を失う。第三に政府側の政治ニュースを報道するばかりでなく、経済建設に向け、労農大衆に
向けてのニュースの方向に発展するべきである｣ と強調した。（『维基百科』「中华民国的政治宣传」）
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そして、これもウィキペディアが引用するのであるが、1940年における蒋介石の発言がある。一
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つは1940年3月23日の中央政治学校ジャーナリズム専修班甲組卒業式での「今日新聞業之責任」（今
日のジャーナリズム業の責任）と題する訓示、もう一つは同じく1940年の7月6日における同校
ジャーナリズム専修班卒業式での「怎樣做一個現代新聞記者」（如何にして現代の新聞記者になる
か ） と 題 す る 訓 示 で あ る。｢ 中 正 文 教 基 金 会 ｣（http://www.ccfd.org.tw/ccef001/index.
php?option=com_content&view=categories&id=103&Itemid=256）がウェブサイトにアップして
いる『總統蔣公思想言論總集』によると、前者は日付が3月21日、表題が「黽勉新聞界戰士」（新聞
界の戦士を勉励）とあり、「對中央政治學校新聞專修科第一期畢業生講─」（中央政治学校ジャーナ
リズム専修科第一期卒業生に対し語る）、後者は日付が7月26日になっている。このようにウィキペ
ディア（中文版）の執筆者との相違があるが、ここでは原文全文がアップされている『總統蔣公思
想言論總集』に基づいて、蒋介石のジャーナリズム観について少し触れる。

蒋介石は前者において、｢總理有言，宣傳即教育，故新聞記者應為國家意志所由表現之喉舌，亦
即為社會民眾賴以啟迪之導師。｣（総理に発言有り、宣伝はすなわち教育である、ゆえに新聞記者は
国家の意思のあるところに従い表現する喉舌になるとともに、社会民衆の啓発の頼みとなる導き手
となるべきである。）として孫文の発言を引用、新聞記者として巣立とうとしている卒業生に「国
家」の「喉舌」、「民衆」の「導き手」になるべきだとし、抗日戦争期にあって「如何宣揚國策，統
一國論，提振人心，一致邁進，以達驅除敵寇復興民族之目的，而完成三民主義國家之建設，實唯新
聞界之積極奮起是賴。」（如何に国策を宣揚し、国論を統一し、人心を鼓舞し、一致して邁進し、こ
れによって敵を駆逐し、民族復興の目的を達し、三民主義の国家の建設を完成させるのに、実に新
聞界の積極的奮起のみを頼りとする。）として、「普及宣傳」（宣伝普及）、「宣揚國策」（国策宣揚）、

「推進建設」（建設推進）、「發揚民氣」（民気発揚）の四点に尽力するよう呼びかけた。
また、後者においては、新聞事業の改革に当たって「傳遞迅速」（迅速な伝達）、「報導確實」（確

実な報道）、「定價低廉」（安価な定価）、「發行普遍」（幅広い発行）を目指すよう語る中で、「而我
們現在的新聞事業，要闡揚三民主義，宣傳一貫國策，更要以服務為目的，不僅不能以營利為目的，
而且要不惜成本，不惜犧牲，充實內容提高效率，要本此精神來經營，然後新聞事業纔能普遍深入社
會民眾，纔能真正發生宣傳效果！」（そして我々の現在の新聞事業は、三民主義を発揚し、一貫し
た国策を宣伝しなければならないが、さらに大切なのは奉仕を目的としなければならず、営利を目
的としてはならないのみならず、原価を惜しまず、犠牲を惜しまず、内容を充実させ、効率を向上
させなければならず、こうした精神によって経営することで、始めて新聞事業は社会民衆の中に普
及、深く入ることができ、始めて真に宣伝効果を生むことができるのである。）として当面の方向
性を示したうえで、新聞記者の役割を「現代新聞記者就是社會的導師，他們主宰社會輿論，他們發
表一篇評論，不僅可以領導民眾，而且可以影響政府，各位學生到本校受新聞的訓練，不僅要學習專
門的技術，尤其要認識新聞記者的地位和責任。」（現代の新聞記者は社会の導き手であり、彼らが社
会輿論を左右し、彼らが論評を発表すると、民衆を導くことができるばかりでなく、政府に影響を
及ぼすことができる。学生諸君は本校でジャーナリズムの訓練を受けたが、専門的技術を学ばなけ
ればならないが、とりわけ新聞記者の地位と責任を認識しなければならない。）と指摘すると同時
に、中国における新聞記者のあるべき姿について「我們要以國家民族的利益為我們奮鬥的目標，既
不可隨波逐流，喪失革命精神，更不可憑個人的恩仇好惡，感情用事，尤其是我們作了本黨的新聞記
者，我們的宗旨在於闡揚主義，宣傳國策，來完成我們抗戰建國的使命，更不能不忍辱負重，昭示真
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誠，以取得人家的諒解，得到人家的幫助！」（われわれは国家民族の利益をわれわれの奮闘目標に
しなければならず、流れに流されて、革命精神を失ってはならず、なおのこと個人の恩讐好悪に
よって感情的に物事を運んではならない。とりわけ、本党の新聞記者になったからには、われわれ
の趣旨は主義を宣揚し、国策を宣伝し、われわれの抗戦建国の使命を達成するところにあるので、
なおのこと辱めに耐え重責を担い、真誠を明示し、人々の理解を勝ち取り、人々の支援を得なけれ
ばならない。）として、「三民主義的新聞記者」（三民主義の新聞記者）になるよう呼びかけた。

こうした蒋介石の訓示が、馬星野が1934年から教鞭をとる中央政治学校（前身 : 中央党校）で行
われたことは上述した馬の「中國新聞記者信條」と軌を一にしていることを示している。

これより先、馬は「三民主義的新聞事業建設」（三民主義の新聞事業建設）（『青年中國』創刊號，
1939年9月30日・『新聞學季刊』1940）を発表している。孫文が「次植民地」、毛沢東が ｢半植民地｣
と称した当時の中国には国共両党のメディア以外にもさまざまな背景をもった新聞などのメディア
が存在したコミュニケーション環境の中でのこうした呼びかけは国民党による党国体制構築の一環
であった。

しかし、上述の党国体制は国共内戦に敗北した国民党が台湾にその政府を移し、戒厳令を敷く中
で、始めて実現されるとともに、中国大陸で中国共産党が中華人民共和国を打ち立て、一党独裁を
確立する中でそれを実現したことは歴史の皮肉ともいえるのかも知れない。

なお、この馬星野は1945年11月に国民党機関紙中央日報の社長となり、1952年に辞職するまで7
年間にわたって同紙運営の責任者であった。その後、国民党の宣伝部門を統括する中國國民黨中央
委員會第四組主任にもなり、1959年にパナマ大使としてパナマに派遣された後、1964年には中央通
信社の社長・頭取、中国新聞学会理事長を歴任、1985年には総統府国策顧問として招聘され、1991
年台北で逝去した。同じく国民党とともに台湾に渡り、1949年に中央通信社の社長にもなり、1994
年に逝去した曾虚白が国立政治大学新聞学院主任兼新聞研究所所長となりジャーナリズム教育の基
盤を整えたのに対し、馬は渡台後は国民党政府の宣伝を中心とした実務に従事した。この両氏に触
れることなく台湾のジャーナリズムを語ることはできない。

付言すると、こうした中国国民党の輿論攻勢に対して、中国共産党は1941年5月7日に「中央宣传

部关于展开对国民党宣传战的指示」（国民党に対し宣伝戦を展開することに関する中央宣伝部の指
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資料2─「国民党に対し宣伝戦を展開することに関する中央宣伝部の指示」
中央宣传部关于展开对国民党宣传战的指示

（一九四一年五月七日）

（一）“ 七七 ” 事件爆发后，国民党因为要应付抗战，它的内外政策有过很大的改变。但是由于它要
维持以为地主大资产阶级为首的一党统治，它的抗建政策都是两面性的，服从于它的抗建政策的宣
传政策，也是两面性的，这政治上和宣传上的两面性，表现在：一方面抗战，他方面随时进行投降
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阴谋；一方面联共，另方面随时进行反共活动；一方面要求精诚团结，他方面强行绝对统一；一方
面要求民众参战，他方面强行统制民众；一方面高唱精神动员，另方面厉行思想统制；一方顶强调

三民主义，他方面修正三民主义；一方面强调文化教育，他方面厉行复古主义。诸如此类，不服枚
举。

�为了贯彻这种两面性政策，国民党更采用各样各色的两面性的和虚伪的宣传战术，这就是在进步的
东西（比抗战前）中夹着反动的东西，以冠冕堂皇的辞句，掩盖着反革命的实质；对自己则隐恶扬

善，无理说应有理，坏的说成好的；对别人则隐善扬恶，有理说成无理，好的说成坏的；对老百姓
及落后分子，则欺骗蒙蔽；对我党及进步人士，则造谣污蔑，并实行 “ 以理论对理论 ”、“ 以政治
对政治 ”、“ 以文化对文化 ”、“ 以量胜质 ” 的战术，尤其是利用它的统治地位厉行思想统制、物质

统制、检查统制，并滥用 “ 法令 ”、“ 军纪 ” 等作武器，来转制军民的口舌与抗议。尤其重庆时期
以后，国民党的反动宣传，更为变本加厉。我们必须展开对国民党的宣传战，以正全国人民的视

听。

（二）对国民党展开宣传战的总方针，是多方揭破其反动宣传，更加扩大我党的政治影响，更加提高
人民的觉悟程度，更加争取广大的同盟军，以便坚持抗战到底，达到抗战与新民主主义的胜利共和
国。［1］为此，我党进行宣传战的基本政策是：一方面坚持抗日第一与抗战到底，坚持抗日民族统

一战线与新民主主义政治，坚持真正三民主义与总理遗嘱，并多方揭露国民党反共投降的阴谋罪
行，及其违反三民主义与总理遗嘱的言论行为，以推动国民党进步分子，争取其中间分子，孤立其
反动分子。又一方面，争取社会的广大同情者和同盟军，来共同反对国民党的反共、投降，反对其
反动的复古主义和一党专制主义，在这方面，我们要强调思想、信仰、言论、研究、创作、出版、
教育之自由，要赞助广大中间分子自由主义立场，要同情被压迫、被排斥的地方势力。

（三），对于国民党的抗战方面和合理方面的宣传，我们应出以拥护和赞助的态度，但估计它在这方面
的两面性、不彻底性（反动的宣传）、虚伪性（掩盖着反动的实质）、局限性（地方的、时间的与问

题的局限性），不可笼统地、抽象地、一般地去拥护，而应分别对待之：
1．只拥护它的真实进步和真实合理的东西。
2．批评它的不彻底性，揭露它的两面性、虚伪性、冲破它的局限性。因为有推进它的进步合理的

作用，所以在采用正面的直接的方式有利时，即采用正面的直接的方式，否则采用迂回的侧面的
方式。

3．利用它的进步即合理的一而，以打击它的反动的错误的一面。“ 以子之矛，次子之盾 ” 这个战

术，在对国民党进行宣传战时，需要灵活的使用。
4．把它的进步的和合理的宣传，变成群众性的鼓动，造成 “ 支票兑现 ” 运动。

（四）在反对国民党在思想上、政治上一般反动宣传时，我们应以马列主义批评其反动理论，以真正
三民主义和总理遗嘱对抗其修正三民主义，以新民主主义文化对抗其复古主义文化，以三大政策

（毛泽东同志在《新民主主义论》中所解释的和我党所实行的）击破其反动政策。
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（五）国民党不敢正视现实（由于它自已阶级的没落性），所以在它要表扬自己打击别人时，它就尽量
搬出世界上一切没落阶级所惯用的宣传武器，这就是虚伪、夸大、造谣、掩饰。为要击破它的这种

宣传，应坚持革命现实主义的和真正科学的立场，我们宣传鼓动中某些夸张的东西是不必要的。

（六）在反对国民党的反共宣传时，应注意以下原则：
1．以科学立场，解释共产主义和中共适合中国国情之需要。
2．以客观事实证明八路军、新四军及各抗日根据地的合法地位（合于三大政策的三民主义，合于

总理遗嘱，合于抗战建国纲领）。
3．以真凭实据粉碎其造谣诬蔑，以公开揭露对付其秘密宣传。
4．在反对一般的反共宣传中，应当遵行有理、有利、有节的原则，并需要以说理明事的态度，去
贯彻义正辞严的立场，以便争取社会的尤其是中间分子的同情。

5．但对于顽强的、有影响的反共对手（人或言论），则应向之进行系统的斗争，直到他全军覆没，
哑口无言为止。

（七）要同国民党展开全面的（国民党已开始这样做）、进攻的（国民党方面一般是防御的）宣传战。
这就是说，要从理论的、政治的、军事的、文化的、文艺的（今天以前我们在这方面多多少少做了
些工作〉，以至教育的、经济的、历史科学和自然科学的（这些方面至今我们做的很少），各方面都
建立和巩固我们的作战阵地。要做到这个地步，就要我们有计划的培养和调节各方面的干部（国民
党在这方面有极大的困难和弱点），有系统地加深他们伪专门研究。

（八）在瓦解反动宣传方面，不但应当从外面来击破它，还应当乘隙打入国民党的各种宣传堡垒里面
去瓦解它，尤其要善于利用其内部矛盾而各个击破之。在反对反动宣传和扩大进步宣传方面，应当
同时使用合法战与非法战，应当动员外围军和中间力量，并利用外国宣传机关。为要胜利地使用这

些战术，就需要我们灵活地、正确地执行宣传战方面的统一战线政策，善于建立、扩大和巩固外围

力量与中间力量，善于处理秘密工作与公开工作的联系，务求长期的保护宣传战方面的内线工作、
外围力量与中间力量。

（九）在国民党区域的出版发行工作（党的和同情者的），要以精干政策战胜国民党的量胜政策，以分
散政策抵抗其统制政策，以隐蔽政策对抗其摧残政策。因此，需要改变和改善宣传战方面的组织工
作，主要是出版发行工作。

（一〇）知己知彼，百战百胜。我们要能战胜国民党反动宣传，就必须一方面熟悉我党政策、口号及
其实际，熟悉我党和我党领袖人物的言论、文献（国民党中有些颇注意研究我们这方面），又一方
面熟悉三民主义及国民党历史，熟悉其文献、政府法令，熟悉其内部派别、领袖人物及言论（国民
党颇有一部分人善于引经据典）。但要做到这地步，就必须纠正党内（同样宣传工作干部中）相当
普遍的轻视或忽视研究国民党的观点。

（一一）要战胜国民党反动宣传，就必须努力（尤其是宣传工作干部）于马列主义中国化的事业，努
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力研究中国历史和中国社会，真正在我们宣传战上做到使 “ 中国人喜闻乐见 ” 的 “ 中国气派与中国
作风 ”，真正使教条主义、公式主义、洋八股休息退位。但我们宣传工作还远没有做到毛泽东同志
的这个指示。

根据一九四一年出版的《六大以来》刊印
（中国国情 - 中国网　guoqing.china.com.cn）

前掲の「中央宣传部关于展开对国民党宣传战的指示」の「（八）」は「反動的宣伝を瓦解させる分
野では、外部からそれを撃破するべきばかりでなく、隙に乗じて国民党の各種宣伝基地に入り込み
それを瓦解させるべきであり、とりわけその内部の矛盾を利用し、それを各個撃破することに秀で
なけばならない。反動的宣伝に反対、進歩的宣伝を拡大する分野では、合法戦と非合法戦を同時に
使用すべきであり、外郭軍や中間勢力を動員させるべきであるとともに、外国の宣伝機関を利用す
べきである。勝利のうちにこれらの戦術を使用するには、われわれは宣伝戦分野の統一戦線政策を
柔軟に、正確に執行し、外郭勢力と中間勢力を打ち立て、拡大し、打ち固めることに秀で、秘密活
動と公開活動のつながりを処理するのに秀で、長期にわたる宣伝戦保護分野の内部スパイ活動、外
郭勢力や中間勢力を育てることが求められている。」と指摘している。この「国民党」を「台湾」
に置き換えれば、中国共産党の台湾に対する「宣伝戦」のありようが見えてくるであろう。

2.0　戒厳令下の台湾における私的コミュニケーション・メディア体験
筆者は上述したコミュニケーション・メディア環境にあった戒厳令下の台湾に留学し、1969年か

ら1970年にかけて台湾師範大学国文系で学んだことがある。いまも覚えているが「學號」（学籍番
号）は「580863」であった。留学ビザをもって、松山空港に降り、税関を抜ける所で、手に持った
ポータブルテレビと SONY の3バンド短波ラジオが差し押さえられ、その受け取りをもって後日、
台北の「警備総部」（「台湾警備総司令部」）に行き、登録手続きをして、登録証明をもらい、受領
した。ここから始まる筆者の戒厳令下の台湾におけるコミュニケーション・メディア環境に関する
私的体験を思い起こしたい。

ラジオ放送
3バンド短波ラジオは「共匪」の放送を聴くために持っていたわけではないが、チューナーをひ

ねると、「福建前线广播电台」（福建前線放送局）の放送が入ってくる。しばらくして、「大陸の放
送を聞いていた人が翌日連行された」などの話を聞いた。本当かどうかは知らないが、「検挙匪諜、
人人有責」（共産党のスパイ摘発は、一人一人に責任がある）などという張り紙が公共バスの車内
に貼られていた時代であった。もとより、その短波ラジオは台湾の中波のラジオ放送を聞くととも
に短波では「日本廣播電台 NHK」というコールサインであった NHK の国際放送を含む各国の中
国語放送を聴くために持参したものであった。東京にいた時から中国語の海外放送を聴いていた筆
者にとってはその延長線上にあったのである。

当時、中国ではプロレタリア階級文化大革命期にあって、ラジオ放送は「伟大的领袖毛主席教导

我们说…」（偉大な指導者毛主席はわれわれに教えている…）などという「枕詞」の下で、『毛主席
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ら1970年にかけて台湾師範大学国文系で学んだことがある。いまも覚えているが「學號」（学籍番
号）は「580863」であった。留学ビザをもって、松山空港に降り、税関を抜ける所で、手に持った
ポータブルテレビと SONY の3バンド短波ラジオが差し押さえられ、その受け取りをもって後日、
台北の「警備総部」（「台湾警備総司令部」）に行き、登録手続きをして、登録証明をもらい、受領
した。ここから始まる筆者の戒厳令下の台湾におけるコミュニケーション・メディア環境に関する
私的体験を思い起こしたい。

ラジオ放送
3バンド短波ラジオは「共匪」の放送を聴くために持っていたわけではないが、チューナーをひ

ねると、「福建前线广播电台」（福建前線放送局）の放送が入ってくる。しばらくして、「大陸の放
送を聞いていた人が翌日連行された」などの話を聞いた。本当かどうかは知らないが、「検挙匪諜、
人人有責」（共産党のスパイ摘発は、一人一人に責任がある）などという張り紙が公共バスの車内
に貼られていた時代であった。もとより、その短波ラジオは台湾の中波のラジオ放送を聞くととも
に短波では「日本廣播電台 NHK」というコールサインであった NHK の国際放送を含む各国の中
国語放送を聴くために持参したものであった。東京にいた時から中国語の海外放送を聴いていた筆
者にとってはその延長線上にあったのである。

当時、中国ではプロレタリア階級文化大革命期にあって、ラジオ放送は「伟大的领袖毛主席教导

我们说…」（偉大な指導者毛主席はわれわれに教えている…）などという「枕詞」の下で、『毛主席
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语录』（毛主席語録）が教えられ、「伟大的导师，伟大的领袖，伟大的统帅，伟大的舵手，毛主席万
岁」（偉大な教師・偉大な指導者・偉大な統帥者・偉大な舵取り　毛主席万歳）というスローガン
が飛び交い、絶叫口調であったのに対し、台湾のそれは語りかけるような落ち着いた中国語であっ
た。「自由中國之聲，台灣台北發音」（自由中国の声です。台湾台北からお伝えします）がコールサ
インであった。ちなみに、中国向けは「中央廣播電台」（中央放送局です）がコールサインであり、
いずれも「中國廣播公司」（Broadcasting Corporation of China）の配下にあった。

その「中國廣播公司」の番組を筆者は台北在住中愛聴した。趙剛、白茜如、趙雅君などの中国か
ら台湾に入った第一世代、その放送を聞いて育った李季準などが活躍していた。当時、同局に「我
們的家庭」という番組があり、その中の「家庭事例短劇」をよく聴いた。なぜならばそこには普通
の中国人家庭における言葉のやり取りがふんだんにあったからであり、言葉と中国人の人間関係の
勉強になった。もちろん、それは中国国民党の儒家倫理に基づくストーリーであり、終りには必ず

「教訓」が語られるものであった。それは文革に対抗するものとして蒋介石を会長にして1967年か
ら始まった「中華文化復興運動」の流れの中にあったのであろうが、ラジカセのない時代、オープ
ンリールの録音機に録音し、何度も聞いた。

筆者は上に挙げたアナウンサーのうち、趙剛さんを除き、他の三人にはお会いしたことがある。
とくに、筆者がファンであった李季準さんには何度かお会いし、彼が台湾人でありながら、アナウ
ンサー採用試験にトップで合格する標準「国語」をラジオ放送を通じて習得したことなど貴重な体
験談をうかがつた。そして、驚いたのはご自宅に招待された時、御夫人とは台湾語（閩南語）で会
話されていたことであった。彼がいうには、公的な場では ｢国語｣ を使い、私的な場では ｢台語｣
を使うということであった。こうした関係があって、「新公園」の中にあった「中國廣播公司」に
も招かれて自由に出入りができたが、恐らく「上」からのお達しがあったのであろう、ある時点か
ら急に入ることができなくなった。考えてみれば、戒厳令下にあって、放送局はいざとなれば極め
て重要な場所になるので、留学生にせよ外国人である日本人が出入りすることは「安全」上許され
ることではなかったのだろう。

この「新公園」は1996年2月28日に「二二八和平記念碑」の除幕とともに ｢二二八和平公園」と
いう名前に改称された。そして、その中にあった「中國廣播公司」もその後「二二八記念館」と
なった。日本時代につくられた「新公園」はもともと「台北公園」と呼ばれていたが、「圓山公園」

（1897年）完成後の1908年にその南半分が増設されたことから、その名前になったといわれている。
そして、中華民国政府が台湾を接収した後1947年2月28日に起きた228事件の際、抗議に立ち上がっ
た人々が公園内にあった日本時代の「台湾放送協会」の台北庁舎を占拠し、内外に決起を呼びか
け、台湾全土に国民党の支配に抵抗する運動が広がった歴史的事実があり、それを後世に伝えるた
め公園名改称がなされたのである。筆者が出入りしていた「中國廣播公司」はもともと日本時代の
台湾放送協会の庁舎でもあったのである。

この「中國廣播公司」の前身は1928年に南京で設立された「中央廣播電臺」であり、のちに「國
民黨中央執行委員會中央廣播事業管理處」に帰属、1947年には「中國廣播股份有限公司」がつくら
れた。日本の敗戦によって、中華民国政府は1945年に台湾放送協会を接収、「臺灣廣播協會」（臺灣
廣播電臺）に改組、台北、台中、台南、嘉義、高雄および花蓮にあった放送局を配下に収めた。　
一方、1949年6月に同政府とともに台湾に入った「中國廣播公司」は本部を「新公園」内に置いた。
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同年11月、「中廣」は「中央廣播事業管理處」を吸収、対外的に「中廣」の名称で放送を開始した。
そして、1961年7月1日に「臺灣廣播電臺」は「中國廣播公司」に吸収合併された。この「中國廣播
公司」の放送を筆者はよく聴いていたのであり、定時のニュースの前の時報の後に「中原標準時間
…點整」（中原標準時間…時です）と伝えられることが耳に残っている。なお、この「中原標準時
間…」は2007年1月12日をもって使用しなくなったと聞いている。

当時、「正聲」、「復興」など「中廣」以外にいくつか放送局があったが、筆者が不思議に思った
のは ｢警察廣播電臺｣ があったことである。台湾省政府警務処の管轄で1954年に設立され、放送が
開始された。その後、同局は1999年7月に内政部警政署の管轄下に入った。また、軍の運営する放
送局もあったが、当時の放送内容については、筆者は「中廣」を習慣的に聞いていたので、ここで
は紹介できない。

新聞
新聞についていえば、国民党の機関紙中央日報を読んでいた。特に ｢中央副刊｣ に毎日掲載され

るコラムを音読していた。このほか、聯合報、中国時報、中華日報なども読むことがあった。ま
た、夕刊紙では自立晩報をよく読んだ。

中央日報は中国国民党とともに歩んできた。1928年2月、上海で創刊され、2006年、紙媒体とし
ての発行を停止するまで、国民党の立場を代弁してきた。わたしが台北に住んでいた時期を含む新
聞が解禁される1980年までは、中央日報、聯合報、中国時報が三大新聞と呼ばれていた時代であっ
た。日本に帰国後は、中央日報の海外版を長期にわたって購読した。いつかは覚えていないが、王
丹の「論言論自由」が転載されたことがあったが、原文とは程遠い内容であったので、わざわざそ
うした間違いを指摘し、その理由を聞こうと同社に書簡を送ったことがあった。返事はやはり受け
取ることができず、中央日報に対する信頼が一挙に崩壊したことで、この海外版の購読を止めたこ
とが記憶に残っている。であるので、その後、同紙が民営化され、2006年に紙媒体としての発行も
終了したことなど知らなかった。筆者がコラムを音読していた戒厳令下のあの時代が、中央日報の
台湾における全盛期であったのかも知れない。なお、1947年10月10日に創刊された夕刊紙の自立晩
報は2001年10月2日をもって停刊した。戒厳令下にある中で、三大新聞とは異なる視点で台湾を伝
え続けた同紙は台湾ジャーナリズム史に名を留めるであろう。

戒厳令解除後の新聞について少し触れると、1980年4月に自由日報が創刊され、同紙は1987年に
自由時報と改称し、今日に至っている。また、2003年5月には、香港の蘋果日報が台湾に進出、実
業家の黎智英が中国返還前の香港で1995年6月20日創刊した同紙の台湾版が発行されるようになっ
た。ネットで新聞も読める時代に入った現在、この二紙と聯合報および中国時報が四大新聞と呼ば
れている。

雑誌
雑誌についていうと、胡適が「発行人」であった自由中国（1949年11月20日─1960年9月4日）が

1960年に実質的な編集者であった雷震がスパイ隠匿の容疑で逮捕されるという雷震事件を契機に停
刊させられた後、文星（1957-1965，1986-1988）、大学雑誌（1968-1987）と続く流れの中にあった
が、当時の筆者は大学雑誌を時々読むほか、李敖と論争し法廷闘争を行った胡秋原が発行人になっ
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ていた中華雑誌（1963-1993）を読んでいた。東方雑誌もあったが、学術性が高く、筆者にはそれ
を読むだけの文史哲の知識が無かった。

その後、党外活動の象徴として美麗島雑誌（1979.8-1979.11）が出現し、いわゆる「美麗島事件」
が惹起された。こうした政論雑誌は五四期の青年雑誌のようにその時代の知識人の言論の場とな
り、中国、台湾を動かしてきたと言えるだろう。

映画
当時、映画館においては、映画が上映される前、起立して中華民国国歌「三民主義吾黨所宗…」

が台湾の建設の映像と共に流されるのを聴き、その後、空襲時には何処から避難するかなどの指示
が示され、上映開始となる。まさに戒厳令下を感じさせる厳粛な「儀式」から始まる。しかし、上
映中、「瓜子」（西瓜・南瓜の種）を食べる人もいて、上映が終わり館内が明るくなると、その人の
座席の前にその殻が山のようになっていたりした。また、入場前に、映画館の前で売られている

「紅燒」（醤油で味付けした）の「鳳爪」（鶏の手）などを持ち込み、食べた人の前には骨が散乱し
ていたりして、台湾の人々が娯楽として映画を楽しんでいた。現在はどうなっているのか、コロナ
が終息したら、台湾を訪れ、「検証」したいと思っている。

さて、当時の台湾の映画事情は、香港映画が全盛であった。そして、それをけん引したのが1958
年に設立された「邵氏电影公司」（Shaw Brothers （Hong Kong） Limited）であった。数多くある
同社製作の映画の中でも民間に伝承されている物語を1963年に映画化した「梁山伯与祝英台」は、
筆者が訪台する以前に台湾で上映されたものであったが、在台中、多くの人、特に女性からこの映
画の素晴らしさを聞いた。その中の一人によれば、「梁山伯」を演じた凌波が訪台した時、松山空
港から市内への沿道には彼女を歓迎する人で溢れたが、当時、外国の賓客が訪台すると、官製の動
員がかけられ、沿道に人が溢れることがよくあったが、凌波の場合は、彼女のファンのまったく自
発的な歓迎であったという話であった。「女扮男装」（女性が男性を演じる）ことで女性を魅了した
のであろうか。後にビデオでこの映画を見たが、「黄梅調」のリズミカルなやり取りもこの映画を
魅力あるものにしたのであろう。この時代のメディアとしての映画の影響力を垣間見たようであっ
た。

一方、男性に歓迎されたのが「武功」映画であり、筆者は同社製作の ｢十三太保｣ を見たことが
ある。当時、特撮を駆使した「武功」映画が主流であったが、その後、「咏春拳」を基礎とした

「截拳道」を創始した李小龍（ブルースリー）、戯劇学校などで酔拳などの武術を学んだ成龍
（ジャッキーチェン）などの「本物」の「武術」を身につけたスターが登場、これに加えて、中国
で1975年に武術の「全能冠军」（総合チャンピオン）になった李連傑（ジェットリー）も1982年

「少林寺」の主演として映画界入りするなどする中で、「武功」映画の「特撮」は淘汰されるように
なった。とはいえ、なぜか当時の空中を舞う武闘のシーンが目に焼き付いている。

なお、当時台湾で上映される映画は外国のを除きすべて国語による「配音」（吹き替え）が行わ
れていた。そのため、香港のスターが訪台し、広東語で話しているのを聞くと、少しの違和感を感
じたことを覚えている。

また、筆者が ｢虎虎虎｣（トラトラトラ）を見に行った際、映画館内において、日本の航空機が
真珠湾を攻撃し、米国の艦船が撃沈された時、拍手がされたのとそれに対抗するかのように日本の
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航空機が撃墜された時にも拍手がされたことを目の当たりにして、台湾の複雑な対日観の反映を体
感した。「眷村」（国民党軍の軍属の住む村）では夏の夜によく露天で抗日戦争の映画を放映してい
た時代の反映だったのでもあろう。露天上映については、筆者の小学生の頃、学校の校庭で「我は
海の子」を見たことなどを思い出したりもした。

テレビ
ポータブルテレビは持参したが、映像を見てしまい、言葉の勉強にはならないと思い、ほぼ見る

ことはなかったが、当時、台湾のテレビは台視、中視、華視の三極体制ができつつあった。台湾の
テレビは、1962年から教育部が運営する「教育電視廣播實驗電台」によって実験放送が行われてい
たが、一般に向けては同年4月28日にできた「臺灣電視公司」（台視）が初めての放送を開始した。

「教育電視廣播實驗電台」は1968年12月に「教育電視台」に改組された後、1970年2月16日に「中華
電視台」となった。また、1971年1月には「中華電視台」ができ、三局鼎立のテレビ態勢が整った。

どのテレビ局の番組であったか定かではないが、いまも耳に残っているのが朝の「布袋戲」（人
形劇）の騒々しい「台湾語（閩南語）」のやり取りの「音」である。「音」としたのは意味が分から
ないからであり、意味が解っていたら面白かったのではと思っている。いわゆる「外省人」であろ
うが、「本省人」であろうが子供に大人気であったようで、家々からその「音」が流れてくるので
ある。子供の時にそれを見ていたから ｢台湾語｣ が分かるようになったという「外省人」さえいる
くらいである。筆者の時代で言えば NHK の「ひょっこりひょうたん島」に相当するかも知れな
い。

戒厳令が解除された後、民営のテレビ局「全民電視公司」（民視）が1997年6月に放送を開始し、
台湾の4局目のテレビとなった。さらに、1982年ごろから創設の準備が始まった「公共電視台」（公
視）が紆余曲折を経て、1997年5月における立法院での「公共電視法」の採択を受けて、1998年7月
に「財團法人公共電視文化事業基金會」の設立と同時に、放送を開始した。また、2006年7月には
華視と公視が「台灣公共廣播電視集團」を結成、2007年1月には「客家電視台」と華人向けの「宏
觀電視」を吸収した。

これと同時に、台湾でかつて ｢第四台（第四局）｣ と言われていたケーブルテレビ（CATV）も
発展した。1993年から開設が認められ、雨後の筍のように多くのケーブルテレビが開業したが、
2001年までに66の業者が正式に関係機関の管理下に入った。

「国語」（標準中国語）
台湾に入った当初は、国語日報を教材としてよく読んだ。なぜならば漢字の横に注音字母（符

号）がふられており辞書を引かなくても音読みできるからである。この国語日報は中華民国政府が
日本から台湾を接収した後、国語推進委員会のメンバーを派遣し、国語教育に当たらせたことから
始まる。その中心にあったのが何容、魏建功らであった。中国大陸に中華人民共和国が成立する前
に魏建功は帰国、北京にあった国語小報用の活字（日本製）とともに何容は台北残留、台湾省国語
推進委員会主任委員として、国語の普及に努めた。その後、1949年1月に設立された国語日報社の

「董事長」（理事長）に1971年12月に就任、1990年7月までその職にあり、台湾における国語教育の
中心の役割を担ってきた。
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日本の統治から脱却した戒厳令下の台湾は、ある意味「大中華」教育環境にあり、その中でも
「国語」は中国人としてのアイデンティティーを植え付ける意味でも象徴的な役割を果たしていた。
1945年8月に中華民国政府が台湾を接収してから、同政府の統治下に入り、24年経過した1969年に
筆者は台北に入ったが、大学の「同学」は一般的に日本語を知らない。その両親は本省人であれば
基本的に日本語ができるが、外省人は日本語を知らない。筆者が部屋を借りたところの「房東」

（家主）は日本人よりも正確な日本語を話す人であった。わたしが「国語」を使うとあまり良い顔
をしなかった。また、近くの「眷村」（軍属居住地）に行くと、外省人の世界で、日本語は全く通
じず、さまざまな地域のなまりのある「国語」の世界であった。

筆者が在籍した台湾師範大学は基本的に教員養成大学であり、その中でも国文系は将来、初等中
等教育機関の「国語国文」の教員になることで、「国音」（国語の発音）は必修科目であった。同大
学の教授でもあった何容先生の ｢国音｣ の授業は大変厳しかった。澎湖島から来た学生に出身地を
聞くと、彼は「penhu」と答えた、そこから「pen」ではなく「peng」だとして、何教授は繰り返
し矯正したが、彼は分からないようでずっと「pen」と発音していた。何教授が最後に発した言葉
が ｢發音不準確不能當老師｣（発音が正確でなければ先生になれない）であったと記憶している。

詞典と事典
漢字は「形音義」の情報をもっている。発音は「音」、「形」と「義」は字体と意味で、この三者

がそろって始めて字として成立する。その字が語彙を構成する。説文解字も、康煕字典も字を解釈
する字典であり、近代において複合詞が多くなるにつれて、詞（辞）典の必要が出てきて、それに
呼応したのが1926年から教育部によって着手された国語辞典の編纂である。1945年に8冊本として
国語辞典は完成し、商務印書館から出版されたが、同辞典は1947年に修訂され4冊本の国語辞典と
なった。この注音字母配列の国語辞典4冊本が1969年においても台湾において最も信頼のある辞典
であった。その後、この国語辞典は6冊本の重編国語辞典として1981年に改訂され、台湾商務印書
館から発行された。この6冊本は現在も最も信頼される国語辞典として評価されている。この辞典
の編集長になったのが前述した何容国語日報理事長であった。

当時の台湾において、この国語語彙を解釈した辞典に対し、小百科に相当する事典といえるもの
に商務印書館の辞源と中華書局の辞海があった。この二冊の小百科事典も中国大陸から持ち込まれ
たものであった。もとより、商務印書館の辞源は清末の1908年に編纂が始まり、1915年に「正編」、
1931年には ｢続編｣ が出版された後、1939年に辞源正続合訂本が出された。一方の中華書局の辞海
はこの辞源に対抗すべく1915年から編纂に着手、1936年に出版されたものである。筆者は、この伝
統ある二つの事典を語彙の語源・定義、歴史的事件の評価などの典拠として利用してきた。この辞
源と辞海は台湾において改訂され現在に続いている。なお、中国においては辞源が古文古籍を読む
ための辞典となり、辞海が近現代を対象とした辞典になり、棲み分けが行われている。

また、中国大陸においてプロレタリア文化大革命が行われていた時代、台湾では中華文化復興運
動が展開され、その一環として1962年11月に一冊目が出された「中文大辞典」は1968年8月に合計
40冊に上る出版を完了した。同辞典は1973年に修訂されるとともに、10冊からなる ｢普及本｣ も出
版された。この辞典は1927年から1960年に完成したが、1968年に縮写版が刊行された旧「諸橋大漢
和」（諸橋轍次著「大漢和辞典」大修館書店）に範をとっている。付言すると、当時台湾ではこの
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「諸橋大漢和」の「翻版」（コピー版）が安価で密かに出回っており、筆者も「買わないか」と勧め
られたが、購入することはなかった。

なお、同辞典に匹敵するものとして中国においては「汉语大词典」（罗竹风編　汉语大词典出版
社）が1975年から編集が始まり、1986年から1993年にかけて12巻が出されており、目下第二版発行
に向けて修訂が行われている。また「汉语大字典」（徐中舒主编、四川辞书出版社・湖北辞书出版
社出版）は1986年から1990年までに第一版8巻が発行され、2010年には修訂され、第二版9巻本と
なっている。以上の辞典類は海峡両岸三地の資料を読む際の必備の工具書と言えるであろう。

訪台した当時の筆者はもちろんこうした辞典類を駆使できる語学力は無く、倉石武四郎「岩波中
国語辞典」と大学書林の「中国語辞典」（鐘ヶ江信光著）を持参した。前者の辞典は「pinyin」配
列で、音を聴いて引くことができることが最大の優位点であり、既述したラジオ放送を聴く際に重
宝した。また、そのもう一つの特徴が北京口語を重視していることであった。当時の台湾の初等教
育の国語の教科書が北京語音を偏重し、「隔壁」を「gebi」ではなく「jiebir」、「蝴蝶」を「hudie」
ではなく「hutier」、「尾巴」を「weiba」ではなく「yiba」という発音表記（注音字母）になって
いたこともあり、「岩波中国語辞典」は使い勝手がよかったことを覚えている。

古書
当時、筆者がよく行った古書街は露店中心の牯嶺街，商業ビルの地階にあった光華商場であっ

た。日本語の本も多かったが、『報学』というジャーナリズム研究誌も散見した。また、政治大学
新聞研究所の『新聞学研究』（1967年5月創刊）もいくつかのバックナンバーを手に入れることがで
きた。その後、訪台するたびに必ず訪れる場所になったが、ある年、光華商場に行くと、そこには
すでに古書店は姿を消し、パソコンのパーツなどを扱う店に変わっていた。また、牯嶺街の露天の
古書店もほぼなくなっていた。時代の流れであろう。ついでに言うと、3年前、訪台した際、重慶
南路に行ったが、以前に比べ書店が少なくなったと感じたが、昔の面影はあった。ただ、以前との
最大の違いは簡体字の中国の出版物も店頭に並べていた書店があったことである。

テレサテン
付言すると、鄧麗君（テレサテン）がデビューし、翁倩玉（ジュディオング）の曲をカバーした

りして、台湾芸能界で活躍し始めた時、彼女の主演映画「謝謝総経理」を見に行ったことを覚えて
いる。その後、彼女の「国語歌曲」は香港や東南アジアの華人から絶大な支持を受け、各地にファ
ンクラブもできた。メディアとしてテレサテンを考えると、「国語」の普及と台湾に継承された身
近な ｢中国文化｣ を具現化したからであろうと思う。もともと、「蹦蹦跳跳」（活発な）彼女が「ふ
るさとはどこですか」（小村之恋）で日本デビューした時は驚いたが、さらに「空港」で再デビュー
した時にはもっと驚かされた。それは彼女の志向とは相いれないものであったからである。ある意
味、日本人によって日本の芸能界で活躍することを目途にどんどん作られていったのがテレサテン
であり、素直な性格がそれを許容しつつ、一方では苦悩していたのではないかと想像している。

以上、戒厳令下の台湾のコミュニケーション・メディア環境について、「私的コミュニケーショ
ン・メディア体験」を含めて概観してきたが、学術的には、台湾における「言論の自由」の変遷に
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以上、戒厳令下の台湾のコミュニケーション・メディア環境について、「私的コミュニケーショ
ン・メディア体験」を含めて概観してきたが、学術的には、台湾における「言論の自由」の変遷に
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ついては、｢国史館｣ によって2004年5月に出版された『戰後臺灣民主運動史料彙編（九）：言論自
由（一）』、『戰後臺灣民主運動史料彙編（十）：言論自由（二）』、『戰後臺灣民主運動史料彙編

（十一）：言論自由（三）』、『戰後臺灣民主運動史料彙編（十二）：言論自由（四）』（編 / 著 / 譯者／
薛化元，楊秀菁，林果顯）に詳しい。また、本多周爾著『台湾　メディア・政治・アイデンティ
ティ』（春風社2010.4.）は台湾の民主化過程におけるメディアの発展要因を解析すると同時に、問
題点を指摘している。参照されたい。

3.0　戒厳令解除後の台湾─中華民国憲法の回復
戒厳令が解除されたのが、1987年7月14日であり、それと並行して「党禁」、「報禁」も徐々に解

除され、今日に至っている。当然、戒厳令の解除は停止されていた中華民国憲法の施行に繋がり、
その憲法を修正しつつ台湾の政治体制が機能している。特に1996年の総統選挙は国民の投票で直接
選出されることになり、その後、政治的混乱もなく国民党と民進党の二大政党の候補者が総統を争
う構図になっている。中国にはない「主権在民」の典型例としての国民（有権者）一人一人の選挙
権行使は、台湾の民主主義を象徴するものである。上述した1996年の李登輝が総統に当選した初め
ての直接選挙を牽制するために台湾近海に中国軍がミサイルを打ち込んだことは、中国共産党がそ
の意味を十分理解していることの反映である。

なお、総統の直接選挙については正式に「中華民國憲法增修條文」（修正日期：民國　94年06月
10日）の第二条に「総統、副総統は中華民国自由地域の全人民によってこれを直接選挙し、中華民
国八十五年の第九期総統、副総統選挙より実施する。…」（總統、副總統由中華民國自由地區全體
人民直接選舉之，自中華民國八十五年第九任總統、副總統選舉實施。…）と明記されている。

こうした戒厳令解除後における民主化の進展を支えたのが回復された中華民国憲法である。もと
より、中華民国憲法は政治体制を「第一章　總綱」の「第1條」に「中華民國基於三民主義，為民
有民治民享之民主共和國。」（中華民国は三民主義に基づく、民有民治民享の民主共和国である。）
としたうえで、「第2條」に「中華民國之主權屬於國民全體。」（中華民国の主権は国民全体に属す
る。）としている。さらに、「第5條」には「中華民國各民族一律平等。」（中華民国の各民族は一律
に平等である。）としている。これにつづく「第二章　人民之權利義務」（人民の権利と義務）にお
いて、「第5條」を敷衍し、「第7條」に「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法
律上一律平等。」（中華民国人民は、男女、宗教、種族、階級、党派に関わりなく、法律上一律に平
等である。）として法治国家を標榜すると同時に、「第10條　人民有居住及遷徙之自由。」（人民は居
住移動の自由を有する。）、「第11條　人民有言論、講學、著作及出版之自由。」（人民は言論、学術、
著作および出版の自由を有する。）、「第12條　人民有秘密通訊之自由。」（人民は秘密通信の自由を
有する。）、「第13條　人民有信仰宗教之自由。」（人民は宗教を信仰する自由を有する。）、「第14條　
人民有集會及結社之自由。」（人民は集会および結社の自由を有する。）、「第15條　人民之生存權、
工作權及財產權，應予保障。」（人民の生存権、職業権および財産権は保障されるべきである。）、

「第16條　人民有請願、訴願及訴訟之權。」（人民は請願、訴願および訴訟の権利を有する。）、「第17
條　人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」（人民は選挙、罷免、制度創造および法律改廃の権利を
有する。）など一連の「自由」、「権利」が「人民」にあることを明記している。戒厳令の解除はこ
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うした「自由」と「権利」が憲法の下で保障されるようになったことを意味する。
そして、台湾の政治は、総統の下で、五権憲法と言われるように、行政院、立法院、司法院、監

察院、考試院によって機能している。もちろん、立法院議員の選出に当たっては20歳以上の有権者
によって行われる。その立法院を2014年3月に「海峽兩岸服務貿易協議」（海峡両岸サービス貿易取
り決め）採決に反対する学生が占拠したことから、一部野党民進党の議員がハンガーストライキで
支持するとともに、彼らを支援する人々が立法院を包囲するという「ひまわり」運動に発展した。
これは当時の与党であった国民党の同「取り決め」強行採決によって中国に台湾が呑み込むれかね
ないという懸念があったからである。もちろん、不法な行動であって、若干名の学生が逮捕される
とともに、占拠と排除しようとする警察との衝突の中で立法院が被った被害額が285万元に上った
が、学生側はこれを募金で弁償し、立法院も学生側を告発しないという理性的な解決を見た。

こうした中で、馬英九総統時代の同「取り決め」は審議継続となり、今日に至っている。この背
景には、政権を担う力のある政治勢力として民進党という野党（当時）が存在していたからでもあ
り、もし、中国国民党が圧倒的多数を占めていたとすれば、別の解決法が採られたであろう。異な
る政治勢力の共存は民主主義の基礎であり、台湾においては三民主義という理念とこうした民主主
義の実践が具現化されているのであり、それがコミュニケーション・メディア環境の基盤になって
いるのである。

3.1　戒厳令解除後の台湾ジャーナリズム
1974年6月29日、中華民国新聞評議会は「中華民國報業道德規範」、「中華民國無線電廣播道德規

範」、「中華民國電視道德規範」を採択し、台湾における現在のジャーナリズム倫理を明示した。
その中の「中華民國報業道德規範」は7項目の「規範」を提示する前に、その意義について「自

由報業為自由社會之重要支柱，其主要責任在提高國民生活水準，服務民主政治，保障人民權利，增
進公共利益與維護世界和平。新聞自由為自由報業之靈魂，亦為自由報業之特權；其含義計有出版自
由、採訪自由、通訊自由、報導自由與批自由。此項自由為民主政治所必需，應予保障，惟報紙新聞
和意見之傳播速度太快，影響太廣，故應慎重運用此項權利。」（フリープレスは自由社会の重要な支
柱であり、その主な責任は国民生活の水準を向上し、民主政治に奉仕し、人民の権利を保障し、公
共の利益を増進し、世界平和を擁護するところにある。報道の自由は自由のプレスの魂であり、ま
たフリープレスの特権でもある。その含む意味は出版の自由、取材の自由、通信の自由、報道の自
由を含む。こうした自由は民主政治に必要とされるものであり、保障されるべきであるが、ただ新
聞紙のニュースと意見の伝播速度が速すぎ、影響が広すぎることで、この権利を慎重に運用すべき
である。）と指摘している。これからもわかるように、戒厳令解除後の台湾のジャーナリズムは

「フリープレス」の原理を援用していることが明らかになっている。戒厳令解除以前の「三民主義
…」、「国策…」などの国民革命遂行にあたっての文言は無くなっている。

資料3─「中華民国プレス道徳規範」
中華民國報業道德規範

中華民國新聞評議會

1974年6月29日
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自由報業為自由社會之重要支柱，其主要責任在提高國民生活水準，服務民主政治，保障人民權利，增進公共利

益與維護世界和平。

新聞自由為自由報業之靈魂，亦為自由報業之特權；其含義計有出版自由、採訪自由、通訊自由、報導自由與批

自由。此項自由為民主政治所必需，應予保障，惟報紙新聞和意見之傳播速度太快，影響太廣，故應慎重運用此

項權利。

本會為我國報業善盡社會責任與確保新聞自由起見，特彙舉道德規範七項，以資共同信守遵行：

一、新聞採訪：
（一）新聞採訪應以正常手段為之，不得以恐嚇、誘騙或收買方式蒐集新聞，並拒絕任何餽贈。
（二）新聞採訪應以公正及莊重態度為之，不得假借採訪，企圖達成個人阿諛、倖進或其他不當之

目的。
（三）採訪重大犯罪案件，不得妨礙刑事偵訊工作。
（四）採訪醫院新聞，須得許可，不得妨礙重病或緊急救難之治療。
（五）採訪慶典、婚喪、會談、工廠或社會團體新聞，應守秩序。

二、新聞報導：
（一）新聞報導應以確實、客觀、公正為第一要義。在未明真象前，暫緩報導。不誇大渲染，不歪

曲、扣壓新聞。新聞中不加入個人意見。
（二）新聞報導不得違反善良風俗，危害社會秩序，誹謗個人名譽，傷害私人權益。
（三）除非與公共利益有關，不得報導個人私生活。
（四）檢舉、揭發或攻訐私人或團體之新聞應先查證屬實，且與公共利益有關始得報導…，並應遵

守平衡報導之原則。
（五）拒絕接受賄賂或企圖影響新聞報導之任何報酬。
（六）新聞報導應守誠信、莊重之原則。不輕浮刻薄。
（七）標題必須與內容一致，不得誇大或失真。
（八）新聞來源應守秘密，為記者之權利。「請勿發表」或「暫緩發表」之新聞，應守協議。
（九）報導國際新聞應遵守平衡與善良之原則，藉以加強文化交流、國際瞭解與維護世界和平。
（十）對於友邦元首，應抱持尊重之態度。

三、犯罪新聞：
（一）報導犯罪新聞，不得寫出犯罪方法；報導色情新聞，不得描述細節，以免誘導犯罪。
（二）犯罪案件在法院未判決有罪前，應假定被告為無罪。
（三）少年犯罪，不刊登姓名、住址，亦不刊佈照片。
（四）一般強暴婦女案件，不予報導；如嚴重影響社會安全或重大刑案有關時，亦不報導被害人姓

名、住址。
（五）自殺、企圖自殺或自殺之方法均不得報導，除非與重大刑案有關而必須說明者。
（六）綁架新聞應以被害人之生命安全為首要考慮，通常在被害人未脫險前不報導。

四、新聞評論：
（一）新聞評論係基於報社或作者個人對公共事務之忠實信念與認識，並應儘量代表社會大多數人

民之利益發言。
（二）新聞評論應力求公正，並具建設性，儘量避免偏見、武斷。
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（三）對於審訊中之案件，不得評論。
（四）與公共利益無關之個人私生活不得評論。

五、讀者投書：
（一）報紙應儘量刊登讀者投書，藉以反映公意，健全輿論。
（二）報紙應提供篇幅，刊登與自己立場不同或相反之意見，藉使報紙真正成為大眾意見之論壇。

六、新聞照片：
（一）新聞照片僅代表所攝景物之實況，不得暗示或影射其他意義。
（二）報導兇殺或災禍新聞，不得刊登恐怖照片。
（三）新聞或廣告不得刊登裸體或猥褻照片。
（四）不得偽造或篡改照片。

七、廣告：
（一）廣告必須真實、負責，以免社會受害。
（二）廣告不得以偽裝新聞方式刊出，亦不得以偽裝的介紹產品、座談會紀錄、銘謝啟事或讀者來

信之方式刊出。
（三）報紙應拒絕刊登偽藥、密醫、詐欺、勒索、誇大不實、妨害家庭、有傷風化、迷信、違反醫

學與醫治絕症及其他危害社會道德之廣告。
（四）刊登醫藥廣告與醫療廣告，應經主管官署審查合格。
（五）徵婚廣告應先查證屬實始得刊出，以免讀者受騙。
（六）新聞編採與評論人員不得延攬或推銷廣告。

八、附則
本規範如有疑義，中華民國新聞評議委員會解釋。

これと同時に、2016年11月9日には「通訊傳播基本法」（國家通訊傳播委員會）、2018年6月13日に
「廣播電視法」などが修正施行され、行政管理上の法的根拠を整備しつつある。その「通訊傳播基
本法」の「第1條」は制定目的を「為因應科技匯流，促進通訊傳播健全發展，維護國民權利，保障
消費者利益，提升多元文化，平衡城鄉差距，特制定本法。」（科学技術の融合に対応し、通信伝播の
健全な発展を促進し、国民の権利を守り、消費者の利益を保障し、多元文化を向上させ、都市と農
村の格差のバランスを取るために、ここに本法を制定する。）としている。

ここに出てくる「多元文化」とは台湾を読み解く上での一つの重要なキーワードである。戒厳令
解除後、閩南、客家方言も認知され、漢族が移民する前から台湾に住んでいた原住民もしかるべき
地位を得るとともに、従来の台湾文化と国民政府が推進した中国文化が融合すると同時に、過去の
日本文化の功罪を直視し、国民政府遷都後は欧米文化を受容してきた中で培われてきた台湾の文化
環境を示す言葉がこの「多元文化」である。すなわち、同法のこうした表記は、台湾のコミュニ
ケーション・メディア環境が台湾のもつ「多元文化」に呼応する方向に進むべきであることを示し
ているといえよう。
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3.2�　中台「宣伝戦」とメディア─何清漣『紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相』（八旗文化出版）
の出版をめぐって

台湾において2019年3月に何清漣女史の『紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相』（八旗文化出版）
が出版された。2021年1月現在、日本語訳が出版されていないので、『赤色浸透─中国メディア地球
規模の拡張の真相』（以下『赤色浸透』）とでも訳して議論したい。

中国が国外や中国語圏において新しいメディアを設立したり、既存のメディアを買収、あるいは
投資したりして、さまざまな方法で自国に有利な輿論環境をつくりつつある現況と関係国のそれへ
の対応を調査、分析し、警鐘を鳴らしている『赤色浸透』は、中国共産党のメディア管理統制研究
に関する同女史の『霧鎖中國：中國大陸控制媒體策略大揭密』（黎明文化事業股份有限公司2006）

（何清漣（著），中川友（翻訳）『中国の嘘─恐るべきメディア・コントロールの実態』2005.2.1扶桑
社）に次ぐ著作であり、後者が中国国内の中国共産党のメディア政策を批判的に概観したものに対
し、前者はいわゆる「大外宣」（中国对外宣传大布局）（大規模対外宣伝）という中国共産党の対外
メディア戦略の実態を明らかにしたものである。

この『赤色浸透』の著者何清漣女史は1956年に湖南省卲陽に生まれ、湖南師範大学を卒業し、復
旦大学で経済修士の学位を取得、広州暨南大学で教鞭を執った後、『深圳法制报』の編集記者とな
り、経済領域から中国の社会矛盾を分析、1998年1月に『現代化的陥穽─中国当代経済社会問題』
今日中国出版社（何清漣（著），坂井臣之助（翻訳），中川友（翻訳）『中国現代化の落とし穴』
2002.11.30草思社）を上梓、中国の現代化の構造的問題点を指摘した。しかし、当然のようにさま
ざまな圧力を受ける中で、2001年6月、中国を離れ米国に渡り、シカゴ大学、ニューヨーク市立大
学、プリンストン大学などで客員研究員となると同時に執筆活動に従事してきた。その中国のメ
ディア研究の成果の一部が上述した『中国の嘘』と『赤色浸透』である。

この二冊はいずれも台湾で出版されたが、『中国の嘘』がメディア研究者からは高い評価を得た
ものの、内容が直接台湾と関連したものではないことで、社会的には大きな話題とならなかったの
に対し、『赤色浸透』はそれが具体的に台湾のメディアに対する中国共産党の ｢浸透｣ も題材にし
ているため、米国から流れて来る中国の「シャープパワー」（Sharp Power・銳實力）に対する脅
威論と相まって、ジャーナリズム研究機関を含む社会的関心を呼んだ。そして、台湾の多くの人々
は中国と台湾は「宣伝戦」の渦中にあることを再認識させられた。

台湾大学新聞研究所の張錦華教授は『赤色浸透』に寄せた「導讀1」の中で、文化的、政治的価
値の魅力を示す「ソフトパワー」（soft power・軟實力）と様々なルートから浸透し輿論操作など
を通じて自国に有利な環境を作り出そうとする「シャープパワー」との違いを明らかにするととも
に、「孔子学院」やケンブリッジ大学の ｢チャイナクォータリー｣（The China Quarterly）の論文
削除などを例示し、中国の「シャープパワー」を駆使しての行動を批判し、「中共のシャープパ
ワーは経済貿易市場、活動権さらには生存の安全面に至るまでの中国の影響力、すなわち権威主義
国家の総合力を通じて、公開、あるいは非公開で特定の対象に圧力をかけ、影響を与え、相手を屈
服、あるいは自己規制させ、その輿論の操作、それに影響を与える効果を生じさせるものである。
これは言論の自由に影響を与えるのみならず、さらには民主制度と国家の安全を脅かすものであ
る。」（p.14）と指摘し、そのメカニズムを明らかにした同書を高く評価している。

また、張教授の所属する台湾大学新聞研究所の学生会は2019年5月6日に「紅色警戒：中國大外宣
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計畫與媒體資訊戰」（赤色に警戒 : 中国の大規模対外宣伝計画とメディア情報戦）というテーマで、
何清漣女史と沈伯洋（國立臺北大學犯罪學研究所助理教授、台灣人權促進會副會長）を招き、特別
講座を開催した。席上、何女史は「紅色滲透：中國大外宣計畫的十年擴張」（赤色浸透 : 中国の大
規模対外宣伝計画10年の拡張）、沈氏は「假新聞與民主：中國的媒體資訊戰」（フェイクニュースと
民主 : 中国のメディア情報戦）というテーマで報告が行われ、これに対し質疑討議が行われた。こ
の特別講座開催意図について「2009年、中国政府は大規模対外宣伝計画を始動させ、大量の資金を
世界全体に投入、『発声』している。2019年は、『フェイクニュース』が台湾メディア業界における
キーワードになり、言論の自由と報道の自由の危機がついに表面に浮上してきた。この10年間、中
国はいかにしてその政治と経済力を通じて世界全体のメディア輿論に影響を与えてきたのか、そし
て、国際的研究によってフェイクニュースの重大被災地区とみられている台湾はまた如何にしてい
たるところに潜在している情報の襲撃に対応すべきか。台湾の公民社会と公共領域が現実的な侵蝕
に直面し、メディア関係者および受信者として、われわれは如何に防御し、再建することができる
のか。」という問題意識をもって、何沈両氏の対談を通じて ｢赤色勢力の台湾メディアへの浸透の
現況を検証するとともに、聴講者と共に台湾のジャーナリズムの未来を考える。｣ としている。（台
湾大学新聞研究所ホームページ「【活動】紅色警戒：中國大外宣計畫與媒體資訊戰」）。

つまり、『赤色浸透』の出版は ｢大外宣｣ という「宣伝戦」が中国によって全世界的に仕掛けら
れていることに警鐘を鳴らしたもので、台湾はその渦中にあるので、民主主義制度を守るにはこれ
に警戒しなければならないと呼びかけているのである。

なお、中国のシャープパワーと台湾の関係については松本充豊の論稿「中国のシャープパワーと
台湾」（「交流」2019.1 No.934pp.21-30）が参考となる。

（https://www.koryu.or.jp/Portals/0/images/publications/magazine/2019/1/sharppower.pdf）

3.3　｢反浸透法｣ の制定
台湾と中国は「宣伝戦」を繰り広げている。その中に台湾のコミュニケーション・メディア環境

があるのであり、それは戒厳令の施行時と解除後に関係ないのである。違いがあるとすれば、中国
における党国体制がそのまま維持され、さらに強化されつつあるのに対し、台湾における党国体制
はすでに解体し、民主化されたことである。その台湾の民主主義体制の下で認められる自由が利用
され、中国共産党の「赤色浸透」が行われているのである。それはただ単にメディアについてだけ
ではなく、より重要なのは経済領域におけるそれである。「ひまわり」運動はまさにそれに対する
若者の危機感の表出であった。政治と経済を一体として考える中国共産党は経済を通じて政治的目
的を実現することを常としている。香港において中国返還後、中国に対し批判的な新聞には、中国
企業に広告を載せないようにさせ、経済的な締め付けを行い、従順なメディアに変えてきた。台湾
は法治国家であるため、それに対応する法律が必要になる。その営みの一つが国家安全法の修正と
｢反浸透法｣ の制定である。

2019年7月に修正されたに国家安全法はこれまで「中国大陸」が対象であったものを ｢香港、マ
カオ、域外敵対勢力｣ を加え、適用範囲が拡大されるとともに、「發起、資助、主持、操縱、指揮
或發展組織」（組織を発起、資金援助、主宰、操縦、指揮あるいは発展させる。）行為などを行った
者を最大7年以上の有期懲役に処すなど厳罰化が進められた。
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者を最大7年以上の有期懲役に処すなど厳罰化が進められた。
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また、2020年1月に制定施行された12条からなる ｢反浸透法｣ は第1条で「為防範境外敵對勢力之
滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護中華民國主權及自由民主憲政秩序，特制定本法。」（域外
敵対勢力の浸透介入を防止し、国家の安全及び社会の安定を確保し、中華民国の主権および自由民
主憲政秩序を擁護するために本法を制定する。）として制定の目的を明示し、「境外敵對勢力」（域
外敵対勢力）の定義を第2条で「境外敵對勢力：指與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體。
主張採取非和平手段危害我國主權之國家、政治實體或團體，亦同。」（域外敵対勢力とはわが国と交
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人。」（域外敵対勢力の政府および所属組織、機関あるいはそれが派遣する人。）、「（二）境外敵對勢
力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。」（域外敵対勢力の政党あるいはその他の
政治的目的を訴求する組織、団体あるいはそれが派遣する人。）、「（三）前二目各組織、機構、團體
所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。」（前二項の各組織、機関、団体の設立あ
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資料4─「反浸透法」
反滲透法

（2020.1.15公布施行）

第一條
為防範境外敵對勢力之滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護中華民國主權及自由民主憲政

秩序，特制定本法。
第二條

本法用詞定義如下：
一、境外敵對勢力：指與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體。主張採取非和平手段危害

我國主權之國家、政治或團體，亦同。
二、滲透來源：
（一）境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。
（二）境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。
（三）前二目各組織、機構、團體所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。

第三條
任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相

關活動。違反前項規定者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。
第四條

任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第四十三條或公職人員選
舉罷免法第四十五條各款行為。違反前項規定者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以
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下罰金。
第五條

任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，進行遊說法第二條所定之遊說行為。違反前項規定
者，處新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰。違反第一項規定，就國防、外交及大陸事務涉及國
家安全或國家機密進行遊說者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。第二項所
定之罰鍰，由遊說法第二十九條規定之機關處罰之。

第六條
任何人受滲透來源之指示、委託或資助，而犯刑法第一百四十九條至第一百五十三條或集會遊行

法第三十一條之罪者，加重其刑至二分之一。
第七條

受滲透來源之指示、委託或資助，而犯總統副總統選舉罷免法第五章、公職人員選舉罷免法第五
章或公民投票法第五章之罪者，加重其刑至二分之一。

第八條
法人、團體或其他機構違反第三條至第七條規定者，處罰其行為負責人；對該法人、團體或其他

機構，並科以各條所定之罰金或處以罰鍰。
第九條

滲透來源從事第三條至第七條之行為，或指示、委託或資助他人從事違反第三條至第七條之行
為，依各該條規定處斷之。任何人受滲透來源指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助者，亦
同。

第十條
犯本法之罪自首或於偵查或審判中自白者，得減輕或免除其刑；自首並因而防止國家安全或利益

受到重大危害情事者，免除其刑。
第十一條

各級政府機關知有違反第三條至第九條之情事者，應主動移送或函送檢察機關或司法警察機關偵
辦。

第十二條
本法自公布日施行。

こうした法制化は台湾の言論の自由を損なうものであるという批判の声もある。戒厳令下の台湾
への回帰だとの指摘もある。台湾に住む人々のその答えが総統選挙に現れるとすれば、蔡英文総統
の2020年1月の再選がその当面の答えであっただろう。

2020年1月11日23時57分に新華社は「2020年台湾地区领导人选举结果揭晓」（2020年台湾地区指導
者選挙結果明らかになる）として、全文次のような「台北電」で蔡英文総統の再選と立法院議員選
挙結果を速報した。

新华社台北1月11日电（记者吴济海、查文晔、傅双琪）2020年台湾地区领导人选举投票11日下午4
时结束。当晚出炉的计票结果显示，民进党候选人蔡英文、赖清德当选台湾地区正、副领导人，得票
817万余张，得票率为57.1%。
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への回帰だとの指摘もある。台湾に住む人々のその答えが総統選挙に現れるとすれば、蔡英文総統
の2020年1月の再選がその当面の答えであっただろう。

2020年1月11日23時57分に新華社は「2020年台湾地区领导人选举结果揭晓」（2020年台湾地区指導
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挙結果を速報した。
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另两组候选人中，中国国民党候选人韩国瑜、张善政得票552万余张，得票率为38.6%；亲民党候选

人宋楚瑜、余湘得票60万余张，得票率为4.3%。
同时举行的台湾地区民意代表选举结果也于当晚揭晓。在台湾地区立法机构总共113个席次中，民

进党获得61席，国民党获得38席，台湾民众党获得5席，“ 时代力量 ” 获得3席，“ 台湾基进 ” 获得1席，
无党籍及未经政党推荐者获得5席。

（日訳）
新華社台北1月11日電（記者呉済海、査文嘩、傅双琪）2020年台湾地区指導者の選挙投票は11日

午後4時に終了した。同夜明らかになった票数計算結果は、民進党候補者蔡英文、頼清徳が台湾地
区の正、副指導者に当選し、得票は817万余票で、得票率は57.1% であった。

他の二組の候補者の内、中国国民党候補者韓国瑜、張善政は552万余票得票し、得票率は38.6%
となり、親民党の宋楚瑜、余湘は60万余票得票し、得票率は4.3% であった。

同時に行われた台湾地区の民意代表選挙結果も同夜明らかになった。台湾地区立法機関合計113
の議席の中で、民進党が61議席を獲得、国民党が38議席を獲得、台湾民衆党が5議席を獲得、「時代
力量」が3議席を獲得、「台湾基進」が1議席を獲得、無党派および政党の推薦を受けていない者が5
議席を獲得した。

上掲の新華社の速報を見れば分かるように、中国は ｢中華民国総統選挙｣ と「立法院議員選挙」
ではなく、あくまでも「台湾地区」の「指導者」と「民意代表」の「選挙」だとして考えているこ
とを示している。すなわち、この報道には中国と台湾の関係は対等ではなく、中央と地方の関係に
過ぎないという台湾を矮小化する党と政府の立場が反映されているのである。「反浸透法」の制定
が台湾を「赤色浸透」から守り切れるのか、それは内部的には経済状況の影響を受けると同時に、
外部的には国際関係の動向によっても左右されるであろう。

おわりに
「多元文化」をもつ台湾が独立を実現するか否かを決めるのはそこに住む人々の意思にかかって

いる。こうした「理想」を語るのは現実的ではないであろう。それは独立を認めない中華人民共和
国が国連安保理の常任理事国である以上、台湾の当面の活動範囲は限定されるからである。ただ、
中国が変わるとすれば台湾に住む人々の意思が優先される時が来るかもしれない。当面、香港にお
ける「一国両制」の現状はその時が近い将来訪れる可能性が大きくないことを示している。そし
て、経済実体としてますます強大化する中国というブラックホールを前に、台湾は自立を維持して
いけるのか、台湾の為政者はその舵取りが試されて行くであろう。そして、もう一つの要因である
国際関係の動向とは一に米中関係にかかっている。強大な中国に対峙する台湾の後ろ盾は言うまで
もなく「台湾関係法」をもつ米国である。米中関係の帰趨によって台湾の将来も左右される。トラ
ンプ政権は中国との関係を修正し、最終的に中国共産党独裁体制を批判するようになった。それは
中国が「一強」であった米国を凌駕するような国力をもつようになるであろうとの危機感を背景に
している。新たに発足したバイデン政権がいかなる政策を採るのかによって台湾をめぐる環境も変
わってくる。もとより、中国の「大外宣」、すなわち「赤色浸透」の対象は米国にあった。すなわ
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ち、「宣伝戦」の対象として米国があると同時に、台湾もあるのである。あらゆる資源を利用して
の「シャープパワー」（Sharp Power・銳實力）を動員しての「宣伝戦」を戦うことができる態勢
が中国共産党一党独裁体制の下では容易に構築されるのに対して、民主主義制度にある国家体制の
下では限界があり、フリープレスの原理下にあるメディアはそれに対抗することはほぼ不可能であ
る。

中国共産党は国民党が中国大陸で目指した党国体制を実現し、メディアを完全に統制下に置いて
いる。こうした政治環境が中国共産党の指導するジャーナリズムの中国モデルとなっている。これ
は台湾の民主主義制度の下にあるフリープレスのジャーナリズムとは相容れないものであることは
言うを待たない。国民党にしろ共産党にしろそれぞれ国民革命と新民主主義革命のためにメディア
を宣伝の道具として利用してきた歴史を考えると、台湾における戒厳令解除後のフリープレスの
ジャーナリズムは、一つの実験ともいえる。技術の進歩に伴って、「ネット時代」に生活するよう
になった人々のジャーナリズム・メディアに対する期待も変容する中で、その「多元文化」から派
生する多様性を維持していくことができるか否かは、台湾に住む人々によって決められることにな
るであろう。しかし、「大一統」を目指す中国の為政者の志向は台湾という一「地方」の「民意」
を許容するはずもない。それは、香港の直近の動向を見るまでもなく、明白なことである。

それは日本にとっても対岸の火事ではなく、台湾をめぐる米中関係の帰趨は台湾のみならず日本
の将来を決定づけることにもなるであろう。その中で、国交のない台湾を傍観することは、かつて
50年にわたって植民統治したにもかかわらず、台湾の人々から高い好感度をもって見られている日
本人にはできないであろう。ただ、政治は実利に導かれるものであり、日本政府が1972年に中華人
民共和国を中国を代表する政府として認知したことは理由のないことではなかったであろう。その
中国を理解しようとするうえで、メディアは中国共産党に管理され、その代弁者であるというリテ
ラシーがあれば、中国のメディアから流される情報に触れた際、共産党が設定するフレームを通し
てのものであることが容易に理解できる。しかし、フリープレスの原理に基づく台湾のメディアは
多種多様でその中から事実を探り出し、一定の結論を見出すことは容易なことではない。

国立国会図書館に「リサーチ・ナビ」（https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/research-navi.php）があり、
「台湾：サーチエンジン・ポータルサイト」を開設している。「当ウェブサイトは、当館職員が調べ
ものに有用であると判断した図書館資料、ウェブサイト、各種データベース、関係機関情報（以
下、「情報源」といいます。）を、特定のテーマ、資料群別に紹介するものです。当ウェブサイト
は、紹介する情報源に対して何らかの宣伝や当館による権威付けを行うものではありません。」と
いう「断り書き」があるものの、台湾の情報を得る上で一つの参考となる。例えば、「台湾：放送
局」（更新日：2020年6月4日）については、「國家通訊傳播委員會 /National Communications 
Commission」をはじめ、テレビ局では TVBS、原住民族電視台 /Taiwan Indigenous、公共電視、
全民電視（民視） / FTV、台灣電視 / Taiwan Television （TTV）、中華電視 / Chinese Television 
System （CTS）、 中 國 電 視 / China Television （CTV）、 東 森 電 視 / Eastern Broadcasting 
Company （EBC）、八大電視 / Gala Television （GTV）などの局名を挙げている。また、ラジオ局
では、Hitoradio ・ 台北之音 ・ Hit Fm、警察廣播電臺 / Police Broadcasting Service of Taiwan、
好事聯播網 / BEST NET、正聲廣播 / Chengsheng Broadcasting、全國廣播 / M-Radio、大眾廣
播 / KISS RADIO、寶島聯播網、台北國際社區廣播電台 / International Community Radio Taipei 
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生する多様性を維持していくことができるか否かは、台湾に住む人々によって決められることにな
るであろう。しかし、「大一統」を目指す中国の為政者の志向は台湾という一「地方」の「民意」
を許容するはずもない。それは、香港の直近の動向を見るまでもなく、明白なことである。

それは日本にとっても対岸の火事ではなく、台湾をめぐる米中関係の帰趨は台湾のみならず日本
の将来を決定づけることにもなるであろう。その中で、国交のない台湾を傍観することは、かつて
50年にわたって植民統治したにもかかわらず、台湾の人々から高い好感度をもって見られている日
本人にはできないであろう。ただ、政治は実利に導かれるものであり、日本政府が1972年に中華人
民共和国を中国を代表する政府として認知したことは理由のないことではなかったであろう。その
中国を理解しようとするうえで、メディアは中国共産党に管理され、その代弁者であるというリテ
ラシーがあれば、中国のメディアから流される情報に触れた際、共産党が設定するフレームを通し
てのものであることが容易に理解できる。しかし、フリープレスの原理に基づく台湾のメディアは
多種多様でその中から事実を探り出し、一定の結論を見出すことは容易なことではない。

国立国会図書館に「リサーチ・ナビ」（https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/research-navi.php）があり、
「台湾：サーチエンジン・ポータルサイト」を開設している。「当ウェブサイトは、当館職員が調べ
ものに有用であると判断した図書館資料、ウェブサイト、各種データベース、関係機関情報（以
下、「情報源」といいます。）を、特定のテーマ、資料群別に紹介するものです。当ウェブサイト
は、紹介する情報源に対して何らかの宣伝や当館による権威付けを行うものではありません。」と
いう「断り書き」があるものの、台湾の情報を得る上で一つの参考となる。例えば、「台湾：放送
局」（更新日：2020年6月4日）については、「國家通訊傳播委員會 /National Communications 
Commission」をはじめ、テレビ局では TVBS、原住民族電視台 /Taiwan Indigenous、公共電視、
全民電視（民視） / FTV、台灣電視 / Taiwan Television （TTV）、中華電視 / Chinese Television 
System （CTS）、 中 國 電 視 / China Television （CTV）、 東 森 電 視 / Eastern Broadcasting 
Company （EBC）、八大電視 / Gala Television （GTV）などの局名を挙げている。また、ラジオ局
では、Hitoradio ・ 台北之音 ・ Hit Fm、警察廣播電臺 / Police Broadcasting Service of Taiwan、
好事聯播網 / BEST NET、正聲廣播 / Chengsheng Broadcasting、全國廣播 / M-Radio、大眾廣
播 / KISS RADIO、寶島聯播網、台北國際社區廣播電台 / International Community Radio Taipei 
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（ICRT）、中央廣播電台 / Radio Taiwan International、中國廣播公司 / Broadcasting Corporation 
of China（BCC）、飛碟聯播網 / UFO Network、原住民族廣播電台 / Alian Radio の局名が挙がっ
ている。さらに、新聞などについては、Google 新聞 台灣版をはじめ、The China Post / 英文中國
時報、Taipei Times / 台北時報、Taiwan Industry Updates、Taiwan News Online / 台灣英文新
聞、自由時報 / The Liberty Times、蘋果新聞網（蘋果日報） / Apple Daily、美洲台灣日報 / 
Taiwan Daily、中央通訊社 / Central News Agency、中時電子報（中国時報） / China Times、聯
合新聞網 / udn.com などの名前が挙がっている。国会図書館職員が経験に基づいて選択したこう
したサイトは多様な台湾メディアの一端に過ぎないが、当面の台湾の動向を知るうえで参考にな
る。

なお、筆者は Yahoo 奇摩を利用したり、「各地報紙〜中文報紙 / 華文新聞報紙 / 報紙新聞 / 媒體
刊物（hi2100.com）」から台湾のメディアにアクセスする。そこには國語日報、中央通訊社、中時
電子報、聯合新聞網、東森新聞報、中央日報、中華日報、時報週刊、自由時報、蘋果日報、台灣新
生報、中華新聞網、台灣日報、更生日報、立報、Digi Times、人間福報、大成報、銘報、南方快
報、公視、台視全球資訊網影音城、華視全球資訊新聞網、中視全球資訊新聞網、台北之音、TVBS 
新聞、TVB 每日資訊、民視新聞網、中天電視網、探索頻道 Discovery、中廣全球資訊網、NEWS 
98新聞網收聽などのウエブサイトがある。また、「世界各国网址大全」台湾网站 - 世界各国网址大
全（world68.com）を利用することもある。もちろん、中国の中国台湾网（taiwan.cn）を見ること
も忘れてはいない。

2020年11月18日、中国寄りとされる旺旺中時メディアグループ（旺中集団）傘下にある中天電視
網が「國家通訊傳播委員會（NCC）」によって放送免許の再交付が認められなかった。（台北中央
社）こうした決定に対して賛否両論がある。その当否についてはしかるべき機関で議論されるであ
ろうが、中台間の「宣伝戦」の外延における出来事であることは確かである。

こうした海峡対岸の中国との「宣伝戦」の渦中にある台湾の「真実」に近づくための「事実」
を、フリープレスの原理に基づくコミュニケーション・メディア環境にある「ネット時代」に入っ
た台湾の上掲のメディアから得ようとすると簡単なようで、簡単ではない。もとより、メディアを
通じて流される情報はそれを発信する人、組織、国家によってある意図をもって構成されるもので
あるというメディアリテラシーの基本に立ち返ることが情報の大海を泳いで行く唯一の方途なのか
もしれないが、それ以上に情報の真偽を識別できる素養をわれわれは備えるべきなのであろう。
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はじめに
本稿は、韓国における言論学（メディア、ジャーナリズム、コミュニケーション研究領域）の研

究動向について紹介し、若干の論評を加えようとするものである。昨年度と同様に、韓国の主要学
術誌（『韓国言論学報』韓国言論学会、『韓国言論情報学報』韓国言論情報学会、『言論と社会』社
団法人：言論と社会）に掲載された論文すべての概要を紹介する。なお、本稿では、2020年2月か
ら12月に刊行されたものを対象とする。以下、2020年度の韓国における言論学の研究動向について、5
つのやや外形的な特徴を示したうえで、今後の研究の広がりに関して、一つの視座を提示してみたい。

韓国の研究動向に見られる特徴として挙げられるのは、第一に、共同執筆されている論文が多く
見られることである。こうした特徴は、昨年度までも見られたが、今年度は、共同執筆者に大学院
博士課程の院生だけでなく、修士課程の院生のほか、学部生も名前を連ねていた。このことは、学
術誌への投稿が博士号取得者に限定されていた時代から、学部生にまで間口が広げられた時代へと
変化し、韓国の学術界において、開放性が、さらに増している可能性を想起させる。一方、学術誌
への投稿者が減少している可能性も推察される。事実、韓国では、国内の大学院博士課程への進学
者が減少している。背景には、韓国の教育・研究機関において博士号取得者向けの就職口が慢性的
に不足していることがある。限られた就職口をめぐって激しい競争が起きており、そこでは、アメ
リカなどに留学して博士号を取得した者が、「国内博士」と言われる韓国での博士号取得者よりも、
圧倒的に有利であると言われている。さらに就職口を得るためには、韓国語よりも英語の学術誌へ
の論文掲載が、きわめて有利にはたらくため、英文誌に投稿する傾向が、近年、強く見られる。こ
のことは、厳しい業績評価にさらされている韓国のテニュア研究者にも当てはまる。こうしたこと
が、韓国語の学術誌への投稿者が減少していると推測される理由として指摘できる。第二に、昨年
度までの研究動向にも見られたように、計量的なアプローチによる研究が多く見られ、韓国の言論
学分野において、ビッグデータの活用や SNS の分析が攻勢を極めていることである。とはいえ、
注目すべきは、本稿で取り上げた学術誌三誌に、顕著な違いが見られることである。たしかに『韓
国言論学報』（韓国言論学会）には、計量的な研究が多数、掲載されている。一方で、『韓国言論情
報学報』（韓国言論情報学会）や『言論と社会』（社団法人：言論と社会）は、むしろ質的分析に基
づく研究論文が、多数掲載されている。こうした違いが存在していることについて、韓国言論学会
と韓国言論情報学会が、それぞれどのような性格をもった学会であるのかといった側面などから考
察していく必要があろうが、ここでは、この必要性を指摘するだけに留めておきたい。第三に、
ジェンダーに関連したテーマの論文が、昨年度と比べて減少していることである。韓国社会、とり
わけ学術界でジェンダーへの関心が低下したとは言えないため、今年度が、偶然、掲載論文数が少
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なかったのかは、来年度以降の動きを注視していく必要があろう。昨年度と同様な傾向にある点と
して、第四に、歴史研究が少ないこと、第五に、海外状況をテーマとして分析した論文の少なさを
挙げることができる。とはいえ、香港の民主化デモというアクチュアルな事象をテーマとして、韓
国の民主化運動と関連付けながら、歴史的な文脈を織り込みつつ、問題意識に裏打ちされた分析を
行った李ヘスの論文「記憶の超国家的移動と多方向的接合：香港市民らの闘争が呼ぶ民主化運動の
記憶」『韓国言論情報学報』（102巻）が掲載されていたことは記しておきたい。

最後に、今年度の研究動向の特徴として、韓国における言論学の今後の方向性を模索する動き
が、これまでの韓国言論学研究の歩みを批判的に捉え返す営為としてあらわれている点を指摘して
おきたい。釜山大学教授のチョ・ハンジェは、「韓国言論学の過剰と欠乏」『言論と社会』（第28巻
第4号）のなかで、韓国言論学の目標について、「韓国の現象をうまく説明する、理論の開発」であ
ると主張する。だが、韓国言論学では、何かが多く（過剰）、何かはとても少ない（欠乏）状態の
ため、こうした目標を追求するには困難が生じていると指摘する。チョによれば、韓国言論学の過
剰と欠乏は、「結果の過剰と過程の欠乏」「審査の過剰と討論の欠乏」「ジャーナルの過剰と学会発
表の欠乏」「垂直的関係の過剰と水平的関係の欠乏」「量的方法の過剰と質的方法の欠乏」「方法の
過剰と方法論の欠乏」だという。これらを踏まえ、チョは、方法論的多元主義を提起し、ジャーナ
リズム研究が「方法論より問題中心」となる必要性を説く。こうした「（制度）構造的側面」の改
革だけでなく、研究者間の対話と討論を喚起する多様な方法を考案する重要性など、韓国社会にお
ける知的文化の一部である「学術文化」にも改革を迫るチャレンジングな問題提起を行っている。
重要なことは、こうした問題提起をめぐる動きが、昨日今日、突然、韓国言論学分野の内部からな
されたわけではなく、同分野において、少なくとも20年近く前から地下水脈のように絶えず流れ、存
在していることである。例えば、姜明求（ソウル大学言論情報学科教授、現、名誉教授）は、すでに
論文 “There is no South Korea in South Korean Cultural Studies: Beyond the Colonial Condition 
of Knowledge Production” （Myungkoo Kang, Journal of Communication Inquiry 28（3）:253-268 , 
July 1, 2004 ）のなかで、1980年代から2000年代に入るまでの韓国言論学のパラダイムを批判的に
検討し、同分野に見られる西洋中心主義的なまなざしや、そこに構造化されているイデオロギーの
問題を指摘していた。チョの問題提起も、これまで韓国言論学のなかに残置されてきた研究者の

「不満」が、さらに加熱され、顕在化したものとして捉えることができよう。
韓国言論学の歩みに対する批判的な捉え返しが、同分野における歴史研究の側面からも行われて

いる。まず、釜山大学教授の蔡白は、論文「「民族紙神話の生成と屈折」『韓国言論情報学報』（102
巻）において、植民地朝鮮で発行されていた『東亜日報』と『朝鮮日報』に対する評価の再解釈を
迫ることで、韓国言論学の歩み、とりわけ歴史研究分野のパラダイムや蓄積を批判的に捉え返すも
のとなっている。また、忠南大学教授の車載泳は、「ウィルバー・シュラムの朝鮮戦争心理戦研究
とコミュニケーション研究の制度化」『韓国言論情報学報』（第99号）で、冷戦とコミュニケーショ
ン研究が、どのように密接に結びつきながら、韓国言論学のパラダイムに影響を与えてきたのかに
ついて考察した。

（1）
それは、韓国言論学が、どのような性格を有しているのかについて、歴史的文脈

から検討することで、そこにまとわりついている政治性を踏まえ、今後の韓国言論学研究の方向を
照らし出す、一つの重要な手がかりを与えるものとなっていた。

こうした韓国における批判的な捉え返しは、日本でも東京大学教授の吉見俊哉や京都大学教授の
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佐藤卓己による一連の研究のほか、本学新聞研究所が行った共同研究プロジェクト『戦後日本にお
ける新聞学 / コミュニケーション研究の歴史的展開に関する初期的分析－新聞学科の設立とアメリ
カの知的パラダイムに焦点をあてて』（小林聡明、石川徳幸、米倉律、佐幸信介）などで同様の営
為を看取できる。だが、これら日韓に見られる捉え返しは、主としてアメリカとの関係性のなかで
試みられてきたといっても過言ではない。ある意味において、問題意識やパラダイムを歴史的な必
然性から共有している日韓のアカデミズムにおいて、アメリカや欧州との関係を考慮に入れつつ、
東アジアという時空間に地平を広げながら、こうした捉え返しを行うこと。韓国の研究動向を紹介
することで、このことの重要性を提起し、本稿を閉じることとしたい。

以下、各誌に掲載された論文の概要についてタイトルとともに紹介する。

1 .『韓国言論学報』
⑴　第64巻第2号　2020年2月
①ニューメディア

「YouTube におけるミュージックビデオのファンダム分析」（崔スンウク、崔ソンイン、李ジェ
ヒョン）は、YouTube で、ミュージックビデオ（M/V）という映像コンテンツが消費され、新た
に変形したコンテンツとして作られ、拡散される様相を実証的に、そして、具体的なデータを通じ
て確認し、これらをファンダム文化の観点から検討した。

②ジャーナリズム、コミュニケーション
「公営放送 TV ニュースの匿名取材源の利用：KBS ＜ニュース9＞と BBC ＜10時ニュース＞の比

較分析」（呉ヘジョン、金ギョンモ）は、英 BBC ＜10時ニュース＞（News at 10）の匿名取材源
の利用を比較準拠して、KBS ＜ニュース9＞の匿名報道の実態について分析した。

⑵　第64巻第2号　2020年4月
①ジャーナリズム、コミュニケーション

「製品の否定的情報についての公衆のコミュニケーション反応行動研究：企業名声と接触媒体類
型（ポータル・サイト、フェイスブック）を中心に」（李モラン、李ヘス、韓ドンソプ）は、企業
の名声によって当該企業の否定的情報に対する公衆のコミュニケーション反応行動が、どのように
異なるのかについて検討し、企業の名声と当該企業の否定的情報が伝達される媒体類型が公衆のコ
ミュニケーション反応行動に影響を及ぼす相互作用効果について分析した。「エネルギー転換政策
の広報メッセージのフレーミングが、政策支持度に及ぼす影響研究：フレーミングと解釈水準の相
互適合性の探索を中心に」（高テソン、金ボヨン、権サンヒ）は、社会的葛藤を触発している原発
政策のフレーミング効果に関する実証的な研究を行った。「侮辱罪の国内判例についての経験的研
究」（朴チャンヒ）は、韓国社会における実際の侮辱罪訴訟の事例について経験的検討を行い、現
実の侮辱罪が、韓国社会の発言の自由および共同体礼節規範に及ぼす影響と侮辱罪を通じて、韓国
社会の言説権力が、いかに作用しているのかを探索した。「ジョン・スチュアート・ミルの個別性
再考のための対話形式としての討論の自由」（朴ヘギョン、李ホギュ）は、思想と討論の自由を分
かちがたいものとするミルが、討論の自由を重要視する点に注目し、その理由と背景について検討
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佐藤卓己による一連の研究のほか、本学新聞研究所が行った共同研究プロジェクト『戦後日本にお
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の名声によって当該企業の否定的情報に対する公衆のコミュニケーション反応行動が、どのように
異なるのかについて検討し、企業の名声と当該企業の否定的情報が伝達される媒体類型が公衆のコ
ミュニケーション反応行動に影響を及ぼす相互作用効果について分析した。「エネルギー転換政策
の広報メッセージのフレーミングが、政策支持度に及ぼす影響研究：フレーミングと解釈水準の相
互適合性の探索を中心に」（高テソン、金ボヨン、権サンヒ）は、社会的葛藤を触発している原発
政策のフレーミング効果に関する実証的な研究を行った。「侮辱罪の国内判例についての経験的研
究」（朴チャンヒ）は、韓国社会における実際の侮辱罪訴訟の事例について経験的検討を行い、現
実の侮辱罪が、韓国社会の発言の自由および共同体礼節規範に及ぼす影響と侮辱罪を通じて、韓国
社会の言説権力が、いかに作用しているのかを探索した。「ジョン・スチュアート・ミルの個別性
再考のための対話形式としての討論の自由」（朴ヘギョン、李ホギュ）は、思想と討論の自由を分
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した。「ポータル・ニュース発行時間を通じて見たマスコミのニュース生産慣行：2000年から2017
年までの NAVER ニュース・データについての探索的分析」（宋ヘヨプ、ヤン・ジェフン、呉セウ
ク）は、記事の流通方式の変化が、どのように記事の生産と流通慣行を変えていったのかを明らか
にした。

②放送、コンテンツ、文化
「フーコーの統治性から分析した韓食世界化言説：文化政策、韓食文化館、メディア再現を中心

に」（リュ・ドンヒョプ、洪ソンイル）は、韓国料理のグローバル化言説の裏面にある権力、欲望、
態度、知識の経済的合理化プロセスを確認し、これを通じて、今日の韓国社会における文化政策の
執行と、主体の再編のなかの新自由主義の統治性の影響力を明らかにした。

③ PR、広告
「オンライン・グルメ放送（Mukbang）の書き込み研究：食行動関連の認識についてのビッグ

データ分析」（安スンテ、イム・ユジン、李ハナ）は、ビッグデータを用いて視聴者の書き込みの
反応を分析することで、オンライン・グルメ放送コンテンツが、視聴者の肥満と食行動に及ぼす影
響力を検討した。

⑶　第64巻第3号　2020年6月
「デジタル人格権の侵害とインターネット・サービス事業者の責任についての比較法研究」（朴イ

ラン）は、利用者の掲示物による人格権侵害に焦点をあて、インターネット・サービス事業者責任
について比較法的な側面から分析した。「PM2.5削減行動の意図に影響を与える要因研究：計画さ
れた行動理論（TPB）と規範活性化モデル（NAM）の統合作用」（ク・ユンヒ、安ジス、盧ギヨ
ン）は、PM2.5削減行動の意図について、道徳的規範とともに検討することで、計画された行動理
論の説明力を確保しようとする研究であった。

⑷　第64巻第4号　2020年8月
「Insta-toon がデート暴力判決に及ぼす影響と、その過程に関する研究：ニュース記事との比較

を中心に」（李スンヒ、安ヒョンス）は、Insta-toon のジャーナリズムを補完する役割という機能
性についての探索的研究として、Insta-toon のニュース記事が、受容者の社会イッシューに対する
認識変化に及ぼす影響を調査した。「言論の理念性向にかかる ‘ コロナ19’ 報道フレームの比較研究」

（朴ジョヒョン）は、新型感染症に対するマスコミの初期報道の姿勢から、継続的に行われている
議題設定過程でのフレーム、または理念性の介入可否について研究した。「青少年の否定情緒が、
成人用メディアへの没入に及ぼす影響：青少年スマートフォン以前の媒介効果を中心に」（朴ジ
ヒョン、チョ・ジェヒ）は、成人用メディア利用と没入に影響を与える多様な文脈のなかで、攻撃
性、憂鬱および社会的萎縮のような否定的情緒要因が、スマートフォン依存によって媒介されると
き、成人用メディアの没入に、どのような影響を及ぼすのかを検証した。「テレビドラマのなかの
母性ファンタジーについての女性主義的考察：KBS ドラマ＜椿の咲く頃＞を中心に」（チョ・アラ、
金ヨンチャン）は、ドラマ＜椿の咲く頃＞に現れた母の話の根幹を成す母性についての規定と規範
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を分析した。「政治的無知についての無知：実際の知識と認知された知識が政治参与に及ぼす効果
分析」（金ヒョンウ、李ジョンヒョク）は、政治知識水準と自己評価を核として、ニュース利用、
政治対話、政治参与などが、どのように再構成されるのかを示し、政治的無知についての無知（過
大評価）をもとに、政治対話と政治参与の構造を再文脈化し、再解釈した。「ポータル・ニュース
と書き込みについての政派性の知覚が、ポータル・ニュースの信頼、影響力の知覚および選択的露
出に及ぼす影響：保守と進歩利用者の相違を中心に」（玄ギドゥク、ジョン・ナクウォン、徐ミエ）
は、政派的ではないメディアであるポータルの政派性の知覚と選択的露出という一見、矛盾した現
象について、利用者の偏向した知覚に焦点をあてて説明した。「利用者の情報環境カスタマイズ化
が時事知識と SNS 上の意見表現に及ぼす影響：政治性向にかかる選択的露出と偶然的異見露出の
役割を中心に」（ユ・ヨン、クム・ヒジョ、チョ・ジェホ）は、最近、ポータルや SNS 上で購読あ
るいは友達のつながりなどを通じたカスタマイズ設定が、政治コミュニケーション過程の重要な指
標である知識と意見表現に、どのような影響を及ぼしているのかについて分析した。「誰がニュー
ス・カスタマイズ化（customization）を利用し、市民力量に、いかなる影響を与えるのか：Need 
for Orientation、ニュース・カスタマイズ化、議題多様性の関係を中心に」（Zhien Lor、崔ジヒャ
ン）は、ニュース・カスタマイズ化に焦点をあて、人々が、なぜカスタマイズ化を通じ、ニュース
を利用するのか、そしてカスタマイズ化を通じたニュース利用が、市民力量に、どのような影響を
及ぼす可能性があるのかを明らかにした。「災害報道フレームが受容者感情と認知に及ぼす影響：
具体的感情の媒介効果、メディア様式と脅威信号機能性の調節効果を中心に」（イム・インジェ）
は、現在の災害が、多様で、複雑に発生し、展開しているという事実に注目し、人々が災害を認識
し、備える過程で、コミュニケーション分野が、どのような役割をしなければならないのかについ
て検討した。「解釈水準と対応水準が気候変動対応行動意図に及ぼす影響：心理的距離の媒介効果
と未来／即刻的結果考慮の調節効果を中心に」（咸スンギョン、金ヘジョン、金ヨンウク）は、解
釈水準理論を拡張し、気候変動について、心理的距離に影響を及ぼす多様な変因の分析と、心理的
距離の媒介効果の検証によって、対応行動を増加させることのできる多様な変因関係を明らかにし
た。「AI メディアと擬人化：AI 音声対話型エージェントの擬人化評価尺度開発研究」（イム・ジョ
ンス、崔ジンホ、李ヘミン）は、AI メディアを媒介にした対話型エージェントとのコミュニケー
ション過程を擬人化の観点から理解するために、エージェントの擬人化水準を評価する尺度を開発
した。「‘ コリアブ ’（Koreaboo）：BTS Universe が憎いパズルの一つのピース」（元容鎮、パン・
ヒギョン、李ジュンヒョン、Marisa Luckie）は、北米地域で韓国の大衆文化に過度な関心を置く
ファンを美化するために作り出された用語である Koreaboo 現象を、BTS ファンダム現象の一部
と理解し、この現象を社会的なものと関連した徴候の事件として分析を試みた

⑸　第64巻第5号　2020年10月
「儀礼的、防御的、意図的：韓国の主要新聞エディターの事実確認を中心にしたゲートキーピン

グ慣行研究」（金チャンスク）は、ゲートキーピング過程で進められる事実確認の慣行に着目し、
韓国のマスコミにおいて、事実がそのまま確認されない記事、総合的真実とは距離がある記事が生
産される原因を明らかにした。「コミュニケーション戦略としてのミラーリング効果：観点需要と
外集団についての否定的感情を中心に」（安ジェギョン、閔ヨン）は、心理治療劇で用いられるミ
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を分析した。「政治的無知についての無知：実際の知識と認知された知識が政治参与に及ぼす効果
分析」（金ヒョンウ、李ジョンヒョク）は、政治知識水準と自己評価を核として、ニュース利用、
政治対話、政治参与などが、どのように再構成されるのかを示し、政治的無知についての無知（過
大評価）をもとに、政治対話と政治参与の構造を再文脈化し、再解釈した。「ポータル・ニュース
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は、政派的ではないメディアであるポータルの政派性の知覚と選択的露出という一見、矛盾した現
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るいは友達のつながりなどを通じたカスタマイズ設定が、政治コミュニケーション過程の重要な指
標である知識と意見表現に、どのような影響を及ぼしているのかについて分析した。「誰がニュー
ス・カスタマイズ化（customization）を利用し、市民力量に、いかなる影響を与えるのか：Need 
for Orientation、ニュース・カスタマイズ化、議題多様性の関係を中心に」（Zhien Lor、崔ジヒャ
ン）は、ニュース・カスタマイズ化に焦点をあて、人々が、なぜカスタマイズ化を通じ、ニュース
を利用するのか、そしてカスタマイズ化を通じたニュース利用が、市民力量に、どのような影響を
及ぼす可能性があるのかを明らかにした。「災害報道フレームが受容者感情と認知に及ぼす影響：
具体的感情の媒介効果、メディア様式と脅威信号機能性の調節効果を中心に」（イム・インジェ）
は、現在の災害が、多様で、複雑に発生し、展開しているという事実に注目し、人々が災害を認識
し、備える過程で、コミュニケーション分野が、どのような役割をしなければならないのかについ
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距離の媒介効果の検証によって、対応行動を増加させることのできる多様な変因関係を明らかにし
た。「AI メディアと擬人化：AI 音声対話型エージェントの擬人化評価尺度開発研究」（イム・ジョ
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ファンを美化するために作り出された用語である Koreaboo 現象を、BTS ファンダム現象の一部
と理解し、この現象を社会的なものと関連した徴候の事件として分析を試みた

⑸　第64巻第5号　2020年10月
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グ慣行研究」（金チャンスク）は、ゲートキーピング過程で進められる事実確認の慣行に着目し、
韓国のマスコミにおいて、事実がそのまま確認されない記事、総合的真実とは距離がある記事が生
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会経済、そして国家経済を、どのように異なって知覚するのかについて分析した。「ディープ・
ラーニング基盤の動画処理アルゴリズムを通じた19代テレビ討論映像分析：候補者の登場頻度、表
情、応答方向についての分析」（崔ユンジョン、鄭ユジン、ユン・ホヨン、金ミンジョン、金ナヨ
ン、チェン・ル、シン・ジュヨン、李ジュヒ、金ナヨン、ヨ・ウン、カン・ジェウォン）は、大統
領選挙のテレビ討論における政治家の登場頻度、表情、応答方向について、映像分析を通じて、明
らかにした。
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響」（金ユンギョン、朴ナムギ、シン・ウンス、チャン・ウンチェ）は、モバイル・アプリケー
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用の意図が、どのように肯定的に変化するのかを検証したうえで、モバイル寄付アプリケーション
開発者に利用者が、寄付をするように誘導できる方案を提示し、利用者には多様な寄付の方法を示
すことで、寄付に対するまなざしを変化させる契機を明らかにした。「視覚障がい者のフェイス
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ブック利用：深層インタビュー研究」は、急変するスマートメディア環境において、情報脆弱階層
に分類される視覚障がい者がフェイスブックを、なぜ、どのように利用するのか、フェイスブック
で、情報や知識、情緒などの社会的資源を、どのように共有し、そうした共有行為の要因は、いか
なるものであったのかについて体系的に分析した。「ソーシャルメディア上での言語規範が共有行
為に及ぼす影響：南北首脳会談ツイッターに対する多層ハードル・モデル分析」（チュ・ホジュン、
金ヨンチャン）は、2018年の第1回南北首脳会談当時にツイッターで流通したメッセージを分析し、
利用者による他者との共有行為に関する考察を行った。「K- ビューティー産業のカラーリズム」（朴
ソジョン）は、韓国メディアおよびビューティー産業であらわれたカラーリズムについて、美白を
めぐる言説を形成、媒介、強化してきた「メディア - ビューティー複合体」の観点から分析を試み
た。「大韓民国は、これまでの20年間 ‘ 北朝鮮 ’ と ‘ 統一 ’ を、どのように見ていたのか：言論報道
ビッグデータ分析および国民認識終端研究」（朴ジョンミン、鄭ヨンジュ、チュ・ホジュン、金
ヒョンウ）は、2003年以後の「北朝鮮」と「統一」が含まれた NAVER 内の約40万件の記事の言
語形態および感想と、同時期に行われた対国民意識調査標本を分析することで、政府と政派的なメ
ディアによる記事内での言語的強度、情緒的表現頻度、情緒の方向性の相違を明らかにした。

「「我々はどのようにロボットを作り出していっているのか：2010-2019年のテレビニュースに登場
した人工知能ロボットの伝達方式と特性に関する探索的研究」（孫スンエ）は、新たな技術が、あ
る社会に導入され、拡散されていくなかで、人間の選択が、技術の形態と発展方向、結果に、すべ
て影響を及ぼすという技術の社会的形成理論を基盤として、過去10年間のテレビニュースに登場し
たロボットの特性について実証的な分析を試みた。「企業の正当性と持続可能性コミュニケーショ
ン：持続可能性の情報公示の決定要因に関する比較分析」（尹テイル、辺ヘヨン）は、企業の税務
情報データと GRI（Global Reporting Initiative）持続可能性公示データベースを利用し、持続可能
な経営への正当性圧力が、韓国企業とグルーバル企業の情報公開に、いかなる影響を及ぼすのかに
ついて分析した。「韓国の10代青少年 YouTuber：制作者としての能動的利用者概念研究」（安ソジ
ン、金ヨンチャン）は、韓国の10代の青少年 YouTuber が見せる制作および YouTube 活動の動
機、制作・アップロード・コミュニケーション過程への知覚や、YouTube 活動が自らの生活にも
たらした肯定的、否定的効果についての知覚を分析することで、変化するメディア環境のなかで

「デジタル・ネイティブ」である青少年の理解を助けようとするものであった。「知覚されたメッ
セージ効果性は、実際、メッセージの効果を、どれほど反映するのか」（李ビョンヒョン、鄭ソン
ウン）は、説得キャンペーン・メッセージの効果を事前に予測するために、実務者が活用する知覚
されたメッセージの効果性（PME）をめぐる方法論について考察した。

2 ．『韓国言論情報学報』
⑴　第99号　2020年2月

「1960年代の韓国社会とジャーナリズム理念の性格」（金ナムソク）は、1960年代の韓国社会と
ジャーナリズムに影響を与えた理念を提示し、その性格を究明した。「ネットワーク時代の地域価
値と地域放送プラットフォーム化に関する試論的探索」（金ジェヨン）は、OTT など新しいサー
ビスの成長によって存立自体が脅威にさらされている地域放送の新たな突破口を指摘した。「個人
化されたサービス要因が使用者の持続的な利用意図の影響に及ぼす研究：YouTube の技術需要モ
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デルを中心に」（マリヤオ、権サンヒ）は、ビッグデータとアルゴリズムを活用した個人化された
サービスが、その利用行動に、どのような影響を与えるのかを解明した。「移住活動家を活用した
多文化メディア教育プログラム開発のための試論的研究」（元スクギョン）は、先住民を対象にし
た多文化（メディア）教育を行う移住民出身の多文化講師にインタビューを行い、先住民対象多文
化（メディア）教育の現況と、その問題点を明らかにした。「ポスト・トゥルースの認識論を越え
る：真実の共同体なのか、対話する共同体なのか」（ユ・ヨンミン）は、ポスト・トゥルースとい
う問題的な徴候について解釈学的再認識を試みた。「潜在階層分析を通じたニュース利用者らの
‘ ニュース・メディア・レパートリー ’ 分類および効果」（李ガンヒョン、朴ジュンギュ）は、特定
メディアを通じたニュース利用形態に焦点をあて、メディア間の境界を超えるニュース利用者の行
為を「ニュース・メディア・レパートリー」の観点から分類し、その結果で導出された4つのレ
パートリー類型集団の特性と関連した変数の効果を明らかにした。「心理的・物理的距離と記憶の
差異：4・16セウォル号惨事犠牲者追慕映画＜君の誕生日＞のなかの人物の記憶現実を中心に」（李
ワンス、ヤン・ヨンユ）は、4・16セウォル号惨事の追慕映画＜君の誕生日＞に登場する事故の犠
牲者である10代の青少年の死に対する個人と社会記憶の体系について分析した。「高麗末朝鮮初期
における王権の問題と太宗の臺諫言論認識」（李潤馥）は、朝鮮王朝・太宗の全時期を対象に、初
期（太宗の政治制度整備時期）、中期（肥大した公式権力に対する牽制および王権の安定期）、後期

（太宗自身の後継問題と関連した葛藤期）に分け、『太宗実録』に現れた臺諫言論関連の代表的事件
を中心に、太宗の臺諫言論活動に対する認識について分析した。「参与的ニュース利用の効果：
メッセンジャー、SNS を通じたニュース利用とニュースおよびジャーナリストに対する信頼」（張
ユンジェ、金ミラ）は、メッセンジャーと SNS を通じたニュース利用とニュースおよびジャーナ
リストに対する信頼感の関係と、その過程でニュースの共有および書き込みのような参与的活動の
役割を明らかにした。「ウィルバー・シュラムの朝鮮戦争心理戦研究とコミュニケーション研究の
制度化」（車載泳）は、シュラムが、心理戦研究プロジェクトを行うにいたった文脈とプロセスを
分析し、そのプロジェクトの内容と結果の検討、そしてシュラムによるプロジェクトの遂行が、主
流コミュニケーション研究の制度化に及ぼした影響を明らかにした。

⑵　第100号　2020年4月
企画論文・メディア生産研究への招待

「‘ 今、ここから ’ 生産研究という主体と問題意識をふりかえる：ジャーナリズムと批判的生産研
究との結合を中心に」（李ギヒョン、黄キョンア）は、批判的ジャーナリズムと生産研究のコンビ
ネーションにおける核心の事例を詳細に検討し、生産研究に力が注がれてきた問題意識と対案的な
アプローチ方式の成果と含意を具体的に論議した。「‘ 社会告発 ’ から ‘ 探索報道 ’ 番組への進化：
テレビ時事ジャンル形成と政策の歴史的文脈（白美淑）は、KBS ＜追跡60分＞で開始された社会
告発の番組から探査報道番組＜ニュースビジョン東西南北＞にいたる時事ジャンルが進化していく
過程について分析した。

⑶　第101号　2020年6月
①企画論文：メディア生産研究への招待
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「メディア生産研究の系譜：研究の伝統と資源の継承および断絶」（朴ジンウ）は、言論学研究に
おける「メディア生産（者）」の研究史的背景と知的資源を検討することで、現在の生産研究との
間に、継承と断絶が、どのような関係にあるのかを分析した。「メディア生産（者）研究の方法論
的争点：伝統的メディア対象研究を中心に」（イム・ヨンホ）は、これまで韓国での伝統的なメ
ディア関連生産（者）研究の動向を分析し、主として研究設計と分析過程で発生した方法論的争点
について検討した。「メディア生態系における変化と生産者研究」（李ヒウン）は、次第に可視化さ
れているメディア生態系の特性と変化を理解しなければならない理論的必要性を提示し、そのメ
ディア生態系のなかで生産者研究が、インフラ研究と出会う可能性を指摘した。「流動する青年ら
のメディア労働：2・30代のメディア生産者を中心に」（李ソルヒ、洪ナムヒ）は、外注／独立制作
者 PD、総合編成チャンネル PD、ウェブ企画コンテンツ制作者の代表制作者、YouTube クリエー
ター、フリーランス PD などメディアコンテンツ制作産業で多様な「周辺部」となっている20代、
30代の労働者青年9人にインタビューを実施し、メディア産業の労働状況と、その構造的な問題を
照らし出した。「プラットフォーム生産者と日常性：日常 Vlogger の生活と労働」（金イェラン）
は、日常の Vlogger の現象において、逢着された新たなメディア生産者を「プラットフォーム生
産者」として概念化し、その開始と成長、労働過程、作品の美学的特性、社会的関係の含意、経済
的条件と対応戦略、職業的アイデンティティを分析した。

②一般論文
「オンライン・ヘイト表現規制の争点と対案：規制機関担当者、市民団体活動家、研究者および

被害経験者深層インタビューを中心に」（金スア、金ミンジョン、李ドンフ、洪ソンイル）は、オ
ンラインにおけるヘイト表現規制の現実と対案について、関係機関の行政担当者および被害経験
者、研究者に対するインタビューを通じて、検討を行った。「フェイク・ニュースとファクト・
チェックニュース露出集団のメディア利用とニュース認識、そしてリテラシー関係」（金ヒョンジ、
鄭ウンリョン、金ウンミ、ヤン・ソウン、李ジェウ、カン・ミンジ）は、多重のチャンネルで同時
にあらわれたフェイク・ニュースとファクト・チェックの受容が、どのような認識の差異をみせる
のかを検討することで、批判的なニュース利用能力を涵養するための教育戦略とジャーナリズムの
発展方向について論じた。「犯罪ニュース生産慣行研究：慣行の形成要因と実践的解法」（朴ヨンフ
ム）は、慣行を改善する過程で、記者の役割が持つ重要性に注目し、前・現法曹出入記者とのイン
タビューを通じて法曹ニュースの生産慣行の実態と原因を把握し、歪曲された慣行を改善するため
の実践的解法を模索した。「大学生のAIスピーカー利用に影響を与える要因に対する探索的研究：
疑似社会的相互作用理論と期待一致理論を中心に」（白サンギ、張ビョンヒ、金ホン）は、テレビ、
インターネットなどの既存のメディアとは異なり、主に個人空間において一人で使用する AI ス
ピーカー利用に影響を与える要因を明らかにするために、大学生による AI スピーカーの利用につ
いて分析した「デジタル・インパクトと専門職主義が言論労働の職務満足に及ぼす影響研究」（李
ゴンヒョク、元スクギョン、鄭ジュンヒ、安チャス）は、主としてデジタル・インパクトとしてあ
らわれる取材慣行の変化と権威的経営スタイルが、どのように新聞従事者の労働集約度を強化さ
せ、職務満足度を低下させるのかについて、労働組合とともに実施した世論調査を用いて、分析し
た。「犯罪ニュース・ヘッドライン言語と意味構成：ポータル・サイト ‘NAVER’ に報道された犯
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「メディア生産研究の系譜：研究の伝統と資源の継承および断絶」（朴ジンウ）は、言論学研究に
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罪類型別意味ネットワーク分析を通じて」（李ワンス、崔ミョンイル）は、ポータル・サイト
‘NAVER’ に報道された韓国における4大犯罪を類型別にカテゴライズし、この意味ネットワークの
分析を通じて、犯罪ニュース・ヘッドラインの言語構成を体系的に分析した。「言論は済州4・3を、
どのように報道するのか：保守紙と進歩紙、地域紙の比較研究」（鄭ヨンボク）は、韓国の歴史上、
ひとつの地域で発生した民間人虐殺では最大の犠牲を強いられた済州4・3について、2000年4・3特
別法の制定と2003年4・3真相調査報告書の確定、2014年の国家追念日の指定などの一連の出来事に
ついて、韓国の保守新聞と進歩新聞、地域新聞が、どのようなフレーム類型を通じて報道したのか
を分析し、理念的性向と地域性の相違を明らかにした。「＜アナと雪の女王2＞に現れたジェンダー
再現の問題：＜アナと雪の女王＞との叙事構造の比較を中心に」（チュ・ヒョンイル）は、＜アナ
と雪の女王＞と＜アナと雪の女王2＞の叙事構造を比較することで、前者に比べ、後者がジェン
ダーの再現問題に関し、どのように変化を示しているのかを明らかにし、＜アナと雪の女王2＞の
ジェンダー再現が有する意味について議論した。「韓国人の気候変動についての脅威認識地形導
出：深層インタビューを通じた専門家と一般人の脅威認識比較」（韓ビィナラ、金ヘジョン、金ヨ
ンウク）は、韓国人の専門家と一般人の気候変動に対する認識について比較し、これらの認識が、
気候変動への対応に関する公衆の行動意図および政策支持に、どのように影響を及ぼすのかについ
て分析した。「ニュース・リテラシーがフェイク・ニュースの影響力知覚と規制態度に及ぼす影
響：フェイク・ニュースの範囲認識の調節効果」（許ユンチョル）は、第三者効果の枠組みにおい
て、ニュース・リテラシーが、フェイク・ニュースの影響力の知覚と規制の態度に、どのような影
響を及ぼすのかを解明した。

⑷　第102巻　2020年8月
「メディア文化研究における映像方法論の活用のための方法論的省察：参与とデジタル環境の問

題を中心に」（キ・イェジュ）は、メディア文化研究において映像の学問的利用を検討し、既存の
映像方法論を参与的映像方法論を拡張することで、参与的映像方法論が、どのような活用可能性を
持ちうるのかについて、その機能とともに考察した。「信用貨幣の空間生産研究：Hyundai カード
広告テクスト分析を中心に」（金ジヨン）は、広告の空間再現、都心の再現空間、空間再現と再現
空間間の相互テクスト性を知覚する空間実践を通じて、どのように信用貨幣の空間が生産されてい
るのかについて、Hyundai カードに注目して分析を試みた。「メディア利用者パラダイムの再構
成：‘ 批判的政策 ’ の技術遂行的含意」（李クァンソク）は、カルチュラル・スタディーズの核心
テーマのなかの一つとなっている利用者研究の同時代性について批判的探索をおこなった。「テレ
ビが提供する ‘ 人文芸能 ’ の特徴と明暗：＜アルスルシンチャップ＞に関する重層的なテクスト分
析を中心に」（李ギヒョン、蔡ジヨン、金ジス、ユ・ハビン、李タンビ、シン・ジョンウォン、呉
ヒスク、玄ヒジン、李ナムギョン、李ソルア）は、社会的に大きな話題となり、論争を引き起こし
ている、いわゆる「人文芸能」の特性と文脈について、バラエティ番組＜アルスルシンチャップ＞
に焦点をあてて、多面的に考察した。「クリック誘導性ニュースが一般的なニュースの利用に及ぼ
す効果」（李ソンミン）は、記事のテーマや主要な情報を伝えず、本文にない内容に言及するク
リック誘導性ニュースについて、利用者を刺激する扇情性と利用者を欺く欺瞞性に概念化したうえ
で、ニュース利用者500人余りを対象にオンライン実験を実施することで、クリック誘導性ニュー
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スがニュース利用に及ぼす効果を明らかにした。「記憶の超国家的移動と多方向的接合：香港市民
らの闘争が呼ぶ民主化運動の記憶」（李ヘス）は、2019年6月の逃亡犯条例改正案反対から始まった
香港のデモにおいて、デモ隊が国家暴力に対抗する方法で過去の民主化運動の記憶（1989年中国天
安門事件、2014年香港の雨傘革命、1980年韓国の民主化運動）を呼び戻す現象に注目し、
multidirectional memory 理論にもとづいて、香港のデモの展開と様相を追い、非同時的に散在し
てきた記憶の接合がもたらした効果と社会文化的含意について導出した。「民族紙神話の生成と屈
折」（蔡白）は、「東亜日報」と「朝鮮日報」が植民地支配に抵抗し、民族のために闘った民族紙と
評価される一方、昨今、市民団体が清算しなければならない新聞として批判されるなど、両紙をめ
ぐって正反対の評価がなされていることについて、民族紙の神話という観点から分析を試みた。

⑸　第103巻　2020年10月
「アメリカ覇権の助力者あるいは他者主義促進者？：‘ コロナ19’ をとりまく国際社会の覇権競争

と国内言論の言説政治」（金ソンヘ）は、覇権戦争の言説と結合したコロナ10を事例として、韓国
国内の言論が、どのように公論場の管理者となっているのかについて分析した。「女性ゲーマーは、
銃をとることができるのか？：FPS ゲームをプレイする女子絵の身体に対する現象学的研究」（金
ジユン）は、ゲーム共同体における女性差別的な文化が、女性ゲーマーに対して、どのように作用
しているのかについて現象学的な身体の観点から分析した。「女性嫌悪言説の競合と共存：小説＜
82年生まれキムジヨン＞現象を中心に」（金ヒョン、孫ビョンウ）は、最近の「キムジヨン現象」
を引き起こした小説『82年生まれキムジヨン』を中心として、差別的な社会構造に抵抗する小説
と、彼女らを取り巻く女性嫌悪の言説変化を捉えることで、韓国社会に根深い女性嫌悪現象に亀裂
が生じる可能性について検討した。「コンピューテイショナル・プロパガンダについての探索的試
論：政治的 bot と社会政治的意味を中心に」（ユ・ヨンミン、金ソンヘ）は、コンピューテイショ
ナル・プロパガンダの現象に関する探索的試論を試みることで、bot のような非人間要素と結合し
た新たなプロパガンダ慣行と、その意味についての学界の関心と共同体次元の論議を進展させた。

「‘ 情報公開法 ’ 上の個人情報保護と公益の調和：コロナ19パンデミック下のプライバシー侵害を中
心に」（李クンオク）は、「公共機関の情報公開法」の例外規定である「個人の自由と私生活侵害の
保護」のうち「公益や個人の権利救済」に注目し、コロナ19パンデミック下での感染者の個人情報
および位置情報の公開時に発生する法的問題と盲点について検討した。「朝鮮朝太宗時期の主要な
社会経済的懸案の処理と臺諫言論の役割：奴婢関係法令の整備および楮貨法の施行を中心に」（李
潤馥）は、奴婢関係の法令整備および楮貨法施行を事例として、臺諫が、当時の国政運営過程にお
いて、どのような役割を果たしたのかについて分析した。「全国日刊紙の地理的分布と類型間競争
様相」（イム・ヨンホ、崔チャンシク）は、全国紙を5つの分類・区分し、それぞれの地理的な分布
状況と特性、そして各類型間の関係について、4つの圏域および16の行政区域別の浸透率を通じて
解明した。「韓国テレビ家族ドラマを通じて見た1990年代以後、対人コミュニケーション関係の変
化：蔡白、カン・スンファ、許ユンチョル」は、同一の原作で1996年と2017年に制作された二つの
テレビドラマを対象に、そこに登場する人物のコミュニケーション関係について分析した。
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⑹　第104巻　2020年12月
「コロナ19に対する死の顕著性が政府対応への意見両極化に及ぼす影響：選択的露出の媒介効果
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動以後、ジェンダー問題報道に現れた進展が、どのようなものであり、依然として残されている問
題について検討し、今後、言論が、どのような問題を重要視して考慮しなければならないのかにつ
いて提言を行った。

3 ．『言論と社会』
⑴　第28巻第1号　2020年2月
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決されずに存在し続けている社会的両極化現象を扱った映画＜パラサイト＞を手がかりとして、映
画における貧しさの再現方式と、それを土台に繰り広げられる制限の政治について分析した。

⑵　第28巻第2号　2020年5月
「映画と ‘ ポリティカル・コレクトネス ’ に関する論争：＜キャプテン・マーブル＞と＜アベン

ジャーズ：エンド・ゲーム＞、＜リトル・マーメイド＞を中心に」（韓ソンヒ、李ヒョミン）は、
2019年に話題となったディズニー映画を取り巻いた「ポリティカル・コレクトネス」論争を検討
し、韓国社会における「ポリティカル・コレクトネス」が、どのように想像されているのかについ
て批判的に考察した。

Critical Forum
「見知らぬ他人の死のイメージを前に：チュ・ヒョンイルの << 写真と死 >> に対する批判的読

解」（金ビョンソン）は、「死の写真」というテーマで「死の再現」問題と写真が陽性する「他人の
苦痛と死に対する倫理的問題」を考えるチュ・ヒョンイルの『写真と死』を批判的に読み解いた。

⑶　第28巻第3号　2020年8月
「批判の科学性と方法の規範性：批判コミュニケーション論小考」（カン・ジェホ）は、韓国にお

ける批判コミュニケーション論の発達と展開過程について、4つの理論的戦略、すなわち文化帝国
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主義批判、脱西欧化、脱植民化、土着化で再構成し、評価した。「報道された貧民村と報道されな
い貧民村：脱植民主義的に貧困の空間を読む」（タク・ジョンハン）は、貧困が密接した空間、そ
して、そこに居住する貧困な他人が、大衆に、どのように描写されてきたのかについて分析した。

⑷　第28巻第4号　2020年11月
「プラットフォームの先有と抵抗：配達プラットフォーム労働と AI 労働の社会的構成」（朴ソン

ヒ）は、AI をはじめとしたデジタル技術が、主として経済成長と雇用創出という観点で議論され
てきた現実に問題意識を置き、AI アルゴリズムで運用されるプラットフォーム労働についてコ
ミュニケーションの観点から検討した。「権力と抵抗：パレーシアと対抗導き、そして方法として
のコーディング教育」（朴スンイル）は、フーコーが向きあった権力と抵抗のアプリオリにしたが
い、それを現在性の平面に位置付け、新たな読みを試みた。

企画論文
「ジャーナリズムの境界解体、持続、あるいは進化的再形成：システム論的分析機能性の探索」

（朴ヨンフム、鄭ジュンヒ）は、伝統的ジャーナリズムの危機を境界の解体、すなわち「脱境界化」
概念を中心に分析すし、ルーマンのシステム論を通じて、ジャーナリズムの転換という経験的現象
を説明した。

Critical Forum
「ネットワーク研究はコミュニケーション研究となれるのか：情緒的コンピューティング

（affective computing）に関する科学レトリック小考」（成ミンギュ）は、人間のコミュニケーショ
ンをコンピューター演算と同一視し、正当化する一連の工学的、神経生理学的アプローチについて
批判的に考察した。「韓国言論学の過剰と欠乏」（チョ・ハンジェ）は、韓国における言論学研究に
おいて、何が過剰であり、どのようなことが欠乏しているのかについて、学問・教育の基本制度に
該当する「（制度）構造的側面」と、その社会の知的文化の一部である「学術文化」に照らして検
討した。

（ 1 ）　車の論文は、『ジャーナリズム＆メディア』（日本大学新聞学研究所、第15号）に全訳が掲載されている。

詳しい内容と解説は、そちらを参照していただきたい。https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/

journalism/journalism_15/each/11.pdf
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2020 年度新聞学研究所事業報告

〇共同研究プロジェクト
「デジタル化社会の進展における現代日本のジャーナリズムの変容に関する研究」

研究代表者　佐幸　信介（日本大学法学部新聞学科教授）
研究分担者　柴田　秀一（日本大学法学部新聞学科教授）

塚本晴二朗（日本大学法学部新聞学科教授）
米倉　　律（日本大学法学部新聞学科教授）
中　　正樹（日本大学法学部新聞学科准教授）
笹田　佳宏（日本大学法学部新聞学科准教授）
山口　　仁（日本大学法学部新聞学科准教授）
三谷　文栄（日本大学法学部新聞学科准教授）
大井　眞二（日本大学名誉教授）

「テレビ番組の映像資料を利用した「多様性」等に関する研究」

研究代表者　米倉　　律（日本大学法学部新聞学科教授）
柴田　秀一（日本大学法学部新聞学科教授）
小林　義寛（日本大学法学部新聞学科教授）
笹田　佳宏（日本大学法学部新聞学科准教授）
三谷　文栄（日本大学法学部新聞学科准教授）

研究の概要
本共同研究は 2011 年 ３ 月 11 日に発生した東日本大震災後のテレビ放送の報道内容を分析し、

災害時におけるニュース報道及びほかの関連する映像情報を量的、質的両面から研究する上で必
要な基盤整備としてのデータベース構築を目的として、201３ 年度からその研究を始めた。

2011 年 ３ 月 11 日の発災から今日に至るまで、東京キー局（６ 局）のテレビ映像を JCC の
MaxChannel を使用して録画・保存を行っている。これら映像データは東日本大震災という未曽
有の危機を保存した価値のみだけではなく、その後のテレビ映像も長期間データとして保存して
いることに、今後のジャーナリズム研究及びマスコミュニケーション研究の分野にとって大きな
価値を持つと考えられる。本研究では、これまで①映像データ保存とニュース及びその他の関連
する映像情報の分類をはじめとするデータベース構築のための作業を行い、その上で、②報道内
容の質的、量的分析を行い、こうした研究成果の一部は本研究所シンポジウムにおいて公表して
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きた。また、2020 年 ３ 月 ７ 日に本学で「アーカイブ映像の研究利用と教育利用」をテーマにシ
ンポジウムを開催予定であったが、新型コロナウィルスの影響で開催ができず、ジャーナリズム
＆メディア 1６ 号でシンポジウム登壇予定者に原稿を寄稿していただいた。

2020 年 ４ 月、大学の情報システムが Windows７ 対応から Windows10 対応に変更されたこと
に伴い、録画・保存システムの大幅な変更を行った。従来は、Windows７ 対応の MaxChannel３
台で録画を行っていたが、これを Windows10 対応の MaxChannel2 台に集約した。また、従来
は、MaxChannel に録画したテレビ映像を HDD に保存していたが、新システムでは本学のクラ
ウド上に保存することとした。また、HDD に保存していた番組データを順次、クラウドにアッ
プする予定であったが、コロナ禍の影響で本年度は実施できなかった。

クラウドにアップしたことにより、2020 年度 ４ 月以降のテレビ映像は、より多くの研究者が
使用することができるようになった。また、昨年度から、大学院生の研究や研究指導部門で番組
アーカイブを活用してきたが、本年度からはクラウド上にテレビ映像をアップしたことで、大学
院での授業、学部のゼミナール研究などで番組アーカイブを使用するなど活用幅が広がった。

〇研究指導
「メディア分析の手法─ドキュメンタリー分析─」
日本大学新聞学研究所は、2011 年 ３ 月からテレビ番組のアーカイブ事業に取り組んできた。

そして、2018 年度から毎年二度にわたり、このアーカイブを用いつつ修士論文・博士論文を執
筆するうえで不可欠なメディア分析の手法を講義で取り上げてきた。

2020 年度春学期は新型コロナウイルス感染症の流行による、オンライン講義等への移行期間
であったこともあり、オンライン上での研究指導の依頼を検討できなかった。秋学期は、ドキュ
メンタリー分析を専門とする福山大学の丸山友美先生をお招きし、その手法を教授していただい
た。ドキュメンタリー分析は、ドキュメンタリーのみならず、ニュースや様々な映像の分析にも
適用できるものである。講義で取り上げられた障害者に関するドキュメンタリーは、東京五輪が
行われる場合や、日常的なニュースにおける社会問題のメディア表象を分析する際に参考となる
視座を提供するものであった。

〇研究会
「戦後ジャーナリズム研究における「客観報道」」
報　　告　中　　正樹（日本大学法学部新聞学科准教授）
開催日時　2020 年 10 月 29 日（木）1７ 時 00 分〜
場　　所　Zoom によるオンライン開催

「ジャーナリズムと社会問題の構築」
報　　告　山口　　仁（日本大学法学部新聞学科准教授）
開催日時　2020 年 12 月 10 日（木）1７ 時 00 分〜
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場　　所　Zoom によるオンライン開催

「震災テレビアーカイブでみる映像イメージの構築」
報　　告　加藤　徹郎（法政大学講師）
開催日時　2021 年 1 月 21 日（木）1７ 時 00 分〜
場　　所　Zoom によるオンライン開催
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ジャーナリズム＆メディア　投稿規定・執筆要領
平成 １９ 年 4 月 １ 日制定
平成 １９ 年 4 月 １ 日施行
平成 ２２ 年 ８ 月 １ 日改正
平成 ２4 年 ７ 月 １９ 日改正
平成 ２5 年 6 月 ２0 日改正

○投稿資格

原則として単独著作の場合には新聞学科・新聞学研究科の専任教員，非常勤教員および新聞学研究所所員，

新聞学研究所研究員とする。共著の場合には前記資格者と共同執筆のものとする。但し，研究所運営委員会

の議を経て承認されたものについては投稿を認める。

○投稿対象

１ 　「原著論文（学術研究部門）」　原著論文（学術研究部門）とは，未公刊の論文でかつ以下の用件を具備

しているものをいう。

①論旨研究の独創性ないし新奇性　②論旨，主張の一貫性と明証性　③一定の知見，結論を持っているも

のをいう。

２ 　「原著論文（フィールド部門）」　原著論文（フィールド部門）とは，未公刊の論文で，現場での体験や

知見に基づいて独自な主張を展開しているものをいう。

３ 　「研究ノート」　研究ノートとは，未公刊で，明確な結論には至っていないが論文としての用件 １ －①，

１ －②を具備しているものをいう。

4 　「調査研究報告」　調査研究報告とは，現地調査，計量調査，面接調査等の調査によって得られた資料，

記録，知見を含んだ内容のものをいう。

○掲載基準

『ジャーナリズム＆メディア』に掲載する論文等は，未公刊であり，研究所が依頼した査読者による評価を

踏まえて，研究所が許可したものとする。ただし，研究所の依頼により書かれた論文等は，査読を省略する

ことができる。

○掲載媒体

『ジャーナリズム＆メディア』への掲載と同時に，日本大学法学部が運営するサイトへ電子公開する。

○執筆要領

１ 　投稿論文および研究ノート（本文叙述言語は原則として日本語とする）

①　原則として，Word あるいはテキスト形式で作成した原稿とする。原稿の体裁は A4 横書きで，

１6,000 字以上 ３２,000 字以内とする。ただし，研究所が承認した場合にはその限りではない。

②　写真，図表等は，本文原稿の中に組み込むこと。ただし，メールでの添付ファイルには，写真，図表

等をテキスト（文字）データと別ファイルにして提出すること。
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ジャーナリズム＆メディア　投稿規定・執筆要領
平成 １９ 年 4 月 １ 日制定
平成 １９ 年 4 月 １ 日施行
平成 ２２ 年 ８ 月 １ 日改正
平成 ２4 年 ７ 月 １９ 日改正
平成 ２5 年 6 月 ２0 日改正
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『ジャーナリズム＆メディア』に掲載する論文等は，未公刊であり，研究所が依頼した査読者による評価を

踏まえて，研究所が許可したものとする。ただし，研究所の依頼により書かれた論文等は，査読を省略する

ことができる。

○掲載媒体

『ジャーナリズム＆メディア』への掲載と同時に，日本大学法学部が運営するサイトへ電子公開する。

○執筆要領

１ 　投稿論文および研究ノート（本文叙述言語は原則として日本語とする）

①　原則として，Word あるいはテキスト形式で作成した原稿とする。原稿の体裁は A4 横書きで，

１6,000 字以上 ３２,000 字以内とする。ただし，研究所が承認した場合にはその限りではない。

②　写真，図表等は，本文原稿の中に組み込むこと。ただし，メールでの添付ファイルには，写真，図表

等をテキスト（文字）データと別ファイルにして提出すること。
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③　表紙には論文タイトルの他，本文字数，写真，図表等の枚数，それに所属，氏名，住所，電話

（Fax）番号，E-Mail アドレス所属を明記する。

④　補注を必要とする場合は，⑴，⑵，…の記号で本文該当箇所右肩に示し，巻末の引用・参考文献の前

に < 注 > と明記のうえ一括して記載する。

２ 　引用・参考文献，本文および注での引用

①　引用・参考文献等の記述

引用・参考文献は以下の例に準じて記述する。

⑴　本文中の引用文献・参考文献を著者名のアルファベット順に一括して並べ，論文の末尾に記載する。

⑵　同一の著者の場合は，発行年の古いものから順に並べる。論文名は「　」を書名には『　』を付す。

⑶　文献の著者はファミリーネーム・ファーストネームの順で示す。

⑷　欧文の書名，雑誌名はイタリック体（斜体）で表記する。

⑸　外国文献の記載は，それぞれの言語の標準的な標記形式に準ずるものとする。

［引用・参考文献の形式］

単行本（単著）：著者名（公刊西暦年）『書名』発行所

単行本（共著の一部）：著者名（公刊西暦年）「論文名」編著者名『書名』発行所

雑誌：引用論文著者名（公刊西暦年）「表題」『掲載雑誌名』巻（号）発行所

［引用・参考文献の例］

福田充（２0１0）『リスク・コミュニケーションとメディア─社会調査論的アプローチ─』北樹出版

小川浩一（２005）「戦後日本の社会変動とマス・コミュニケーション」小川浩一編著『マス・コミュ

ニケーションへの接近』八千代出版

塚本晴二朗（２00７）「アメリカ・ジャーナリズム倫理研究の潮流」『マス・コミュニケーション研究』

７0 号

⑹　翻訳書の場合には，原著および翻訳書を上記の書式に従って記述する。原著者名のあとの原著公表

年代と訳書公表年代は＝で結ぶ。翻訳書は，丸括弧で括る。

［翻訳書の例］

Brian McNair（１９９８ ＝ ２006）The Sociology of Journalism，London: Arnold.（小川浩一・赤尾光

史監訳『ジャーナリズムの社会学』リベルタ出版）

②　本文・注での引用

本文・注での引用は，以下の「方式 １」「方式 ２」のいずれかで記載する。

⑴　「方式 １」

ア　引用箇所には，文献の著者と公表年代と必要な場合は引用ページを（氏名　文献発行年：引用

ページ）の形式で記入する。

　　（福田充　２0１0）（福田充　２0１0：３6 ─ ３７）（B.McNair　１９９８ ＝ ２006：55 ─ 56）

イ　複数の引用文献がある場合には，（氏名 １　文献発行年：引用ページ；氏名 ２　文献発行年：引用

ページ）とする。

ウ　同一著者の文献を複数引用するとき，「；」で区切って列記する。

　　（苅谷剛彦　２00１：１３5；２00９：4３）（B.McNair　１９９6：１4；１９９８：１８ － １９）
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エ　同一著者が同一年で複数の公表があるとき，a，b，…を付して区別する。

　　（橘木俊詔　２006a：２4；２006b：３5）

オ　同一文献の複数箇所を引用するとき，「，」で区切って列記する。

　　（福田充　２0１0：２6，３７）

カ　翻訳書の場合には，原著公表年代と訳書公表年代を「＝」で結ぶ。

　　（B.McNair　１９９８ ＝ ２006：３７）

キ　引用文献を本文中の注に入れた場合，引用した文献名を文末の「参考・引用文献」欄にかならず

記載する。

⑵　「方式 ２」

ア　引用箇所の最後に通し番号の肩括弧数字を記載する。「方式 ２」の場合，補注も引用と一括して

記載する。

「…だ。
（1）
」「……と言える。

（12）
」

イ　論文の末尾に〈注〉と明記のうえ，引用を通し番号順に一括して記載する。

なお，〈注〉の中での引用・参考文献の記述の仕方は「 ２ 　引用・参考文献，本文および注での引

用」に準じて著者名，公刊西暦年，書名・論文名，発行所・雑誌名を記述したあとに，引用ページ

を付ける。

［注の例］

福田充（２0１0）『リスク・コミュニケーションとメディア─社会調査論的アプローチ─』北樹出

版　２７ ─ ２８

小川浩一（２005）「戦後日本の社会変動とマス・コミュニケーション」小川浩一編著『マス・コ

ミュニケーションへの接近』八千代出版　２4３ ─ ２44

塚本晴二朗（２00７）「アメリカ・ジャーナリズム倫理研究の潮流」『マス・コミュニケーション研

究』７0 号　８5 ─ ８6

３ 　図・表・写真の取り扱い

①　図・表・写真等は，別用紙に作成する。

②　挿入すべき箇所を本文原稿の上欄外に指示してください。

③　図（写真を含む）・表には，図 １，図 ２，…，表 １，表 ２，…のように通し番号を付け，必要ならば図

表の簡潔な説明文（キャプション）を付ける。

［説明文の事例］

図 １　学力格差と階層　　　　　表 １　新聞購読と所得

4 　ページ番号（ノンブル）の記入

原稿には必ずページ番号を付ける。

○調査研究報告（本文叙述言語は原則として日本語とする）

執筆要領は原著論文に順ずるものとする。但し，写真，図表等が多数になり，総字数を超える場合には事前

に研究所と相談すること。

以　　上
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なお，〈注〉の中での引用・参考文献の記述の仕方は「 ２ 　引用・参考文献，本文および注での引

用」に準じて著者名，公刊西暦年，書名・論文名，発行所・雑誌名を記述したあとに，引用ページ

を付ける。

［注の例］

福田充（２0１0）『リスク・コミュニケーションとメディア─社会調査論的アプローチ─』北樹出

版　２７ ─ ２８

小川浩一（２005）「戦後日本の社会変動とマス・コミュニケーション」小川浩一編著『マス・コ

ミュニケーションへの接近』八千代出版　２4３ ─ ２44

塚本晴二朗（２00７）「アメリカ・ジャーナリズム倫理研究の潮流」『マス・コミュニケーション研

究』７0 号　８5 ─ ８6

３ 　図・表・写真の取り扱い

①　図・表・写真等は，別用紙に作成する。

②　挿入すべき箇所を本文原稿の上欄外に指示してください。

③　図（写真を含む）・表には，図 １，図 ２，…，表 １，表 ２，…のように通し番号を付け，必要ならば図

表の簡潔な説明文（キャプション）を付ける。
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4 　ページ番号（ノンブル）の記入
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以　　上
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日本大学法学部新聞学研究所規程
平成 １９ 年 ３ 月 ９ 日制定
平成 １９ 年 4 月 １ 日施行
平成 ２９ 年 ３ 月 ３ 日施行
平成 ２９ 年 4 月 １ 日施行

（名　称）

第 １ 条　この研究所は，日本大学法学部新聞学研究所（以下「研究所」という）と称し，法学部（以下「学

部」という）に置く。

（目　的）

第 ２ 条　研究所は，現代社会の生命線たるジャーナリズム，メディア，コミュニケーション及びそれらに関連

する問題領域について，有機的かつ学際的な研究を行うことを目的とする。

２ 　前項の研究成果については，学部の教育・研究に寄与するとともに，学生及び社会に広く還元するものと

する。

（事　業）

第 ３ 条　研究所は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。

①　各専門分野における研究及び調査等

②　学術研究助成金等に基づく研究プロジェクトの実施

③　所員が個別に行う研究への助成

④　委託研究及び共同研究の実施

⑤　紀要，機関誌等その他必要な出版物の刊行

⑥　発表会，研究会，講演会，シンポジウム等の開催

⑦　研究生，研究員等の受入れ

⑧　その他研究所の目的達成に必要な事業

（部　門）

第 4 条　研究所は，事業の遂行に必要があるときは，専門別の研究部門を設けることができる。

（構　成）

第 5 条　研究所に，所長及び所員を置き，必要に応じて，次長，研究補助員又は職員を置くことができる。

（所　長）

第 6 条　所長は，法学部長（以下「学部長」という）をもって充てる。ただし，事情により所員のうちから選

任することができる。

２ 　前項ただし書による所長は，学部専任教授のうちから学部長が推薦し，大学が任命する。

３ 　前項に定める所長の任期は，１ 年とする。ただし，再任を妨げない。

4 　所長は，研究所を代表し，その業務を総括する。

（次　長）

第 ７ 条　次長を置くときは，学部専任教授のうちから学部長が推薦し，大学が任命する。

２ 　次長の任期は，１ 年とする。ただし，再任を妨げない。

３ 　次長は，所長を補佐し，所長に事故あるときはその職務を代理し，所長が欠けたときは所長の職務を代行

する。
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（所　員）

第 ８ 条　所員は，学部又は研究所の専任の教授，准教授，講師又は助教のうちから，所長が任命する。

２ 　所員の任期は，１ 年とする。ただし，再任を妨げない。

３ 　所員は，所長の命を受け，研究その他研究所の業務を分担する。

（研究補助員）

第 ９ 条　研究補助員を置くときは，助手及びこれに準ずる者のうちから，所長が任命する。

２ 　研究補助員は，所長の命を受け，研究の補助に当たる。

（職　員）

第 １0 条　職員を置くときは，学部職員のうちから学部長が任命する。

２ 　職員は，所長の命を受け，研究所の業務を処理する。

（嘱　託）

第 １１ 条　研究所に，嘱託を置くことができる。

２ 　嘱託は，学識経験者のうちから，所長が委嘱する。

３ 　嘱託の任期は，１ 年とする。ただし，再任を妨げない。

4 　嘱託は，所長から委嘱を受けた研究その他研究所の業務に従事する。

（顧　問）

第 １１ 条　研究所に，顧問を置くことができる。

２ 　顧問は，大学の承認を得て，所長が委嘱する。

３ 　顧問の任期は，１ 年とする。ただし，再任を妨げない。

（運営委員会）

第 １３ 条　研究所に，運営委員会を置く。

２ 　運営委員会は，所長，次長及び所長の任命する所員をもって構成する。

３ 　運営委員会は，所長が招集し，その議長となる。

（運営委員会の審議事項）

第 １4 条　運営委員会は，次の事項を審議する。

①　研究所の事業計画

②　委託研究及び共同研究

③　研究生，研究員等の入所及び退所

④　研究所の予算及び決算

⑤　研究所規程の改廃

⑥　その他重要事項

（委員会）

第 １5 条　研究所は，その事業を行うため必要があるときは，編集委員会，専門委員会等各種の委員会を設け

ることができる。

（経　理）

第 １6 条　研究所の経理は，学部の一般会計に属するものとする。

２ 　補助金及び委託研究費その他の収入は，学部の会計を通じて受け入れなければならない。
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（所　員）

第 ８ 条　所員は，学部又は研究所の専任の教授，准教授，講師又は助教のうちから，所長が任命する。

２ 　所員の任期は，１ 年とする。ただし，再任を妨げない。

３ 　所員は，所長の命を受け，研究その他研究所の業務を分担する。

（研究補助員）

第 ９ 条　研究補助員を置くときは，助手及びこれに準ずる者のうちから，所長が任命する。

２ 　研究補助員は，所長の命を受け，研究の補助に当たる。

（職　員）

第 １0 条　職員を置くときは，学部職員のうちから学部長が任命する。

２ 　職員は，所長の命を受け，研究所の業務を処理する。

（嘱　託）

第 １１ 条　研究所に，嘱託を置くことができる。

２ 　嘱託は，学識経験者のうちから，所長が委嘱する。

３ 　嘱託の任期は，１ 年とする。ただし，再任を妨げない。

4 　嘱託は，所長から委嘱を受けた研究その他研究所の業務に従事する。

（顧　問）

第 １１ 条　研究所に，顧問を置くことができる。

２ 　顧問は，大学の承認を得て，所長が委嘱する。

３ 　顧問の任期は，１ 年とする。ただし，再任を妨げない。

（運営委員会）

第 １３ 条　研究所に，運営委員会を置く。

２ 　運営委員会は，所長，次長及び所長の任命する所員をもって構成する。

３ 　運営委員会は，所長が招集し，その議長となる。

（運営委員会の審議事項）

第 １4 条　運営委員会は，次の事項を審議する。

①　研究所の事業計画

②　委託研究及び共同研究

③　研究生，研究員等の入所及び退所

④　研究所の予算及び決算

⑤　研究所規程の改廃

⑥　その他重要事項

（委員会）

第 １5 条　研究所は，その事業を行うため必要があるときは，編集委員会，専門委員会等各種の委員会を設け

ることができる。

（経　理）

第 １6 条　研究所の経理は，学部の一般会計に属するものとする。

２ 　補助金及び委託研究費その他の収入は，学部の会計を通じて受け入れなければならない。
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（所　管）

第 １７ 条　研究所の事務は，研究事務課が行う。

（監　査）

第 １８ 条　研究所の予算及び決算は，学部予算書及び決算書に記載し，それぞれ所定の監査を受けなければな

らない。

（報告義務）

第 １９ 条　所長は，所定の期日までに，当年度における業務の経過及び次年度における事業計画を，書面を

もって大学に報告しなければならない。

（研究生及び研究員等）

第 ２0 条　研究所は，必要に応じて，研究生，研究員等を受け入れることができる。

２ 　研究生，研究員等については，別に定める。

（改　正）

第 ２１ 条　この規程を改正するときは，学部教授会の意見を聴かなければならない。

（内規等）

第 ２２ 条　この規程に関するその他の必要事項は，内規等で別に定めることができる。

附　　　　則

この規程は，平成 ２９ 年 4 月 １ 日から施行する。
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編集後記 �

日本のメディアの現況を把握する際にいくつか参照する資料がある。まず、全体像を把握する際には電通が

毎年公表している「日本の広告費」が参考となる。2020年3月に公表された「2019年 日本の広告費」では、「イ

ンターネット広告費」が「テレビメディア広告費」を初めて超えた。インターネットの広告費がテレビの広告

費を上回るのは時間の問題であったが、ついにその時が訪れたということになる。次いで、人々のメディア利

用の概況を把握する際には総務省が毎年公表している「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調

査」が参考となる。2020年度に公表された調査結果では、全世代ではテレビ（リアルタイム）視聴の平均利用

時間が最も長い。しかし、10代から30代まではインターネットの平均利用時間がテレビ視聴を上回っている。

10代に至っては、インターネットの平均利用時間がテレビの2倍超となっている。これらの数値をふまえると、

メディアの主役はテレビからインターネットへと移行しており、テレビは年長者向けのオールドメディアにな

りつつある、と言えよう。メッセージの効果・影響であれ、オーディエンスの解釈であれ、あるいは文化に着

目するものであれ、これまでテレビを対象とする研究は数多く手掛けられてきた。しかし、悲観的な見通しを

示すならば、今後テレビ研究の発展はあまり望めないように思われる。もちろん教育・学習も同様である。視

聴（利用）者が減少しているメディアを研究しても、そして、専門的な教育や学習を実施しても意味がないと

いう短絡的な見方には同意できない面もある。だが、そのような認識を否定することもできない。

そうした中、今号の特集である「広がるテレビ・アーカイブ活用の可能性 研究・教育の実践例・先行例から

考える」には、暗澹たるテレビ研究や教育・学習を発展させる道筋が示されている。テレビ研究ならびに、テ

レビ番組を用いた教育・学習に際しては、まずもって「素材」が必要となる。しかし、素材となるアーカイブ

の利用は限定的である。特集解題にも記されているとおり、本学新聞学研究所ではテレビ番組の研究を目的に

株式会社 JCC のシステム（MAX Channel Digital）を利用したアーカイブの構築を進めてきた。このアーカイ

ブを用いた研究や教育・学習は、本学も一定の蓄積を有しているがさらなる活用の余地はある。特集の「対談」

でも言及されている他のアーカイブとのネットワーク化という面で、本学のアーカイブが貢献する余地は大き

く、研究や教育・学習の発展にも寄与しうる。また、「テレビニュースの大学教育利用の実践─ NIE との比較

から」で掲げられている「NIE：News in Education」の発展という面でも本学のアーカイブは有用である。テ

レビニュースを活用した NIE を学部・学科、大学院のカリキュラムの中に組み入れることができれば大きなア

ピールポイントになり、業界と市民をつなぐ取り組みへと発展することが期待される。今号で示されたテレ

ビ・アーカイブをめぐる様々な取り組み、課題、展望は、本学新聞学研究所のみならず、教育・研究機関、メ

ディア、そして、市民の間で幅広く共有されるべきであろう。今号がその一助となることを願う。（平井智尚）
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